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最近の社会保険の加入状況等

資料１
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公共事業労務費調査（企業別・労働者別）①

○ 公共事業労務費調査（平成27年10⽉調査）における社会保険加⼊状況調査結果をみると、
・ 企業別の加⼊率は、雇⽤保険では98% ［対前年度⽐+1.4% ］ 、健康保険では97% ［対前年度⽐+2.4% ］ 、厚⽣年⾦保

険では96% ［対前年度⽐+2.5% ］となっています。
・ 労働者別の加⼊率は、雇⽤保険では82% ［対前年度⽐+2.8% ］ 、健康保険では77% ［対前年度⽐+4.5% ］ 、厚⽣年⾦

保険では74% ［対前年度⽐+5.0% ］となっています。

企業別

労働者別
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雇用保険 健康保険 厚生年金 3保険
H23.10 75% 60% 58% 57%
H24.10 75% 61% 60% 58%
H25.10 76% 66% 64% 62%
H26.10 79% 72% 69% 67%
H27.10 82% 77% 74% 72%

雇用保険 健康保険 厚生年金 3保険
H23.10 94% 86% 86% 84%
H24.10 95% 89% 89% 87%
H25.10 96% 92% 91% 90%
H26.10 96% 94% 94% 93%
H27.10 98% 97% 96% 95%

労働者別・３保険別加入割合の推移

企業別・３保険別加入割合の推移
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公共事業労務費調査（企業別・労働者別）②

○ 公共事業労務費調査（平成24年～平成27年10月調査）における３保険加入状況をみると、全体的に加入割合は上
昇傾向にありますが、特に労働者別の加入割合について、他地方と比較して関東が、元請企業と比較して高次の下
請企業が、加入割合の低い傾向にあります。
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（％） 企業の３保険加入状況（都道府県別）

〇公共事業労務費調査（平成27年10月調査）における社会保険加入状況調査結果について、企業単

位での社会保険等（雇用保険・健康保険・厚生年金保険）加入状況は以下のとおりとなっています。

公共事業労務費調査（各都道府県別・企業別）

全国：95%
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労働者の３保険加入状況（都道府県別）

全国：72%

〇公共事業労務費調査（平成27年10月調査）における社会保険加入状況調査結果について、労働者単

位での社会保険等（雇用保険・健康保険・厚生年金保険）加入状況は以下のとおりとなっています。

公共事業労務費調査（各都道府県別・労働者別）

（％）
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国土交通省及び47都道府県では、建設業法に基づく建設業者で、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険（以下「社会保険等」という。）
への未加入業者を対象に、平成24年11月から社会保険等への加入を強く指導してきており、平成29年度までに建設業者の社会保険等
の加入率が事業者単位で100％の目標を達成するため以下の取り組みを行っている。

○建設業法施行規則、告示の改正（平成24年5月）

・建設業の許可申請書及び施工体制台帳の記載事項に「健康保険等の加入状況」を追加

・経営事項審査申請書の評価項目を各保険毎に細分化し減点幅を拡大

○社会保険加入状況の把握、確認・指導等（平成24年１１月より）

・建設業許可部局における建設業許可・更新申請及び経営事項審査申請並びに立入検査時に加入状況を確認し未加入業

者に対し加入指導を実施

・加入指導に従わない未加入業者は厚生労働省の社会保険等担当部局へ通報

○建設業法に基づく「監督処分基準」の改定（平成24年10月）

・指導に従わない未加入業者に対する監督処分基準を改定

○国土交通省直轄工事における発注者と建設業所管部局が連携して行う社会保険等未加入対策に関する指導

・平成26年8月より、国土交通省直轄工事において、発注部局が元請業者及び下請代金の総額が３千万円以上の工事における全ての下請業者

の加入状況を確認し、未加入業者である場合には建設業所管部局が加入指導を実施

・平成27年3月に通知を改正し、下請金額の総額にかかわらず、本年4月1日より全ての工事に対象範囲を拡大

○Ｈ２７年１１月～社会保険加入指導の前倒し
・現在、許可更新時に行っている保険の加入指導について、平成28年1月以降に更新期限を迎える許可業者に対しては、前倒しで指導を実施

２．これまでの取り組み

平成24年11月から平成27年9月までの社会保険等の加入指導状況は以下のとおり 【以下参考（27年3月時点）】
○これまでに確認した申請等件数・・・・・・・・・・・・・・・・・３７３，４２３件 （３１０，４１３件）

・申請等件数のうち既に加入していた件数・・・・・・・・・・・・３２６，６６１件 （２７１，２３６件）
・申請等件数のうち未加入であったため、指導を受けた件数・・・・・４６，７６２件 （ ３９，１７７件）

【指導を受けた件数の内訳】
加入した件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６，４７９件 （ １３，７１０件）
加入しなかったため社会保険等担当部局へ通報した件数・・・・２１，３２１件 （ １８，０８０件)
指導中又は加入確認待ちの件数・・・・・・・・・・・・・・・・８，９６２件 （ ７，３８７件)

１．加入指導状況（平成27年9月現在）

建設業許可行政庁による社会保険等未加入業者への加入指導状況（１／２） H27.12
第5回推進協議会資料
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建設業許可行政庁による社会保険等未加入業者への加入指導状況（２／２）

(a) （ｂ） （ｂ）/（a） (ｃ) (ｃ)/(a) (ｅ) (e)/(ｃ) (ｆ) (ｆ)/(ｃ) （ｄ）＝（ｃ）-（e)-（ｆ） (ｄ)/(ｃ)

47,756 43,430 (90.9%) 4,326 (9.1%) 1,480 (34.2%) 1,754 (40.5%) 1,092 (25.2%)

105,443 82,344 (78.1%) 23,099 (21.9%) 7,514 (32.5%) 10,831 (46.9%) 4,754 (20.6%)

17,249 16,227 (94.1%) 1,022 (5.9%) 524 (51.3%) 354 (34.6%) 144 (14.1%)

40,891 35,027 (85.7%) 5,864 (14.3%) 1,632 (27.8%) 3,004 (51.2%) 1,228 (20.9%)

69,806 62,543 (89.6%) 7,263 (10.4%) 2,720 (37.5%) 3,443 (47.4%) 1,100 (15.1%)

24,367 22,981 (94.3%) 1,386 (5.7%) 584 (42.1%) 584 (42.1%) 218 (15.7%)

14,319 13,752 (96.0%) 567 (4.0%) 334 (58.9%) 182 (32.1%) 51 (9.0%)

53,592 50,357 (94.0%) 3,235 (6.0%) 1,691 (52.3%) 1,169 (36.1%) 375 (11.6%)

373,423 326,661 (87.5%) 46,762 (12.5%) 16,479 (35.2%) 21,321 (45.6%) 8,962 (19.2%)

大臣 11,967 11,937 (99.7%) 30 (0.3%) 24 (80.0%) 2 (6.7%) 4 (13.3%)

知事 361,456 314,724 (87.1%) 46,732 (12.9%) 16,455 (35.2%) 21,319 (45.6%) 8,958 (19.2%)

中国

四国

九州・沖縄

合計

北海道・東北

関東

北陸

中部

近畿

建設業許可部局による社会保険等加入指導状況及び厚生労働省保険担当部局への通報状況
（平成24年11月～平成27年9月まで）

  「申請等件数」   ：　建設業許可部局に申請した建設業の許可申請及び経営事項審査の申請並びに建設業許可部局による立入検査の合計件数。
　「既加入件数」   ：  「申請等件数」のうち、既に社会保険等に加入していた建設業者の件数。
　「指導件数」　　  ：　「申請等件数」のうち、社会保険等に未加入であった建設業者を建設業許可部局が加入指導した件数。
　「加入件数」　　  ：　「指導件数」のうち、社会保険等に加入した建設業者の件数。
　「通報件数」　　　：　「指導件数」のうち、建設業許可部局が行った、原則２回の社会保険等加入指導に従わなかった建設業者を厚生労働省保険担当部局に
                         通知した件数。
  「加入確認待ち件数」 ：　「指導件数」のうち、指導後、一定猶予期間が経過していない等の理由により加入の確認ができていない建設業者の件数。

加入確認待ち通報
申請等 指導

指導件数 指導率 件数 比率

加入

加入件数 加入率
申請等
件数

通報件数 通報率
既加入
件数

既加入率

H27.12
第5回推進協議会資料
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建設業許可行政庁からの通報に基づく加入指導状況

健康保険・厚生年金保険に係る地方整備局等からの通報に基づく適用促進の実施状況 （ブロック本部別）

（平成２７年９月末総計）
（単位：件）

ブロック本部名 ① 通報件数

対 応 状 況 ⑤
引き続き対応を行ってい

る件数
①-(②+③+④)

②
既に適用済み

③
適用対象外

④
適用に至った

北海道 796 138 27 283 348

東北 1,131 285 78 489 279

北関東・信越 4,329 814 154 1,257 2,104

南関東 5,450 1,050 225 1,648 2,527

中部 2,757 360 197 856 1,344

近畿 2,553 638 196 732 987

中国 510 104 42 239 125

四国 157 22 30 89 16

九州 847 134 176 380 157

全国計 18,530 3,545 1,125 5,973 7,887

（注１）平成24年11月～平成27年9月末までの通報件数及び対応状況件数を計上

（注２）②欄については、①の通報があった時点において、事業主から自主的な届出等によって適用事業所等と

確認できた件数を計上

（注３）③欄については、適用対象外であることが判明した件数を計上

（注４）④欄については、加入指導等を行った結果、適用に至った件数を計上

（注５）⑤欄については、対応済みを除いたもので、引き続き、対応を行っている件数を計上

※雇用保険に関しては、９月末集計は行っていない。

※厚生労働省作成

H27.12
第5回推進協議会資料
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専門工事業者を対象としたアンケート調査によれば、

・ 標準見積書（法定福利費を内訳明示した見積書）を提出した割合は53%と、前年度より27ポイントと
大幅に増加した。

・ 標準見積書の提出を受けた元請企業による法定福利費の支払い状況については68%が全額支払わ
れたと回答した。

＜標準見積書の提出状況＞

標準見積書の活用状況に関するアンケート （(一社)建設産業専門団体連合会）

提出し

た
24%提出し

ていな

い
76%

H26調査

提出した
53%

提出して

いない
47%

H27調査

全額支払われた
68%減額して支払わ

れた
6%

全く支払われな

かった
26%

H27調査

出典 ： (一社)建設産業専門団体連合会「平成27年度 社会保険等加入状況に関する調査報告書」
調査対象 ： 建専連の正会員（34団体）に所属する会員企業（回答数340件、延べ713工事）

＜元請による法定福利費の支払状況＞
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○ 社会保険未加入対策推進協議会に参加する建設業団体に所属する企業を対象に、「法定福利費を内訳明
示した見積書の活用状況」等について、平成27年11月にアンケート調査を実施。（回答数：約3000件）

○ 下請企業から注文者への法定福利費を内訳明示した見積書の提出については、ほとんど又は概ね提出して
いるが計約４割で、昨年から１２ポイント増加。

＜見積書の提出状況（下請企業への質問）＞

＜標準見積書を提出した結果（下請企業への質問）＞

16.4

26.5

15.3

18.0

11.4

11.2

18.8

18.3

30.0

20.0

6.4

3.4

1.7

2.5

0 20 40 60 80 100

昨年調査

今回調査

ほとんどの工事で提出している（８割以上） おおむね提出している（５～８割程度） あまり提出していない（３～５割程度）

ほとんど提出していない（１～３割程度） まったく提出していない（１割未満） 取組自体がよくわからない。

その他

34.8
27.5

6.0

24.7
15.2 8.4 11.9

45.9
36.7

6.5
20.9

11.0 2.7 6.9
0

20

40

60

内
訳
明
示
し

た
法
定
福
利

費
を
含
む
見

積
金
額
全
額

を
支
払
わ
れ
る

契
約
と
な
っ
た

見
積
総
額
は

減
額
さ
れ
た
が

法
定
福
利
費

は
減
額
さ
れ
な

い
契
約
と
な
っ

た

内
訳
明
示
さ

れ
た
法
定
福

利
費
の
一
部
の

み
減
額
し
て
支

払
わ
れ
る
契

約
と
な
っ
た

法
定
福
利
費

の
一
部
を
含
め

て
減
額
さ
れ
た

契
約
と
な
っ
た

法
定
福
利
費

の
請
求
は
認
め

ら
れ
な
い
契
約

と
な
っ
た

受
け
取
っ
て
も

ら
え
な
か
っ
た

又
は
受
け
取
っ

て
も
ら
え
た
が

無
視
さ
れ
た

そ
の
他

昨年調査 今回調査

9

Ｈ２６

Ｈ２７

Ｈ２７Ｈ２６

法定福利費を内訳明示した見積書の活用状況 H27.12
第5回推進協議会資料から作成



出典：厚生労働省「厚生年金保険業態別規模別適用状況調」 「雇用保険事業年報」より国土交通省にて作成

適用事業所数・被保険者数の推移（厚生年金保険、雇用保険）

○ 厚生年金保険及び雇用保険の適用状況に関して、平成２３年を１００とした場合の適用事業所数・被保険者数の推移
は、両保険について増加している。
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【法定福利費が内訳明示された見積書の提示に係る下請負人への働きかけ】

○ 元請負人が下請負人に対し、法定福利費が明示された見積書の提示を「全て」又は「一部」の下請契約で働きかけて
いるとの回答は合わせて３３．２％であり、昨年度から４．５ポイント増加した。

○ 働きかけていない理由としては、「必要な法定福利費相当額を契約金額に含めて支払っており、活用する必要がない
ため」が29．5％で最も多かった。

平成２７年度 下請取引実態調査の結果
H27.12
第5回推進協議会資料

11.6%
11.0%

20.8%
22.1%

17.3%
13.9%

34.9%
34.3%

19.0%
19.4%

8.7%
11.9%

10.3%
14.4%

9.6%
13.4%

10.8%
17.0%

9.7%
13.8%

1.5%
1.5%

1.3%
1.4%

0.5%
0.9%

0.9%
1.1%

1.3%
1.4%

38.3%
42.9%

46.2%
46.2%

39.6%
53.2%

43.6%
41.1%

42.7%
44.5%

39.9%
32.7%

21.4%
15.9%

33.0%
18.5%

9.9%
6.5%

27.4%
20.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H26
H27
H26
H27
H26
H27
H26
H27
H26
H27

1

2

3

4

5

全ての下請契約で提示するよう働きかけている

一部の下請契約では提示するよう働きかけている

以前は提示するよう働きかけていたが、現在は働きか
けていない

現在は働きかけていないが、今後締結する下請契約で
は働きかけていくことを検討している

働きかける予定はない

大臣・特定

大臣・一般

知事・特定

知事・一般

全体

21.8%

15.2%

29.5%

6.5%
16.6%

20.6%

3.9%

21.0%
19.1%

44.2%

4.9%

23.8%

11.8% 8.3%

25.1%

13.3%

24.1%

6.7%

24.6%
23.1%

5.6%

18.9% 15.8%

35.2%

6.0%

17.9% 15.2%

3.7%

24.7%

13.8%
20.5%

7.3% 13.1%

28.1%

2.8%

0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%

注
文
者
か
ら
法
定

福
利
費
を
受
け

取
っ
て
い
な
い
工

事
が
あ
る
た
め

所
属
す
る
建
設
業

団
体
か
ら
法
定
福

利
費
を
内
訳
明
示

し
た
見
積
書
に
関

す
る
取
扱
ル
ー
ル

が
周
知
さ
れ
て
い

な
い
た
め

必
要
な
法
定
福
利

費
相
当
額
を
契
約

金
額
に
含
め
て
支

払
っ
て
お
り
、
活

用
す
る
必
要
が
な

い
た
め

こ
れ
ま
で
の
見
積

と
比
較
し
て
高
額

に
な
る
た
め

提
示
す
る
よ
う
働

き
か
け
て
も
、
下

請
負
人
に
お
い
て

作
成
す
る
こ
と
が

困
難
で
あ
る
と
考

え
た
た
め

そ
も
そ
も
法
定
福

利
費
が
内
訳
明
示

し
た
見
積
書
の
こ

と
を
知
ら
な
い

そ
の
他

全体

大臣特定

大臣一般

知事特定

知事一般

【法定福利費が内訳明示された見積書の提示を働きかけていない理由】

11



12.8%
12.5%
15.5%
16.1%

14.3%
12.9%

21.0%
21.9%

14.9%
15.1%

14.2%
16.4%

17.2%
21.7%

17.0%
28.5%

24.8%
32.8%

16.7%
20.8%

4.1%
4.7%

6.0%
5.8%

4.9%
2.8%

6.9%
4.7%

5.2%
5.2%

68.9%
66.4%

61.3%
56.4%

63.7%
55.8%

47.2%
40.6%

63.2%
59.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H26
H27
H26
H27
H26
H27
H26
H27
H26
H27

1

2

3

4

全ての工事で提出している

一部の工事で提出している

提出していない
（法定福利費が内訳明示された見積書は作成済み）

提出していない
（法定福利費が内訳明示された見積書を未作成）

大臣・特定

大臣・一般

知事・特定

知事・一般

全体

【下請負人の法定福利費が内訳明示された見積書（標準見積書）の活用状況】

【下請負人が標準見積書を提出しない理由】

○ 法定福利費が内訳明示された見積書の活用状況については、「全て」又は「一部」の工事で提出しているとの回答は合
わせて３５．９％で、昨年度から４．３ポイント増加した。

○ 提出しない理由としては、「注文者が提出を求めてこなかった」（４３．０％）との回答が最も多かった。また、知事一般建
設業者に関しては、「そもそも法定福利費を内訳明示した見積書のことを知らない」（３９．６％）が最も多かった。

平成２７年度 下請取引実態調査の結果
H27.12
第5回推進協議会資料
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平成２７年度 下請取引実態調査の結果

○ 健康保険、年金保険、雇用保険の３保険の加入状況については、全て昨年度より改善した。

○ 全ての許可区分別において、加入率が９０％を超え、各保険とも加入状況の改善が進んでいる。

健康保険の加入状況 年金保険の加入状況 雇用保険の加入状況
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平成２７年度 下請取引実態調査の結果

【未加入企業の今後の社会保険等への加入意向】

【今後加入する理由】

【今後も加入しない理由】

○ ３保険のいずれかで未加入と回答した企業のうち、「今後加入する」と回答した企業は５２．１％で昨年度より増加。

○ 今後加入する理由としては、「①許可行政庁から指導を受けたから」（２５．７％）、「④未加入だと元請負人から工事を受注でき
ないから」（２４．０％）が多かった。

○ 今後も加入しない理由としては、「⑬自社には加入させるべき技能労働者がいない」（３８．０％）、「⑨経営の先行きが不透明で
経費増となる加入に踏み切れない」（２４．３％）が多かった。
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②公共工事において、請け負った金額が低く、法定福利費が捻出できない。

③民間工事の発注者や元請負人が、法定福利相当額を含む契約額の引き上げに応じてくれない。

④民間工事において、請け負った金額が低く、法定福利費が捻出できない。

⑤受注者の立場では、発注者や元請人に対し、法定福利費を求めづらい。

⑥赤字補填や運転資金に充当する必要があり、社会保険等に加入する余裕がない。

⑦建設機械の購入など他の用途に充当したい。

⑧他社との競争上、法定福利費を負担することができない。

⑨経営の先行きが不透明で経費増となる加入に踏み切れない。
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

平成２８年度の社会保険未加入対策の強化

資料２



建設業における社会保険未加入対策（今までの主な取組）

関係者を挙げて社会保険未加入問題への対策を進めることで、

○ 技能労働者の処遇の向上、建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保
○ 法定福利費を適正に負担する企業による公平で健全な競争環境の構築 を実現する必要がある

実施後５年（平成２９年度）を目途に、企業単位では許可業者の加入率１００％、労働者単位では製造業相当
の加入状況を目指す

中央建設業審議会 「建設産業における社会保険加入の徹底について（提言） 」 （平成２４年３月）

目 標

○ 社会保険未加入対策推進協議会の設置 （H24.5～）
・建設業関係団体等８４団体、学識経験者、行政（国交省、厚

労省）により構成
・社会保険未加入対策の取組について共有、周知

１．行政・元請・下請一体となった保険加入の推進

○ 経営事項審査における減点幅の拡大 （H24.7～）
・雇用保険、健康保険、厚生年金保険に未加入の場合の減点幅
を拡大

○ 許可更新時等の確認・指導 （H24.11～）
・許可更新・経審・立入検査時に保険加入状況を確認・指導
・立入検査時には元請企業の下請企業への指導状況も確認
・指導に従わず未加入の企業は保険担当部局に通報

２．行政によるチェック・指導

○ 下請指導ガイドライン（課長通知） （H24.11～）
・元請企業は、施工体制台帳・再下請通知書・作業員名簿等に

より下請企業や作業員の保険加入状況を確認・指導
・遅くとも平成２９年度以降は、

①未加入企業を下請企業に選定しない
②適切な保険に未加入の作業員は特段の理由が無い限り現
場入場を認めない

との取扱いとすべき

４．元請企業による下請企業への指導

○ 直轄工事の予定価格への反映 （H24.4～）
・事業主負担分及び本人負担分について、必要な法定福利費を
予定価格に反映

○ 法定福利費を内訳明示した見積書の活用 （H25.9～）
・各専門工事業団体毎に、法定福利費を内訳明示した「標準見
積書」を作成

・下請企業から元請企業への標準見積書等の提出を一斉に開始
・標準見積書等の提出を元請企業から下請企業に対する見積条
件に明示することを申し合わせ（H27.1～）

５．法定福利費の確保

○ 直轄工事における対策 （H26.8～段階的に実施）
・元請企業及び一次下請企業を社会保険等加入企業に限定
・二次以下の下請企業についても未加入企業の通報・加入指導

を実施

３．直轄工事における対策

1



平成２９年度の目標達成に向けた今後の取組方針

１．社会保険加入に向けた対策の強化 ２．法定福利費の確保

○ 法定福利費を内訳明示した見積書の活用徹底

・立入検査による見積書の活用徹底

・再下請負の場合についても見積書の活用を徹底（下請指
導ガイドラインの改訂）

○ 見積書に関する周知・啓発の徹底

・ ２次以下の下請企業を対象に見積書の作成方法に関す
る研修会を全国で開催

・小規模事業者にも使いやすいよう、法定福利費を内訳明
示した見積書の作成手順を充実（簡易版の作成等）

○ 一人親方等の雇用と請負の明確化の徹底

・施工体制台帳や作業員名簿等において雇用と請負を明
確化し、適切な保険への加入を徹底

○ 未加入の労働者の扱いについて明確化

・特段の理由が無い限り現場入場を認めない取扱いとす
べき社会保険等未加入の作業員について、工事の施工
への影響を踏まえつつ、限定的に明確化

３．加入すべき対象の明確化

○ 相談体制の充実

・全国社会保険労務士会連合会との連携強化

①各都道府県単位での相談窓口の設置
②国交省による説明会とタイアップした相談会の開催 等

・ Ｑ＆Ａの充実及び本省、地方整備局等における対応強化

○ 周知・啓発の徹底

・就労形態等に応じ加入すべき適切な保険について周知

・社会保険未加入対策に係る説明会を全国で開催

４．相談体制の充実、周知・啓発

○ 元請企業による加入指導の強化

・社会保険加入について元請企業の下請企業に対する指
導責任の強化を検討

○ 公共工事における社会保険未加入企業の排除

・直轄工事において、二次下請以下の対策を検討

・地方公共団体の発注工事においても、未加入企業の排
除を図ることを、入札契約適正化法に基づき要請

○ 未加入の建設業許可業者の「見える化」

・ 「建設業者等企業情報検索システム」に社会保険の加入
状況に関する情報を追加

2



○ 公共工事における社会保険未加入業者の排除

① 直轄工事

建設業許可部局への通報に加え、二次下請以下の未加入業者に対する対策を検討

② 地方公共団体発注の工事

地方公共団体に対し、自らが発注する工事において、競争参加資格審査等による元請業者からの排
除のほか、未加入業者との下請契約締結の禁止や許可行政庁等への通報等、必要な措置を講じ、下
請業者も含めて排除を図るよう、入札契約適正化法に基づき要請

平成２８年度 建設業の社会保険未加入対策について（案）

１．社会保険加入に向けた対策の強化

Ｈ２８年６月頃

○ 未加入の建設業許可業者の「見える化」

国土交通省ホームページで一般に公開している「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」に、
企業毎の社会保険の加入状況に関する情報を追加する

Ｈ２９年度～
※準備が整い次第

○ 元請企業による加入指導の強化

労働者単位を含めた社会保険の加入について、元請企業から下請企業に対する指導責任の強化を
検討

Ｈ２９年４月～

Ｈ２９年４月～
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（参考） 検索システム ～社会保険等加入状況の表示イメージ～

検索条件を入力してクリック

保険の加入状況
健康 年金 雇用

－ － ○

※保険の加入状況の表示は以下の通りです。
「○」･･･加入又は適用除外
「－」・・・確認中

国土交通大臣許可 第1234567号

国土交通建設（株）

国土 太郎

〒100-8918
東京都千代田区霞が関2-1-3

03-5253-8111
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（参考）入札契約適正化法等に基づく実施状況調査の結果について

① 公共工事の元請業者を社会保険等加入業
者に限定する取組について（複数回答可）

② 公共工事の下請業者から社会保険等未加入業者
を排除する取組について（複数回答可）

社会保険等未加入業者対策について

出典：入札契約適正化法等に基づく実施状況調査（平成27年調査）（国交省、総務省、財務省）
※ 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」（入札契約適正化法）に基づき、公共工事の発注者による入札契約の適正化の

取組状況について、毎年度１回調査
※調査対象機関： 国（19機関）、特殊法人等（125法人）、地方公共団体（47都道府県、20指定都市、1721市区町村）
※調査対象時点： 平成27年3月31日現在
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２．法定福利費の確保

平成２８年度 建設業の社会保険未加入対策について（案）

○ 法定福利費を内訳明示した見積書の活用徹底

① 立入検査による見積書の活用徹底

許可部局による立入検査で、法定福利費を内訳明示した見積書の活用について、元請からの下請へ
の働きかけや下請から提出された見積書の尊重などの状況を確認し、必要に応じ指導

② 社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインの改訂

再下請負の場合でも元請・一次下請間と同様に、法定福利費を内訳明示した見積書の提出を見積条
件に明示すること、法定福利費を請負金額に適切に反映することを明確化

Ｈ２８年６月頃～

○ 見積書に関する周知・啓発の徹底

① 法定福利費の見積りに関する研修会の開催

２次以下の下請け企業を対象に法定福利費を内訳明示した見積書の作成方法に関する研修会を全
国で開催

② 「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順」の周知徹底

小規模事業者にも使いやすいよう、法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順を充実（簡易版の
作成等）

Ｈ２８年７月頃～

Ｈ２８年７月頃～

Ｈ２８年６月頃

6



① 法定福利費を内訳明示した見積書の扱いについて、再下請負の場合でも元請・１
次下請間と同様に取り扱うよう、改訂

法定福利費を内訳明示した見積書の活用の徹底（下請指導ガイドラインの改訂）

② 法定福利費を内訳明示した見積書の扱いについて、建設業法第２０条第１項に規
定する見積に該当することを明確化するため、改訂

⇒ 次項以降参照

建設業法 （昭和２４年法律第１００号）（抄）
（建設工事の見積り等）

第二十条 建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとに材料費、労務費
その他の経費の内訳を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。

２・３ （略）

○ 法定福利費の確保のためには、法定福利費を内訳明示した見積書の更なる活用徹底が不可欠。
元請・一次下請間では一定の普及が見られるものの、特に再下請負の場合の普及促進が課題。

○ このため、下請指導ガイドラインを改訂し、見積書の位置づけを明確化する。
※パブリックコメントを実施後、６月中に改訂予定。
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社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン 新旧対照表（案）
現 行 改 訂

第２ 元請企業の役割と責任
（８）法定福利費の適正な確保

建設産業においては、専門工事業団体等が作成した標準見積書の
活用等による法定福利費相当額を内訳明示した見積書を下請企業か
ら元請企業に提出する取組が行われているところであり、これを提
出する環境づくりが必要である。

そもそも、社会保険の保険料は、建設業者が義務的に負担しなけ
ればならない法定福利費であり、建設業法（昭和２４年法律第１０
０号）第１９条の３に規定する「通常必要と認められる原価」に含
まれるものである。

このため、元請負人及び下請負人は見積時から法定福利費を必要
経費として適正に確保する必要がある。

その上で、元請負人は、標準見積書の活用等による法定福利費相
当額を内訳明示した見積書を提出するよう下請負人に働きかけると
ともに、提出された見積書を尊重して下請負契約を締結しなければ
ならない。

具体的には、元請負人は、社会保険の保険料が建設業者が義務的
に負担しなければならない経費であり、上記「通常必要と認められ
る原価」に含まれるものであることを踏まえ、下請負人が自ら負担
しなければならない法定福利費を適正に見積り、元請負人に提示で
きるよう、見積条件の提示の際、適正な法定福利費を内訳明示した
見積書（特段の理由により、これを作成することが困難な場合にあ
っては、適正な法定福利費を含んだ見積書）を提出するよう明示し
なければならない。加えて、社会保険の加入に必要な法定福利費に
ついては、提出された見積書を尊重し、各々の対等な立場における
合意に基づいて請負金額に適切に反映することも必要である。

下請負人の見積書に法定福利費相当額が明示され又は含まれてい
るにもかかわらず、元請負人がこれを尊重せず、法定福利費相当額
を一方的に削減したり、労務費そのものや請負金額を構成する他の

第２ 元請企業の役割と責任
（８）法定福利費の適正な確保

社会保険の保険料は、建設業者が義務的に負担しなければならな
い法定福利費であり、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第１
９条の３に規定する「通常必要と認められる原価」に含まれるもの
である。

このため、元請負人及び下請負人は見積時から法定福利費を必要
経費として適正に確保する必要がある。

加えて、建設業法第２０条第１項において、建設業者は建設工事
の請負契約を締結するに際し、経費の内訳を明らかにして建設工事
の見積りを行うよう努めなければならないこととされている。この
ため、元請負人は、専門工事業団体等が作成した標準見積書の活用
等による法定福利費相当額を内訳明示した見積書を提出するよう下
請負人に働きかけるとともに、提出された見積書を尊重して下請負
契約を締結しなければならない。

具体的には、元請負人は、社会保険の保険料が建設業者が義務的
に負担しなければならない経費であり、上記「通常必要と認められ
る原価」に含まれるものであることを踏まえ、下請負人が自ら負担
しなければならない法定福利費を適正に見積り、元請負人に提示で
きるよう、見積条件の提示の際、適正な法定福利費を内訳明示した
見積書（特段の理由により、これを作成することが困難な場合にあ
っては、適正な法定福利費を含んだ見積書）を提出するよう明示し
なければならない。加えて、社会保険の加入に必要な法定福利費に
ついては、提出された見積書を尊重し、各々の対等な立場における
合意に基づいて請負金額に適切に反映することも必要である。

下請負人の見積書に法定福利費相当額が明示され又は含まれてい
るにもかかわらず、元請負人がこれを尊重せず、法定福利費相当額
を一方的に削減したり、労務費そのものや請負金額を構成する他の8



社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン 新旧対照表（案）
現 行 改 訂

費用（材料費、労務費、その他経費など）で減額調整を行うなど、実
質的に法定福利費相当額を賄うことができない金額で建設工事の請負
契約を締結し、その結果「通常必要と認められる原価」に満たない金
額となる場合には、当該元請下請間の取引依存度等によっては、建設
業法第１９条の３の不当に低い請負代金の禁止に違反するおそれがあ
るので、これを厳に慎むこと。

第３ 下請企業の役割と責任

社会保険に関する法令に基づいて従業員の社会保険への加入義務を
負っているのは雇用主である。そのため、社会保険加入を徹底するた
めには、建設労働者を雇用する者、特に下請企業自らがその責任を果
たすことが必要不可欠である。
具体的には、次の責任を果たすべきである。

ア 下請企業はその雇用する労働者の社会保険加入手続を適切に行う
こと。建設労働者について、労働者である社員と請負関係にある者
の二者を明確に区別した上で、労働者である社員についての保険加
入手続を適切に行うことが必要である。また、施工体制台帳、再下
請負通知書及び作業員名簿については、下請負人と建設労働者との
関係を正しく認識した上で記載すること。事業主が労務関係諸経費
の削減を意図して、これまで雇用関係にあった労働者を対象に個人
事業主として請負契約を結ぶことは、たとえ請負契約の形式であっ
ても実態が雇用労働者であれば、偽装請負として職業安定法（昭和
２２年法律第１４１号）等の労働関係法令に抵触するおそれがある
。
労働者であるかどうかは、

・仕事の依頼、業務に従事すべき旨の指示等に対する諾否の自由の
有無
・業務遂行上の指揮監督の有無
・勤務時間の拘束性の有無
・本人の代替性の有無
・報酬の労務対償性

費用（材料費、労務費、その他経費など）で減額調整を行うなど、実
質的に法定福利費相当額を賄うことができない金額で建設工事の請負
契約を締結し、その結果「通常必要と認められる原価」に満たない金
額となる場合には、当該元請下請間の取引依存度等によっては、建設
業法第１９条の３の不当に低い請負代金の禁止に違反するおそれがあ
るので、これを厳に慎むこと。

第３ 下請企業の役割と責任
（１）総論

社会保険に関する法令に基づいて従業員の社会保険への加入義務を
負っているのは雇用主である。そのため、社会保険加入を徹底するた
めには、建設労働者を雇用する者、特に下請企業自らがその責任を果
たすことが必要不可欠である。
（２）雇用する労働者の適切な社会保険への加入

下請企業はその雇用する労働者の社会保険加入手続を適切に行う
こと。建設労働者について、労働者である社員と請負関係にある者
の二者を明確に区別した上で、労働者である社員についての保険加
入手続を適切に行うことが必要である。また、施工体制台帳、再下
請負通知書及び作業員名簿については、下請負人と建設労働者との
関係を正しく認識した上で記載すること。事業主が労務関係諸経費
の削減を意図して、これまで雇用関係にあった労働者を対象に個人
事業主として請負契約を結ぶことは、たとえ請負契約の形式であっ
ても実態が雇用労働者であれば、偽装請負として職業安定法（昭和
２２年法律第１４１号）等の労働関係法令に抵触するおそれがある
。
労働者であるかどうかは、

・仕事の依頼、業務に従事すべき旨の指示等に対する諾否の自由の
有無
・業務遂行上の指揮監督の有無
・勤務時間の拘束性の有無
・本人の代替性の有無
・報酬の労務対償性 9



社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン 新旧対照表（案）
現 行 改 訂

をはじめ関連する諸要素を勘案して総合的に判断されるべきもので
あるが、保険未加入対策の推進を契機に、従来の慣行が適正なもの
かどうか見直しを行うこと。

その際には、期間の定めのない労働契約による正社員、工期に合
わせた期間の定めのある労働契約による契約社員とすることもあり
得るものであり、その実情に応じて建設労働者の処遇が適切に図ら
れるようにすること。

イ 元請企業が行う指導に協力すること。この協力は、元請企業が行
う指導の相手方として指導に沿った対応をとることにとどまらず、
元請企業の指導が建設工事の施工に携わるすべての下請企業に行き
渡るよう、元請企業による指導の足りないところを指摘、補完し、
もしくはこれを分担することや、再下請企業が雇用する各作業員の
保険加入状況を確認し、自社の雇用者も含めてその真正性の確保に
向けた措置を講ずるよう努めること、それらの状況について元請企
業に情報提供することなども含まれる。

規則第１４条の４の規定の改正を受けた再下請通知書については
、別紙１の作成例を参考とし、適正な施工体制を確保すること。

なお、作業員名簿に記載する被保険者番号等は個人情報の保護に
関する法律第２条第１項に規定する個人情報に該当することから、
同法及び「国土交通省所管分野における個人情報保護に関するガイ
ドライン」に留意し、適切に取り扱うことが必要である。特に、作
業員名簿の元請企業への提出に当たっては、利用目的（保険加入状
況を元請企業に確認させること）を示した上で、あらかじめ作業員
の同意を得ることが必要となることに留意すること。

ウ 建設労働者の社会保険への加入促進を図るためには、建設労働者
を直接雇用する下請企業が法定福利費を適切に確保する必要がある
。そのため、下請企業は自ら負担しなければならない法定福利費を
適正に見積り、標準見積書の活用等により法定福利費相当額を内訳
明示した見積書を注文者に提出し、雇用する建設労働者が社会保険
に加入するために必要な法定福利費を確保すること。

をはじめ関連する諸要素を勘案して総合的に判断されるべきもので
あるが、保険未加入対策の推進を契機に、従来の慣行が適正なもの
かどうか見直しを行うこと。

その際には、期間の定めのない労働契約による正社員、工期に合
わせた期間の定めのある労働契約による契約社員とすることもあり
得るものであり、その実情に応じて建設労働者の処遇が適切に図ら
れるようにすること。

（３）元請企業が行う指導への協力

元請企業が行う指導に協力すること。この協力は、元請企業が行
う指導の相手方として指導に沿った対応をとることにとどまらず、
元請企業の指導が建設工事の施工に携わるすべての下請企業に行き
渡るよう、元請企業による指導の足りないところを指摘、補完し、
もしくはこれを分担することや、再下請企業が雇用する各作業員の
保険加入状況を確認し、自社の雇用者も含めてその真正性の確保に
向けた措置を講ずるよう努めること、それらの状況について元請企
業に情報提供することなども含まれる。

規則第１４条の４の規定の改正を受けた再下請通知書については
、別紙１の作成例を参考とし、適正な施工体制を確保すること。

なお、作業員名簿に記載する被保険者番号等は個人情報の保護に
関する法律第２条第１項に規定する個人情報に該当することから、
同法及び「国土交通省所管分野における個人情報保護に関するガイ
ドライン」に留意し、適切に取り扱うことが必要である。特に、作
業員名簿の元請企業への提出に当たっては、利用目的（保険加入状
況を元請企業に確認させること）を示した上で、あらかじめ作業員
の同意を得ることが必要となることに留意すること。

（４）雇用する労働者に係る法定福利費の適正な確保

建設労働者を直接雇用する下請企業は、雇用する労働者に係る法
定福利費を適切に確保する必要がある。また、建設業者は、建設業
法第２０条第１項において、建設工事の経費の内訳を明らかにして
見積りを行うよう努めなければならないこととされている。このた
め、下請企業は自ら負担しなければならない法定福利費を適正に見
積り、標準見積書の活用等により法定福利費相当額を内訳明示した10



社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン 新旧対照表（案）
現 行 改 訂

エ 請け負った建設工事を他の建設業を営むものに再下請負させた場
合には、第２（８）と同様に再下請負人の法定福利費を適正に確保
するよう努めること。

具体的には、社会保険の保険料は建設業者が義務的に負担しなけ
ればならない経費であり、建設業法第１９条の３に規定する「通常
必要と認められる原価」に含まれるものであることを踏まえ、再下
請負人が自ら負担しなければならない法定福利費を適正に見積ると
ともに提出する見積書に明示できるよう、見積条件の提示の際、適
正な法定福利費を内訳明示した見積書（特段の理由により、これを
作成することが困難な場合にあっては、適正な法定福利費を含んだ
見積書）を提出するよう明示することが望ましい。その際、社会保
険の加入に必要な法定福利費については、提出された見積書を尊重
し、各々の対等な立場における合意に基づいて請負金額に適切に反
映することも求められる。

見積書を注文者に提出し、雇用する建設労働者が社会保険に加入す
るために必要な法定福利費を確保すること。

（５）再下請負に係る適正な法定福利費の確保

下請企業が請け負った建設工事を他の建設業を営むものに再下請
負させた場合には、当該下請企業（以下この節では「元請負人」と
いう。）は、第２（８）と同様に、再下請負人の法定福利費を適正
に確保する必要があり、標準見積書の活用等による法定福利費相当
額を内訳明示した見積書を提出するよう再下請負人に働きかけると
ともに、提出された見積書を尊重して再下請負契約を締結しなけれ
ばならない。

具体的には、元請負人は、社会保険の保険料は建設業者が義務的
に負担しなければならない経費であり、建設業法第１９条の３に規
定する「通常必要と認められる原価」に含まれるものであることを
踏まえ、再下請負人が自ら負担しなければならない法定福利費を適
正に見積るとともに提出する見積書に明示できるよう、見積条件の
提示の際、適正な法定福利費を内訳明示した見積書（特段の理由に
より、これを作成することが困難な場合にあっては、適正な法定福
利費を含んだ見積書）を提出するよう明示しなければならない。そ
の際、社会保険の加入に必要な法定福利費については、提出された
見積書を尊重し、各々の対等な立場における合意に基づいて請負金
額に適切に反映することも必要である。

再下請負人の見積書に法定福利費相当額が明示され又は含まれて
いるにもかかわらず、元請負人がこれを尊重せず、法定福利費相当
額を一方的に削減したり、労務費そのものや請負金額を構成する他
の費用（材料費、労務費、その他経費など）で減額調整を行うなど
、実質的に法定福利費相当額を賄うことができない金額で建設工事
の請負契約を締結し、その結果「通常必要と認められる原価」に満
たない金額となる場合には、当該元請下請間の取引依存度等によっ
ては、建設業法第１９条の３の不当に低い請負代金の禁止に違反す
るおそれがあるので、これを厳に慎むこと。
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法定福利費の見積りに関する研修会について

日 付 場 所 参加者数

１０月２３日 広島市 広島YMCA ４４名

１０月２９日 福岡市 福岡商工会議所 １１２名

１１月１３日 仙台市 フォレスト仙台 ８４名

１１月１６日 東京都 浜離宮建設プラザ １７０名

１１月１９日 高松市 高松商工会議所 ５５名

１２月 １日 新潟市 新潟県建設会館 ７４名

１２月 ４日 大阪市 エルおおさか １６３名

１２月 ７日 名古屋市 愛知建設業会館 ９０名

１２月１０日 札幌市 道民活動センター ７８名

１２月１８日 那覇市 沖縄産業支援センター ７５名

・ 平成２７年１０～１２月に全国１０箇所（各地方整備局のブロック毎に１箇所）にて主に専門工事業者を対象とした建設業会計・
経理実務等の研修会を開催し、計約１,０００名が参加。

【主な内容】 ①いまなぜ社会保険への加入が求められているのか ②社会保険加入と元請・下請企業の役割と責任
③未加入業者や労働者は現場に入れなくなるのか ④法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順等

（参考）昨年度の開催実績

課題

・ ２次以下の下請企業における見積書の
活用促進の必要性

・見積りの方法に関する理解が不足してい
ることが課題の一つ

セミナーの開催

・ ２次以下の下請企業を対象としてセミナーを開催
・ 法定福利費に関する考え方や算出方法等の基本的内容の習得と、

法定福利費を内訳明示した見積書の作成能力向上に役立てて頂くた
め、建設業会計・経理実務等の研修会を実施。

12



（参考）｢法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順｣について

①専門工事業団体等が作成した標準見積書の活用等に
より、法定福利費相当額を内訳明示した見積書を作成
する

②下請企業が自ら負担しなければならない法定福利費を
適正に見積り、法定福利費相当額を内訳明示した見積
書を作成する

国交省HP（社会保険未加入対策ﾍﾟｰｼﾞ）に掲載された各専門工
事業団体の標準見積書等を活用し、見積書を作成

「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順」等を参考に見
積書を作成

法定福利費を内訳明示した見積書の作成（平成27年5月）

標準見積書作成手順

〔基本的な法定福利費算出方法〕

＝ 労務費総額 × 法定保険料率

〔その他の法定福利費算出方法〕

＝ 工事費 × 工事費あたりの平均的な法定福利費の割合

＝ 工事数量 × 数量あたりの平均的な法定福利費の割合

◇◇◇株式会社　殿
住所　××

○○　株式会社

見積金額 L （消費税込）

（内訳）

数量 単価 金額

○○○工事 材料費 A

労務費 Ｂ

経費（法定福利費を除く） C

小計 D=A+B+C

法定福利費

法定福利費事業主負担額 対象金額 金額

雇用保険料 B E・・・B×p

健康保険料 B F・・・B×q

介護保険料 B G・・・B×r

厚生年金保険料
(児童手当拠出金含む）

B H・・・B×s

合計 B I・・・B×t I

J=D+I

K=J×8%

L=J+K

　消費税等

　合計

御見積書（例）

項目 歩掛

料率

　小計

p

t

s

r

q

事業主負担分の法定福利費は

別に計上するので、経費から

除いておく。

事業主負担分以外の法定福利

費を含める場合は、その旨明

記し、工事の労務費から当該

金額を控除しておく。

介護保険の加入率を加味した

保険料率を設定する。 事業主負担分の法定福利費を

明示する。

法定福利費も消費税の対象に

なる。
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○ 雇用と請負の明確化の徹底

各作業員が就労形態に応じて加入するべき保険を明確化するため、以下の点について周知を徹底

・ 下請企業は、労働者である社員と請負関係にある者を明確に区分したうえで再下請負通知書及び作
業員名簿を作成するとともに、労働者である社員については保険加入を適切に行うこと、

・ 元請企業は、作業員名簿に記載された作業員が労働者である社員か請負関係にある者かに疑義が
ある場合には、下請企業に確認を求めたうえで、作業員が適切な保険に加入していることを確認する
こと

○ 一人親方の労働者性・事業者性の判断基準の周知徹底

○ 未加入の労働者の扱いについて明確化 （下請指導ガイドラインの解釈の明確化）

特段の理由が無い限り現場入場を認めない取扱いとすべき保険未加入の作業員について、工事の施
工への影響を踏まえつつ、限定的に明確化

３．加入すべき対象の明確化

平成２８年度 建設業の社会保険未加入対策について（案）

Ｈ２８年６月頃

Ｈ２８年６月頃

Ｈ２８年６月頃

14



労働者である社員と請負関係になる者を明確に区分

（Ａ） 労働者である社員： 従業員５人未満の個人事業主に雇用される者（健康保険、厚生年金
保険の場合）、その他法令上の適用除外に該当する者を除き、
雇用保険、健康保険、厚生年金保険への加入が必要

（Ｂ） 請負関係である者： 個人で国民健康保険、国民年金に加入

雇用と請負の明確化の徹底

各労働者が就労形態に応じて入るべき保険を明確化するため、以下の方針を徹底する。
① 労働者である社員と請負関係にある者を明確に区分したうえで、
② 労働者である社員については保険加入を適切に行うこと、
③ 施工体制台帳、作業員名簿において、①の関係を適切に反映されること

（参考） 「社会保険加入に関する下請指導ガイドライン」（抄）

下請企業はその雇用する労働者の社会保険加入手続を適切に行うこと。建設労働者について、労働者である社員と請負関
係にある者の二者を明確に区分した上で、労働者である社員についての保険加入手続を適切に行うことが必要である。また、
施工体制台帳、再下請負通知書及び作業員名簿については、下請負人と建設労働者との関係を正しく認識した上で記載する
こと。事業主が労務関係諸経費の削減を意図して、これまで雇用関係にあった労働者を対象に個人事業主として請負契約を
結ぶことは、たとえ請負契約の形式であっても実態が雇用労働者であれば、偽装請負として職業安定法等の労働関係法令に
抵触するおそれがある。
（中略）保険未加入対策の推進を契機に、従来の慣行が適正なものかどうか見直しを行うこと。
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雇用と請負の明確化の徹底

 （Ｂ）の請負関係にある者について、下請企業は、請負契約を締結し、再下請負通知書を作成

 元請企業は、作業員名簿に記載された作業員が労働者である社員か請負関係にある者か疑
義がある場合には、下請企業に確認を求めるなど、作業員が適切な保険に加入しているか確
認する

 下請企業に確認を求める場合には、必要に応じて「一人親方の働き方チェック」のチェックリス
トを活用する

①下請企業

②元請企業

 下請企業は、労働者である社員と請負関係にある者を明確に区分

 （Ａ）の労働者である社員について、下請企業は、適切な保険に加入させる

・ 雇用保険： 個人事業主を含め、労働者を一人でも雇用する場合は、適用除外に該当する場合を
除き、全て加入が必要

※日雇労働者については、自ら適切に「日雇雇用保険」に加入する必要がある

・ 健康保険、厚生年金保険： 適用事業所（常用労働者５人以上）に雇用される労働者は、適用除外
に該当する場合を除き、加入が必要

③請負関係にある者

 請負関係にある者は、自身で適切な保険（国民健康保険、国民年金）に加入する必要がある

16



一人親方の労働者性・事業者性の判断基準

一人親方の労働者性・事業者性の判断基準の周知徹底が必要

○ 労働者ではなく個人事業主である一人親方は、基本的に個人で国民年金や国民健康保険に加入する

○ しかし、形式が請負契約であっても、実態が労働者であれば労働者として社会保険に加入する必要がある
○ 社会保険料の支払いを免れるために、雇用関係にあった労働者と請負契約を結ぶことは関係法令に抵触す
るおそれ

社会保険加入に関する下請指導ガイドライン

事業主が社会保険料の削減を意図して、これまで雇用関係にあった労働者を対象に個人事業主として請負契約を結ぶこ
とは、たとえ請負契約の形式であっても実態が雇用労働者であれば、偽装請負として職業安定法（昭和２２年法律第１４１
号）等の労働関係法令に抵触するおそれがある。

たとえば、仕事を依頼されている会社から・・・
・仕事が早く終わった後、予定外の仕事を頼まれたとしても
断る⾃由がある
・毎⽇の仕事量や進め⽅などは⼀任されており、⾃分の裁量
で判断できる
・⼯事の出来⾼⾒合いで報酬が⽀払われる

事業主として、個⼈で社会保険（国⺠健康保険（組
合）、国⺠年⾦）に加⼊すればよい可能性が⾼いで
す。

たとえば仕事を依頼されている会社から・・・
・仕事が早く終わった後、予定外の仕事を頼まれたとしても
断る⾃由がない
・毎⽇、細かな指⽰、具体的な指⽰を受けて働く
・⼀⽇当たりの単価など働いた時間により報酬が⽀払われる

（⼀⼈親⽅）仕事を依頼されている会社の社会保険
に加⼊すべき場合があります！
（企業）⾃社の従業員として、社会保険に加⼊させ
なければならない場合があります。

請負としての働き⽅に近い「⼀⼈親⽅」 労働者としての働き⽅に近い「⼀⼈親⽅」1 2
「一人親方の労働者性の判断基準についてのリーフレット」より
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○ 周知・啓発の徹底

① 社会保険制度について周知・啓発

－ 就労形態等に応じて加入すべき適切な保険の判断基準に関する周知素材の充実・周知の徹底

② 地方キャラバンの開催

－ 建設業関係団体・企業や行政関係者に対し、社会保険等未加入対策に係る施策の周知及び意見
交換を行うため、全国１０カ所で説明会を開催

○ 相談体制の充実

① 全国社会保険労務士会連合会との連携の強化

－ 安全大会、安全衛生大会、総会等における講演、個別相談会の実施

－ 国土交通省による説明会とタイアップした個別相談会の実施

－ 都道府県単位での建設企業向けの社会保険等に関する相談窓口の設置

② 本省、地方整備局、建設業振興基金による既存の相談体制の強化

－ 寄せられた質問内容を定期的に集約し、新たな質問に回答を作成して関係者で共有

－ 問い合わせの多い質問については「社会保険未加入対策に関するＱ＆Ａ（よくある質問）」に追加し、
ホームページで周知

４．相談体制の充実、周知・啓発

平成２８年度 建設業の社会保険未加入対策について（案）

Ｈ２８年６月頃

Ｈ２８年６月頃～

Ｈ２８年６月頃～

Ｈ２８年７月頃～
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（参考）全国社会保険労務士会連合会への協力依頼

国 土 建 労 第 号

平成２８年５月 日

全国社会保険労務士会連合会会長 宛

国土交通省土地･建設産業局建設市場整備課長

建設業における社会保険等未加入対策の取組への協力依頼

建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保を図るとともに、事業者
間の公平で健全な競争環境の構築を進める上では、社会保険等の未加入
対策を進めることが特に重要であり、平成２９年度までに事業者単位で
は許可業者の加入率１００％、労働者単位では製造業相当の加入状況を
目指し、関係者が一体となって総合的な対策を進めているところです。

今般、目標年次まで残り1年を切り、社会保険等への加入徹底に向
けた取組を一層強化しているところですが、更なる加入を進めるた
めには、実際の社会保険加入手続等に関する専門的な相談を受け付
ける体制の整備も重要となります。

つきましては、建設産業における社会保険等加入の徹底の趣旨を是
非ご理解いただき、必要な対策の構築と適切な取組の実施に向け、
下記についてご協力賜りますようお願いいたします。

記

１．安全大会、安全衛生大会、総会等における講演、個別相談会の実
施

（１） 建設産業界の事業所等で開催している安全大会、安全衛生大
会、総会等において、社会保険等未加入対策（雇用管理改善等の労務
管理に関する内容を含む。）を講演テーマとして掲げる場合、４７都
道府県社会保険労務士会が選任する社会保険労務士が講師となり、当
該テーマの講演を行うことを、国土交通省より建設業関係団体に文書
で周知する。

19

（２） 建設産業界の事業所等からの依頼を受け、４７都道府県社会
保険労務士会が選任する社会保険労務士が講師となり、当該テーマの
講演を行う。

（３） 大会プログラム中あるいは終了後等で、社会保険等の加入、
雇用管理改善等、労務管理に関する個別相談会のブースを設置し、社
会保険労務士に対応していただく。

２．国土交通省とタイアップした個別相談会の実施

国土交通省（本省）が主催する社会保険等未加入対策に係る地方
キャラバン（全国１０ブロックで開催予定）、法定福利費を内訳
明示した見積書の作成方法に関する研修会（全国１０ブロックで
開催予定）の終了後、同日・同会場において、社会保険等の加入
に関する個別相談会のブースを設置し、社会保険労務士に対応し
ていただく。

３．建設企業向けの社会保険等に関する相談窓口の設置

（１） ４７都道府県社会保険労務士会が窓口となり、相談等があっ
た場合、各地域の社会保険労務士に対応していただく。

（２） 上記（１）について、国土交通省よりプレス発表し、建設業
関係団体に対して文書により周知するとともに、国土交通省が行う社
会保険未加入対策に関連する会議や説明会等においても周知する。

（３） 上記（１）に伴い、国土交通省が以下のような社会保険等へ
の加入に関する周知・啓発に関する文書等を作成する際に「都道府県
社会保険労務士会一覧」を掲載する。

・国土交通省より建設業界団体に対し、社会保険加入等を周知
する際の周知文の末尾

・社会保険加入促進に関するポスターやリーフレット等の下欄
等

以上
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（参考）社会保険の適用関係について①

強制適用労働者

就労属性は？ 加入不可※事業主
代表者・役員

適用除外
適用除外とな

る者

※本資料は社会保険の大まかな適用関係を整理したものです。詳しい適用関係については、お近くのハローワーク等にお問い合わせ下さい。

・強制適用となる者は、雇用保険の被保険者となります。

・ただし、労働者のうち、日々雇い入れられる者で、日雇雇用保険に加入する場合は、被保険者自らが届け出る必要があります。

○雇用保険

※ ただし、使用人兼務役員（例えば、取締役・
工事部長）について、使用人部分は加入可

適用除外となる
者以外

・ ６５歳に達した日以後新たに雇用される者
・ １週間の所定労働時間が２０時間未満である者
・ ３１日以上継続して雇用される見込みがない者
・ 大学や専修学校の学生・生徒等であって厚生労省令

に定める者 等
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（参考）社会保険の適用関係について②

適用事業所で働いて
いる人は？

○医療保険
※本資料は社会保険の大まかな適用関係を整理したものです。詳しい適用関係については、お近くの年金事務所等にお問い合わせ下さい。

常用労働者（適用除外
となる者以外）

法人代表者・役員
（常勤である者）

適用除外となる者

事業所の形態は？

適用事業所

個人事業主と、
その家族従業員

強制適用

適用除外

強制適用

適用除外

適用除外

・適用事業所に使用されるが適用除外となる者で、一定の条件を満たす者は、健康保険の日雇特例被保険者となります。

・強制適用となる者は、協会けんぽ、健康保険組合等の被保険者となります。

・強制適用となる者であっても、厚生労働大臣の承認を受けた場合は、健康保険の被保険者ではなく、国民健康保険組合の被保険者となることができます。

・生活保護を受給している者は国民健康保険の適用除外となります。

常時使用される者※が
５人未満の個人事業所

法人事業所もしくは
常時使用される者※

が５人以上の個人事業所

協会けんぽ等の

国民健康保険、国民健康
保険組合に個人で加入

適用事業所で
はない※

※事業所従業員の1/2以上の加入同意がある場合、
健康保険に任意加入することができる

※家族従事者を含まない（使用される者ではないため）。

※１日あるいは１週間の労働時間、及び、１ヶ月の勤務
日数が、一般社員の概ね４分の３未満である者

・ 臨時に使用される者であって、以下のいずれかに該当する者
ⅰ .日々雇い入れられる者（１ヶ月を超え、引き続き使用されるに至った場合を除

く）
ⅱ .２ヶ月以内の期間を定めて使用される者（２ヶ月を超え、引き続き使用されるに

至った場合を除く）
・ 事業所又は事務所で所在地が一定しない者に使用される者
・ 季節的業務に使用される者（継続して４ヶ月を超えて使用されるべき場合を除く）
・ 臨時的事業の事業所に使用される者（継続して６ヶ月を超えて使用されるべき場

合を除く）
・ 国民健康保険組合の事業所に使用される者
・ 後期高齢者医療の被保険者となる者
・ 厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者（健康保険の被

保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る。） 等

※家族従事者を含まない（使用される者ではないため）。

短時間労働者※
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（参考）社会保険の適用関係について③

※本資料は社会保険の大まかな適用関係を整理したものです。詳しい適用関係については、お近くの年金事務所等にお問い合わせ下さい。

・強制適用となる者は、厚生年金保険の被保険者となります。

○厚生年金保険

適用事業所で働いて
いる人は？

常用労働者（適用除外
となる者以外）

法人代表者・役員
（常勤である者）

適用除外となる者

事業所の形態は？

適用事業所

個人事業主と、
その家族従業員

強制適用

適用除外

強制適用

短時間労働者※ 適用除外

適用除外

常時使用される者が
５人未満の個人事業所

法人事業所もしくは
常時使用される者※

が５人以上の個人事業所

国民健康保険、国民健康
保険組合に個人で加入

適用事業所で
はない※

※事業所従業員の1/2以上の加入同意がある場合、
健康保険に任意加入することができる

※個人事業所にあっては、家族従事者を含まない
（使用される者ではないため）。

※１日あるいは１週間の労働時間、及び、１ヶ月の
勤務日数が、一般社員の概ね４分の３未満で
ある者

・ 臨時に使用される者であって、以下のいずれかに該当する者
ⅰ .日々雇い入れられる者（１ヶ月を超え、引き続き使用されるに至った

場合を除く）
ⅱ .２ヶ月以内の期間を定めて使用される者（２ヶ月を超え、引き続き

使用されるに至った場合を除く）
・ 事業所又は事務所で所在地が一定しない者に使用される者
・ 季節的業務に使用される者（継続して４ヶ月を超えて使用されるべき

場合を除く）
・ 臨時的事業の事業所に使用される者（継続して６ヶ月を超えて使用さ

れるべき場合を除く） 等
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（昨年度の開催実績）社会保険等未加入対策に係る地方キャラバンについて

平成２７年５月～８月に全国１０箇所（各地方整備局のブロック毎に１箇所）にて説明会を開催し、社会保険未加入対策に係る施策の
周知及び意見交換を実施した。建設業関係団体・企業や行政関係者等、約２,５００名が参加。

日付 場所
参加者数

業界 行政

５月２９日 北海道開発局 １５４名 ４６名

６月２２日 東北地方整備局 １７０名 ４６名

６月２５日 沖縄総合事務局 １４７名 ７２名

６月２９日 関東地方整備局 ４２６名 ２１９名

７月２日 中国地方整備局 １１８名 ７４名

７月６日 九州地方整備局 １２６名 ７１名

７月７日 北陸地方整備局 １２５名 ３５名

７月９日 中部地方整備局 １２０名 ８０名

７月１３日 四国地方整備局 １２５名 ４８名

８月１０日 近畿地方整備局 １５８名 ９７名

①社会保険等未加入対策の推進に関する最近の取組

②建設業許可行政庁による社会保険加入指導の前倒し

③国土交通省直轄工事における更なる社会保険等未加入対策

④建設業の人材確保・育成、安全対策 等

⑤（地方公共団体に対して、登録基幹技能者制度の総合評価
落札方式での活用を要請）

〇 下請も社会保険加入に関する意識が高まり、標準見

積書（法定福利費を内訳明示した見積書）の提出を

進めているので、元請はしっかりと法定福利費を流し

てもらいたい。

〇 行政庁の保険加入指導を徹底して、不公平な競争環

境をなくしてもらいたい。

２．当日の説明内容

１．実施概要

３．フロアからの声

23



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

今後のスケジュール

資料３



社会保険未加入対策の取組のスケジュール

平成28年度
6月頃

～

 公共工事における社会保険未加入企業の排除

✓地方公共団体の発注工事において未加入企業の排除を図ることを入契法
に基づき要請

 法定福利費を内訳明示した見積書の活用徹底
✓立入検査による見積書の活用徹底

✓再下請負についても活用徹底（下請指導ガイドラインの改訂）

 加入すべき対象の明確化、周知・啓発の徹底
✓未加入の労働者の扱いについて明確化
✓一人親方等の雇用と請負の明確化の徹底に向けた周知
✓就労形態に応じ加入すべき適切な保険について周知

 相談体制の強化
✓全国社会保険労務士会連合会との連携の強化
✓Ｑ＆Ａの充実等既存の相談体制の強化

7月頃
～

 法定福利費を内訳明示下見積書に関する周知・啓発
✓研修会の開催 ✓見積書の作成手順の充実（簡易版の作成等）

 社会保険未加入対策に係る説明会の全国での開催

平成29年度
4月
～

 元請企業の下請企業に対する指導責任の強化（検討中）

 公共工事における社会保険未加入企業の排除

✓直轄工事における２次以下の対策（検討中）

 「建設業者等企業情報検索システム」に加入状況の情報を追加（準備が整い次第）

目標年次到来を受け、目標の達成状況を評価
1



社会保険未加入対策の目標の検証スケジュール

①平成２９年４月頃
目標年次到来を受け、２８年度末時点で把握可能な数値で目標の達成状況（途中経
過）を検証

②平成２９年１１月以降
建設業許可更新時の加入指導一巡を受け、あらためて目標の達成状況を検証

「平成２９年度までに事業者単位では許可業者の１００％、労働者単位では少なくとも
製造業相当の加入状況を目指すべきである」 （平成２４年１月の中建審とりまとめ）

（１）企業別目標
○ 建設業許可更新時等の加入指導記録等から検証

※平成２４年１１月から許可更新時等の加入指導を開始したため、許可更新が一巡するのは平成２９年１０月末

（２）労働者別目標
○ 統計（厚生労働省「雇用保険事業年報」「厚生年金保険業態別規模別適用状況調」、

総務省「労働力調査」等）を用いて加入率を推計し、検証
※従業員４人以下の事業所（厚生年金、健康保険）に雇用される労働者や適用除外の労働者の数については

推計が必要
※データが公表されるまでに一定のタイムラグが生じる

目標

検証方法（案）

スケジュール（案）
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1 
 

法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順 

 
１．法定福利費を内訳明示した見積書とは 
 

 建設産業では、公平で健全な競争環境を構築するとともに、就労環境の改善による建設業

の持続的発展に必要な人材の確保を図るため、関係者を挙げて社会保険等未加入対策に取

り組んでいます。 

 社会保険等未加入対策を進めていく中では法定福利費の確保が重要ですが、これまでの

取引慣行では、トン単価や平米単価による見積が一般的で、法定福利費がどのように取り扱

われているのかが分かりにくい状況でした。 

 法定福利費を内訳明示した見積書（標準見積書）とは、下請企業が元請企業（直近上位の

注文者）に対して提出している見積書を従来の総額によるものではなく、その中に含まれる

法定福利費を内訳として明示したもので、これを活用することにより、社会保険等の加入に

必要な金額をしっかりと確保できるようにしていこうとするためのものです。 

 
２．内訳明示する法定福利費の算出方法 
 
（１）内訳明示する法定福利費の範囲 
 法定福利費（社会保険料）といった場合、健康保険料（介護保険料含む）、厚生年金保険

料（児童手当拠出金含む）、雇用保険料、労災保険料がありますが、見積書で内訳明示する

法定福利費は、原則として健康保険料（介護保険料含む）、厚生年金保険料（児童手当拠出

金含む）、雇用保険料のうち、現場労働者（技能労働者）の事業主（会社）負担分です。 

 
 
○ 内訳明示する法定福利費の範囲は、事業主負担分を基本としていますが、各社が個別に表中

の『×』の部分を内訳明示しても構いません。その場合、法定福利費として内訳明示している範

囲を明記する必要があります。（例えば、「法定福利費は、××保険料の本人負担分も含んで

おります。」など） 

雇用保険 労災保険

健康保険料 介護保険料 厚生年金保険料 児童手当拠出金
※ 雇用保険料 労災保険料

※

事業主
負担分 〇 〇 〇 〇 〇 ×

本人
負担分 × × × － × －

　　※　事業主が全額負担（本人負担分なし）

健康保険 厚生年金保険

標準見積書にて内訳明示の対象となる保険料等について

参考資料１ 
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（２）法定福利費の基本的な算出方法 

法定福利費＝労務費総額×法定保険料率 

 
 法定福利費は、通常、年間の賃金総額に各保険の保険料率を乗じて計算します。しかし、

各工事の見積りでは、労働者の年間賃金を把握することは不可能です。そのため、見積額に

計上した『労務費』を賃金とみなして、それに各保険の保険料率を乗じて算出する方法が一

般的です。  
 
（３）その他の算出方法 

法定福利費＝工事費×工事費当たりの平均的な法定福利費の割合 

法定福利費＝工事数量×数量当たりの平均的な法定福利費 

 
 法定福利費の算出方法としては、自社の施工実績に基づくデータ等を用いて工事費に含

まれる平均的な法定福利費の割合や工事の数量当たりの平均的な法定福利費をあらかじめ

算出した上で、個別工事ごとの法定福利費を簡便に算出することも考えられます。 
この方法は、その性質上、ある程度定型化した、工事費の増減又は数量の増減が労務費と

比例している工事について使用することが適当です。 
 
（４）適用する保険料率の考え方 

保険料率の種類 保険料率の入手先 備考 

健康保険料率 
・協会けんぽのウェブサイト 等 

（個別に健康保険組合に加入している場合は、 

別途組合に問合せ） 

（協会けんぽに加入の場合） 

都道府県単位の保険料率 

（介護保険料率） 
加入率（40～64 歳の被保険者割合）を

加味する 

厚生年金保険料率 

（児童手当拠出金） 

・日本年金機構のウェブサイト 等 

（厚生年金基金に加入している場合は、 

別途基金に問合せ） 

－ 

雇用保険料率 ・厚生労働省のウェブサイト 等 「建設の事業」の料率を用いる 

 
○健康保険の保険料率 
 健康保険及び介護保険の保険料率は、各社で加入している協会けんぽ（全国健康保険協会）

や健康保険組合の保険料率を用います。（協会けんぽの健康保険の保険料率は、都道府県単

位で定められています。） 
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 また、協会けんぽの介護保険の保険料率は、全国一律となっていますが、介護保険の対象

者は、基本的に 40 歳から 64 歳までの方のみですので、保険料率算定に当たっては、これ

を考慮する必要があります。しかし、介護保険の対象となる 40 歳以上の現場労働者の割合

を工事ごとに把握することは困難です。 
そのため、協会けんぽでの対象者・対象外の者の状況（被保険者全体に占める 40～64 歳

の割合）を勘案して設定する方法等が考えられます。 
 

（参考） 介護保険料の算定に使用する保険料率の考え方 

＝ 協会けんぽの介護保険料率 × 1/2（事業主負担） × 加入率（40～64 歳の被保険者割合*） 

*協会けんぽウェブサイトの被保険者数及び被扶養者の年齢構成割合より 

 
○厚生年金保険（児童手当拠出金含む）の保険料率 
 厚生年金保険の保険料率は、日本年金機構のウェブサイト等に記載されている保険料額

表を参照することにより入手できます。（厚生年金基金に加入している場合には、当該厚生

年金基金から保険料率を入手する必要があります。） 
 また、児童手当拠出金の料率は、日本年金機構のウェブサイト等に記載されているものを

用いてください。 
 
○雇用保険の保険料率 
 雇用保険料率は、事業の種類ごとに事業主負担分・労働者負担分の保険料率が定められて

いますので、その中の『建設の事業』の保険料を参考にしてください。保険料率は、厚生労

働省のウェブサイトから入手することが可能です。 
 
（５）健康保険、厚生年金保険の適用除外者であるものの取扱い 

常時使用する労働者が５人未満の個人事業所（支所）や一人親方などは、健康保険、厚生

年金保険に加入する義務のない、いわゆる『適用除外』となります。そのため、各保険の事

業主負担は発生しません。 

したがって、適用除外となっている現場作業員の法定福利費については、内訳明示する法

定福利費から除外する必要があります。 

実際には見積段階で適用除外となる作業員の方を把握することは、実務上、難しいと思い

ますので、見積段階では、全ての現場作業員の方の加入を前提として健康保険・厚生年金保

険に加入するための費用を内訳明示の対象としてください。その後、元請企業（直近上位の

注文者）と協議を行い、最終的な金額を決定していきます。 
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（６）法定福利費を内訳明示した見積書の作成例 

 
  

◇◇◇株式会社　殿
住所　××

○○　株式会社

見積金額 L （消費税込）

（内訳）

数量 単価 金額

○○○工事 材料費 A

労務費 Ｂ

経費（法定福利費を除く） C

小計 D=A+B+C

法定福利費

法定福利費事業主負担額 対象金額 金額

雇用保険料 B E・・・B×p

健康保険料 B F・・・B×q

介護保険料 B G・・・B×r

厚生年金保険料
(児童手当拠出金含む）

B H・・・B×s

合計 B I・・・B×t I

J=D+I

K=J×8%

L=J+K

　消費税等

　合計

御見積書（例）

項目 歩掛

料率

　小計

p

t

s

r

q

事業主負担分の法定福利費は

別に計上するので、経費から

除いておく。

事業主負担分以外の法定福利

費を含める場合は、その旨明

記し、工事の労務費から当該

金額を控除しておく。

介護保険の加入率を加味した

保険料率を設定する。 事業主負担分の法定福利費を

明示する。

法定福利費も消費税の対象に

なる。



5 
 

※ 標準見積書作成手順 
 
〔基本的な法定福利費算出方法の場合〕 ＝ 労務費総額 × 法定保険料率 

 
〔算出手順例〕 
１．労務費総額（Ｂ）を各個社・業界の実情に合わせた方法で算出。 
２．算出した労務費総額（Ｂ）に対して、法定で定められた保険料率を乗じて各保険の概算

保険料を算出（Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ）。 
※介護保険料については、事業主負担相当の保険料率（保険料率の 2 分の 1）に「被保

険者となる 40 歳以上 64 歳以下の割合（52.9％、協会けんぽ H25 年度の場合）」を

乗じた比率とする 
 【協会けんぽの場合】 

    介護保険料率の算式 ＝ 1.58％ × 1/2 × 52.9％ ＝  0.418％ (r) 
３．各保険の概算保険料を合計し、内訳明示する概算保険料総額を算出 

（Ｉ＝ Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ または Ｂ×ｔ） 
４．小計額（Ｊ）を算出。 
５．消費税（Ｋ）を算出。 
６．合計（Ｌ）を算出し、見積金額として計上。 
 
 
３．法定福利費を内訳明示した見積書に関するよくある質問 
 

Ｑ．法定福利費を内訳明示した見積書を作成する場合、所属する専門工事業団体等の作

成した見積書に沿って、法定福利費を算出しなければならないのでしょうか？ 

Ａ．内訳明示する法定福利費の額は、本来、各建設業者が個別工事ごとに自社の施工実績等

に基づいて算定するものですので、必ずしも所属する専門工事業団体等の作成した見

積書に沿って、法定福利費を算出する必要はありません。各専門工事業団体が作成した

標準見積書は、各団体に所属する建設業者等が法定福利費の算定を行おうとする際の

参考にしていただくためのものです。 
 

Ｑ．法定福利費を内訳明示した見積書を作成する場合、所属する専門工事業団体等の作

成した見積書の様式を使用しなければならないのでしょうか？ 

Ａ．法定福利費を内訳明示した見積書の活用は、必要な法定福利費を確保することを目的と

していますので、法定福利費の内訳が明示されていれば、自社または注文者から指定さ

れた様式でも構いません。各専門工事業団体が作成した標準見積書は、各団体に所属す

る建設業者等が作成する際の参考にしていただくためのものです。 
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Ｑ．法定福利費も消費税の対象となるのでしょうか？ 

Ａ．対象となります。 

 

Ｑ．法定福利費を内訳明示した見積書の作成は、法律上の義務なのでしょうか？ 

Ａ．社会保険等への加入を徹底していくためには、主に技能労働者等を雇用している下請企

業が必要な法定福利費を確保していくことが重要です。そのため、見積りに当たっては

従来の総額単価だけではなく、その中に含まれる法定福利費を内訳として明示するこ

とにより、必要な金額を確保していく必要があります。 

そこで、各専門工事業団体で業種の特性等に応じて、法定福利費を内訳明示した見積書

が作成できるよう標準見積書を作成し、これを活用するなどして法定福利費が内訳明

示された見積書を提出する運動を、業界を挙げて推進しているところです。 

この取組については、見積書を提出する際に法定福利費を内訳明示することを直接的

に義務づけた法律等の規定はありませんが、下請負人の見積書に法定福利費相当額が

明示され又は含まれているにもかかわらず、元請負人がこれを尊重せず、法定福利費相

当額を一方的に削減したり、労務費そのものや請負金額を構成する他の費用（材料費、

労務費、その他経費など）で減額調整を行うなど、実質的に法定福利費相当額を賄うこ

とができない金額で建設工事の請負契約を締結し、その結果「通常必要と認められる原

価」に満たない金額となる場合には、当該元請下請間の取引依存度等によっては、建設

業法第１９条の３の不当に低い請負代金の禁止に違反するおそれがあります。 

また、社会保険の加入促進に向けて重要な取組であることから、「社会保険の加入に関

する下請指導ガイドライン」においては、法定福利費の適正な確保のために、専門工事

業団体等が作成した標準見積書の活用等による法定福利費相当額を内訳明示した見積

書を下請企業から元請企業に提出する取組が行われているところであり、これを提出

する環境づくりが必要であることなど、元請企業及び下請企業が具体的に取り組むべ

き事項を定め、更なる普及・定着に向けた環境整備を行っております。 

 

Ｑ．下請企業に工事を発注する場合は、下請企業の法定福利費も含めて見積書を作成す

るのでしょうか。 

Ａ．下請企業に工事を発注する予定がある場合には、下請企業の法定福利費を含めて注文者

に対する見積書を作成してください。ただ、注文者に見積書を依頼された段階では、下

請企業に工事を発注するか決まっていないことが多くあります。また、見積書では、注

文を受けた工事についてどのような工種をいくらの材料・機器を使って（材料費）、ど
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れくらいの工賃（手間・労務費）で施工するか計算しており、外注費（下請代金）その

ものが項目として計上されているわけではありません。 

したがって、自社が作成する見積書そのものに含まれる『工賃』を基本に法定福利費を

算出すれば、下請代金に含まれる法定福利費も含まれているものと考えられます。 

 

Ｑ．下請企業の加入している保険が自社の加入しているものとは違っている場合、適用

する保険料率はどの保険のものにすればいいのでしょうか？ 

Ａ．下請企業に工事を発注する予定がある場合には、下請企業の法定福利費を含めて注文者

に対する見積書を作成する必要がありますが、自社及び下請企業が加入する保険が必

ずしも同じであるとは限りません。 

この際、内訳明示する法定福利費を算出するために使用する保険料率は、それぞれの保

険に加入する加入者数が把握できる場合は加入者数に応じて各保険料を算出し、把握

できない場合は、加入している人が多いと考えられる主な保険の保険料率を一律に適

用するといったことが考えられます。要は、法定福利費を支払う側である注文者が納得

のできる合理的な内容であれば問題ありません。 

 

Ｑ．見積金額には元々、法定福利費が適正に含まれており、必要な保険にもきちんと加

入しているのだが、それでも法定福利費を内訳明示した見積書を作成する必要があ

るのでしょうか。 

Ａ．法定福利費を内訳明示した見積書は、これを作成しなかったからといって、特に罰則等

があるわけではありません。しかし、社会保険等への加入を促進するためには加入に必

要な法定福利費をしっかりと確保していく必要があります。 

国土交通省では、平成２７年４月１日付けで改訂された「社会保険の加入に関する下請

指導ガイドライン」の内容として、「元請負人は、（中略）下請負人が自ら負担しなけれ

ばならない法定福利費を適正に見積り、元請負人に提示できるよう、見積条件の提示の

際、適正な法定福利費を内訳明示した見積書を提出するよう明示しなければならない」

こと、あるいは「下請企業は自ら負担しなければならない法定福利費を適正に見積り、

標準見積書の活用等により法定福利費相当額を内訳明示した見積書を注文者に提出し、

雇用する建設労働者が社会保険に加入するために必要な法定福利費を確保する」こと

を明記する等、法定福利費を内訳明示した見積書の活用を推進しています。こうした観

点から、法定福利費を内訳明示した見積書を主体的に作成していただくことが求めら

れます。 
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働き方に応じた一人親方の保険加入

一人親方として建設現場で働く皆さん。

病気やけが 退職と た問題に対応するため 全病気やけが、退職といった問題に対応するため、全
国民が加入する社会保険制度が設けられています。
これに加入することは国民としての権利でもあり、義
務でもあります。

皆さんもその働き方に応じて決められた社会保険等皆さんもその働き方に応じて決められた社会保険等
に加入することが法令により義務づけられています。

一人親方は業務委託や個人請負で現場に入ってい
るから会社で保険に加入する必要はないと思われるるから会社で保険に加入する必要はないと思われる
かもしれません。

しかし実際には仕事の指示や指揮監督を受けてい
るといったことで労働者に当たると判断され、会社で
保険加入するべき場合があります。

現場で働く一人親方の皆さんの働き方が、事業者と
しての働き方なのか、労働者としての働き方なのか、

以下の事例やチェックシートを活用して考えてみましょ
うう。

１



以下の事例は「労働者」に近い働き方です。

○電気工事会社にほぼ専属
○会社の就業規則に従う
○会社と年間雇用契約（１日単価の常用）
○屋号はあるが使用しない
○自分の仕事が終れば所属会社の他の仕事も行う

電
気
工
（A

さ
ん

A

○自分の仕事が終れば所属会社の他の仕事も行う
○自分の都合が悪いときは会社が代わりの者を探して仕事をさ
せ、報酬も代わりの者が受け取る

○現場には一次会社の社員として入り、新規入場者教育も社員
として受ける

ん
）の
例

型
として受ける

○ケガをした時は元請の労災保険が適用された
○賃金は一日当たりの単価
○頼まれたら型枠置場の整理なども行うが一日単価なので追加
作業は無報酬

○通常の工具類は自分持ちだが、型枠・高額な工具類は会社が

枠
大
工
（B

さ
ん
）の
例

B

○通常の工具類は自分持ちだが、型枠 高額な工具類は会社が
支給

例

○勤めている会社の方針で一人親方になった
○厚生年金や健康保険が無くなっただけで社員時代と仕事は
同じ

左
官
工
（CC

同じ
○契約は雇い入れ通知書
○数人で行う仕事のメンバーは会社が決める

C

さ
ん
）の
例

（平成２４年度 国土交通省調査）

チ ク

C

次のページで
ご自身の働き方を確認しましょう。

チェック
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働き方の自己診断チェック①

Q. あなたの働き方はどちらに近いですか？

仕事先から意に沿わない仕事を頼まれたら、
自分の判断で断る自由はありますか？

（ ）
自分に断る自由は
ない

（ ）
自分に断る自由が
ある

あなた 働き方は ちら 近 す
以下の項目のいずれかに○を付けてください。

仕事が早く終わった時などに仕事先から予定
外の仕事を求められた場合に断る自由はあ
りますか？

（ ）
自分に断る自由は
ない

（ ）
自分に断る自由が
ある

仕事先の会社の就業規則など服務規律の適
用を受けていますか？

（ ）受けている （ ）受けていない
用を受けていますか？

受 受

仕事先から仕事の就業時間（始業・終業）を
決められていますか？

（ ）
仕事先から決めら
れている

（ ）自分で決められる

仕事を終えてよい 自分の判断で仕事
当日の仕事が早く終わった時に自分の判断
で仕事を終えることはできますか？

（ ）
仕事を終えてよい
かは、仕事先の了
解が必要である

（ ）
自分の判断で仕事
を終えることができ
る

仕事が早く終わった時に、自分で見つけた他
の現場の仕事をすることができますか？

（ ）
別の現場での仕事
を行うことは許され
ない

（ ）
別の現場での仕事
を行うこともできる

仕事先からの工程調整上の指示や事故防止
のための指示を除き、日々の仕事の内容や
方法はどのように決めていますか？

（ ）
毎日、細かな指示、
具体的な指示を受
けて働く

（ ）

毎日の仕事量や配
分、進め方は自分
の裁量で判断して
いる

※「仕事先」とは、工事を発注してくれた会社を指します。

あなたの都合が悪くなり、頼まれた仕事を代
わりの者に行わせる場合はどのようにしてい
ますか？

（ ）
会社が代わりの者
を探す

（ ）
自分の判断で代わ
りの者を探す

３



働き方の自己診断チェック②

あなたの頼まれた仕事を代わりの者が
行った場合の報酬（工事代金又は賃金）は、
仕事先から誰が受け取りますか？

（ ） 代わりをした者 （ ）自分

あなたの通常のミスやあなたの責任による
作業遅延によって損害が生じた場合 誰 （ ）

仕事を依頼した会社
（ ）自分が負担する作業遅延によって損害が生じた場合、誰

がその損害を負担しますか？
（ ）

が負担する
（ ）自分が負担する

あなたが仕事で使う機械・器具（手元工具
を除く）は誰が提供していますか？

（ ）
仕事を依頼した会社
が提供する

（ ）
必要な機械・器具は
自分で持ち込む

あなたが仕事で使う材料は誰が提供して
いますか？

（ ）
仕事を依頼した会社
が提供する

（ ）
すべて自分で調達
する

あなたの報酬（工事代金又は賃金）はどの
（ ）

一日当たりの単価な
（ ）

工事の出来高見合あなたの報酬（ 事代金又は賃金）はどの
ように決められていますか？

（ ）
日当たりの単価な

ど働いた時間による
（ ）

事の出来高見合
い

右に○が多 場合は事業者性が強く 左側に○が多 場合は 人右に○が多い場合は事業者性が強く、左側に○が多い場合は一人
親方ではなく雇用されるべき労働者として判断される場合があります。

（P５～P８の事例をご参照下さい。）

チェック

４

皆さまが加入すべき社会保険等の種類を
確認しましょう。（９ページ目へ）

チェック



ケ ス１ 工務店の工事に従事する大工

一人親方の労働者性が認められなかった事例①

事前に連絡すれば，仕事を休んだり，所定の時刻より後に作業を開始したり
所定の時刻前に作業を切り上げたりすることも自由であった

自分の判断で工事に関する具体的な工法や作業手順を選択できた

ケース１ 工務店の工事に従事する大工

所定の時刻前に作業を切り上げたりすることも自由であった

他の工務店等の仕事をすることを禁じられていなかった

報酬の取決めは，完全な出来高払の方式が中心とされていた

一般的に必要な大工道具一式を自ら所有し現場に持ち込んで使用していた

作業場を持たずに１人で工務店の大工仕事に従事する形態で稼働していた大工が労働基準法及び労働者災害補償保険法上の労働者
に当たらないとされた事例 （平成19年6月28日 最高裁第一小法廷）

アンカー職人である一人親方ケース２ アンカ 職人である 人親方

作業の段取り、手順等は各職人がその知識・技術に基づいて決めていた

会社からの仕事を受けるか否かの自由、一定の期間や日時の仕事を断る自
由、仕事の依頼や業務に従事すべき旨の指示に対する諾否の自由があった

ケース２

報酬は基本的には出来高に対するもので、多い時で1か月86万円以上となっ
たことがあり、従業員として従事した場合に比べてはるかに高額である

工具一式や自動車を所有し、経費も負担していた

アンカー工事に従事するいわゆる一人親方が雇用保険法上の「労働者」には当たらないとされ、雇用保険被保険者確認請求を却下した
職安所長の処分が適法と判示した事例 （平成16年7月15日 東京地裁）

確定申告を行い、労災保険は一人親方として特別加入していた
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手間請け従業者である大工ケース３

一人親方の労働者性が認められなかった事例②

具体的な仕事を承諾するかどうかは、諸条件を交渉して決定していた

会社から立面図と平面図が渡されるが、具体的作業方法は特段指示され
ない

他の大工に手伝ってもらうことができ、その報酬は本人が支払っていた

報酬は坪単価方式によって決定され、毎月工事の進行状況に応じ支払われ
た

勤務時間の定めは全くなく、出勤簿もなかった

4、5か月会社の仕事をしなかったことがあり、工期に遅れない限り他社の仕
事をすることも許されていた

手間請け従業者であるいわゆる一人親方の大工が、工事現場で作業中に負傷し、労働災害保険法に基づく療養補償給付等を請求したとこ
ろ、労働災害保険法上の「労働者」とは認められないと判示した事例 （平成10年3月30日 浦和地裁）

ケ ４ グ プケース４ グループで仕事を引き受けていた板金工

板金工は、5名の同業の職人とグループで仕事を引き受けていた。
構成員相互間には使用従属関係はなく、仕事を引き受けるか否かについても、
全員が相談の上決定していた。

仕事の報酬については、グループ全体で完了した出来高に応じて支払われた

常に特定の会社の仕事に従事しなければならないとの拘束はなく、グループ
のうち数名の者が他の仕事に従事することも自由であった

必要な資材は会社から支給されたが 工事は グル プで購入した道具類及

負傷を負った板金工の労働災害保険法に基づく療養補償給付請求に対し、労働災害保険法上の「労働者」とは認められないと判示した
事例 （昭和57年1月21日 高松地裁）

必要な資材は会社から支給されたが、工事は、グループで購入した道具類及
び個人で所有している道具類を使用してなされた
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ケース１ 水道の修理業務（下請専属契約）

一人親方の労働者性が認められた事例①

会社は１か月前に勤務表を作成・提示し、勤務時間を指示していた

入社以後、給排水配管等の修理工事に専属的に従事していた

ケース１ 水道の修理業務（下請専属契約）

勤務開始時間に会社に無線で連絡、指示に従い仕事先に直行し、
仕事が終了すると無線で報告、会社から次の指示を受けていた

作業に使用する道具類・車両は会社の所有物であり、貸与を受けていた

作業材料は会社が契約している材料店で仕入れ、材料費は会社が支払って
いた

下請専属契約の名で水道の修理業務に従事している者について、労働基準法上の労働者性を認めた事例
（平成７年７月１７日 東京地裁）

ケ ス２ケース２ 大工業務（労務提供の契約）

大工職人としての仕事のほか、ﾌﾞﾛｯｸ工事など他の仕事にも従事を求められ
た

就業期間中に他社の仕事をしたことはない

勤務時間の指定はないが、朝７：３０に事務所で仕事の指示を受け、
事実上１７：３０まで拘束され、それ以降の作業には残業手当が支給された

現場監督からの報告・指示によって、会社から指揮監督を受けていた

た

会社から解雇予告期間を置かずに解雇の意思表示を受けた大工について、その契約が実質的な使用従属関係に基づく労働契約である
と認め、解雇予告手当の支払い義務があるとされた事例 （平成6年2月25日 東京地裁）

大工道具は本人の所有物だが、必要な資材等の調達は会社の負担であった
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一人親方の労働者性が認められた事例②

雇用契約ないし専属契約は結ばれていない
労働時間の拘束はない

ケース３ スレート工（雇用契約も専属契約もなし）

出来高払制の報酬を受けていたが実質は労務の対償として支払われていた

会社は自社専属のスレート工として処遇し、専属支配下においていた

作業の遂行に当たり会社から具体的な指揮監督を受けていた

雇用契約が存在せず、労働時間の拘束もなく、出来高払制による報酬を受けていた者が、使用従属関係の実態が存したものとして
労働安全衛生法上の労働者と認めた事例 （昭和56年8月11日 東京高裁）

ケース４ 雇用契約のない職人ケ ス４ 雇用契約のない職人

報酬は会社が作成した出面帳により日々の稼働状況を把握し 各月の労働

会社と職人は雇用契約書を取り交わさず、就業規則等の定めもないが、各職
人の日給額等は各人の経験能力等に応じて会社が判断の上決定していた

会社の指揮監督を受け、会社から材料、用具等の供与を受けている

会社が仕事の結果について一切の責に任じている

報酬は会社が作成した出面帳により日々の稼働状況を把握し、各月の労働
日数等を賃金台帳に収録し日給等の支払基準により計算している

職人に対し支払った報酬は外注費ではなく給与に該当するとした裁決 （昭和58年3月23日 国税不服審判所）
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建設労働者が加入するべき社会保険等

●事業者である一人親方の場合・・・

一人親方
○市町村国保or国保組合
○国民年金
○労災保険（特別加入）

●労働者の場合・・・

株式会社など
法人に勤めている労働者

常時使用する

○雇用保険
○協会けんぽ
※健保適用除外により、国保組合

に加入できる場合があります

個人経営の事
業所に勤めて
いる労働者

常時使用する
労働者が５人
以上

常時使用する

に加入できる場合があります

○厚生年金保険

○雇用保険常時使用する
労働者が５人
未満

日雇労働者

○雇用保険
○市町村国保or国保組合
○国民年金

○雇用保険（日雇労働被保険者）

○市町村国保or国保組合 or
健康保険（ 雇特例被保険者）

９

日雇労働者
健康保険（日雇特例被保険者）

○国民年金



社会保険等へ加入するメリット

社会保険等へ加入していると本人や家族の生活が守られます。

◆【医療保障】
怪我や病気になったとき、安い費用で医療を受けられます。

◆【老齢年金】
高齢になり働けなくなっても生涯一定の収入が得られます。高齢になり働けなくな ても生涯 定の収入が得られます。

◆【障害年金・遺族年金】
万一障害を負ったりご本人が亡くなってもご本人や遺族は
一定の収入が得られます。

社会保険等への加入手続きは、

●労働保険 労働基準監督署及び公共職業安定所

加入すべき社会保険等の種類が判明したら

●労働保険 ： 労働基準監督署及び公共職業安定所
●社会保険 ： 年金事務所

で行っておりますので、ご不明な点はご相談ください。

お近くの労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所の所在地は、
以下のホ ムペ ジで確認できます以下のホームページで確認できます。

○労働基準監督署
→ http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html

○公共職業安定所
→ http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.htmlhttp://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html

○年金事務所
→ http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.html
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○社会保険未加入の場合には、許可行政庁から、建設業の許可・更
新時、経営事項審査（経審）時、事業所への立ち入り検査時に加入
指導を受けます。なおも未加入の場合には、保険担当部局に通報さ
れ、強制加入措置を受けることがあります。状況によっては許可行政
庁から監督処分を受けることがあります。

○下請企業は、元請企業による協力会社の審査時や下請契約時など
に加入状況を確認され 未加入の場合 加入指導を受けますに加入状況を確認され、未加入の場合、加入指導を受けます。

○また、業務委託や個人請負の形式をとった一人親方であっても、働
かせ方によっては労働者に当たると判断され、会社で保険加入させ
るべき場合があります。

○会社の保険料の負担を軽くするために、社員として雇用していた技
能労働者を一人親方として独立させ、会社との請負の形にすることは
請負契約の形式であっても実態が雇用労働者であれば、偽装請負と
して職業安定法（昭和２２年法律第１４１号）等の労働関係法令に抵
触するおそれがあることに留意する必要があります。

（ 「社会保険に関する下請指導ガイドライン」より抜粋）

○実態が労働者であることが判明したときには、労働者として社会保
険関係法令が適用され、保険料の追納もあり得るとともに、労働関係
法令に基づく処分を受けることがあります。

◆下請指導の詳細は「社会保険に関する下請指導ガイドライン」をご参照下さい。
→ http://www.mlit.go.jp/common/000216921.pdf

◆建設業法違反に関する通報窓口
国土交通省建設業法令遵守本部「駆け込みホットライン」

ＴＥＬ ： ０５７０－０１８－２４０ （全国共通）ＴＥＬ ： ０５７０ ０１８ ２４０ （全国共通）
受付時間／10:00～12:00 13:30～17:00（土日・祝祭日・閉庁日除く）

ＦＡＸ ： ０５７０－０１８－２４１
E-mail： kakekomi-hl@mlit.go.jp
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社会保険加入にあた ての社会保険加入にあたっての
判断事例集

◆一人親方の保険加入 ・・・ P１

◆働き方の自己診断チェック ・・・ P３

◆労働者性をめぐる裁判事例等 ・・・ P５◆労働者性をめぐる裁判事例等 P５

◆建設労働者が加入すべき社会保険等

・・・ P９
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一人親方の保険加入

建設企業の皆さま

現在、建設業界では、業界の将来を担う人材を確保し、

公正な競争を実現するために業界を挙げて社会保険未加公正な競争を実現するために業界を挙げて社会保険未加
入対策に取り組んでいます。一人親方もその働き方に応じ
て決められた社会保険等に加入することが法令により義務
づけられています。

事業主としての 人親方であれば 個人で社会保険等に事業主としての一人親方であれば、個人で社会保険等に
加入することになりますが、近年建設投資が大きく減少する
中で、一人親方は景気の変動や受注量の増減に応じた企
業の調整弁として都合よく使われる側面が強くなっており、

形式が請負であっても実態が労働者である場合も存在しま
すす。

そのような場合には、一人親方が個人で社会保険等に加入
するのではなく、会社で保険加入させることが必要になりま
す。

このため、一人親方に関するこれまでの実例や行政機関
が出している基準を見て、自社の工事で使用する一人親方
について適切な取扱いを実現することが必要です。

以下、一人親方の働き方が事業者なのか、労働者なのか以下、 人親方の働き方が事業者なのか、労働者なのか
事例やチェックシートを活用して確認してみましょう。
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以下の事例は「労働者」に近い働き方です。

○電気工事会社にほぼ専属
○会社の就業規則に従う
○会社と年間雇用契約（１日単価の常用）
○屋号はあるが使用しない
○自分の仕事が終れば所属会社の他の仕事も行う

電
気
工
（A

さ
ん

A

○自分の仕事が終れば所属会社の他の仕事も行う
○自分の都合が悪いときは会社が代わりの者を探して仕事をさ
せ、報酬も代わりの者が受け取る

○現場には一次会社の社員として入り、新規入場者教育も社員
として受ける

ん
）の
例

型
として受ける

○ケガをした時は元請の労災保険が適用された
○賃金は一日当たりの単価
○頼まれたら型枠置場の整理なども行うが一日単価なので追加
作業は無報酬

○通常の工具類は自分持ちだが、型枠・高額な工具類は会社が

枠
大
工
（B

さ
ん
）の
例

B

○通常の工具類は自分持ちだが、型枠 高額な工具類は会社が
支給

例

○勤めている会社の方針で一人親方になった
○厚生年金や健康保険が無くなっただけで社員時代と仕事は
同じ

左
官
工
（CC

同じ
○契約は雇い入れ通知書
○数人で行う仕事のメンバーは会社が決める

C

さ
ん
）の
例

（平成２４年度 国土交通省調査）

チ ク

C

次のページで、普段使っている
一人親方の働き方を確認しましょう。

チェック
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一人親方の働き方チェック①

Q. 普段使っている一人親方の働き方はどちらに近いですか？

一人親方へ急な仕事を依頼した時、親方は
断ることができますか？

（ ）断ることはできない （ ）断ることができる

普段使 る 人親方 働き方は ちら 近 す
以下の項目のいずれかに○を付けてください。

一人親方の仕事が早く終わった時などに予
定外の仕事を依頼した場合、親方は断ること
ができますか？

（ ）断ることはできない （ ）断ることができる

一人親方には貴社の就業規則など服務規律
を適用していますか？

（ ）適用している （ ）適用していない
を適用していますか？

一人親方の仕事の就業時間（始業・終業）は
貴社が決めていますか？

（ ）決めている （ ）決めていない

当日の仕事が早く終わった時 人親方が当日の仕事が早く終わった時、一人親方が
仕事から上がるには貴社の了解が必要です
か？

（ ）必要である （ ）必要でない

仕事が早く終わった時に、一人親方が自分で
見つけた他の現場の仕事に行くことができま
すか？

（ ）認めていない （ ）支障ない

工程調整上の指示や事故防止のための指示
を除き、一人親方の日々の仕事の内容や方
法はどのように決めていますか？

（ ）
毎日、細かな指示、
具体的な指示を出
している

（ ）

毎日の仕事量や配
分、進め方は一人
親方の裁量に任せ
ている

一人親方の都合が悪くなり、代わりの者が必
要となった場合はどのように対応しています
か？

（ ）
貴社が代わりの者
を探す

（ ）
一人親方が自分の
判断で代わりの者
を探す
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一人親方の働き方チェック②

一人親方の仕事を代わりの者が行った場
合の報酬（工事代金又は賃金）は、誰に支
払いますか？

（ ） 代わりをした者 （ ）一人親方

一人親方の通常のミスや一人親方の責任
による作業遅延によって損害が生じた場 （ ） 貴社が負担する （ ）

一人親方が負担す
による作業遅延によって損害が生じた場
合、誰がその損害を負担しますか？

（ ） 貴社が負担する （ ）
る

一人親方が仕事で使う機械・器具（手元工
具を除く）は誰が提供していますか？

（ ） 貴社が提供する （ ）
一人親方が持ち込
む

一人親方が仕事で使う材料は誰が提供し
ていますか？

（ ） 貴社が提供する （ ）
すべて一人親方が
調達する

一人親方の報酬（工事代金又は賃金）は
（ ）

一日当たりの単価な
（ ）

工事の出来高見合人親方の報酬（ 事代金又は賃金）は
どのように決められていますか？

（ ）
日当たりの単価な

ど働いた時間による
（ ）

事の出来高見合
い

右に○が多 場合は事業者性が強く 左側に○が多 場合は 人右に○が多い場合は事業者性が強く、左側に○が多い場合は一人
親方ではなく雇用されるべき労働者として判断される場合があります。

（P５～P８の事例をご参照下さい。）

チェック

４

建設労働者が加入すべき社会保険等の種類を
確認しましょう。（９ページ目へ）



ケ ス１ 工務店の工事に従事する大工

一人親方の労働者性が認められなかった事例①

事前に連絡すれば，仕事を休んだり，所定の時刻より後に作業を開始したり
所定の時刻前に作業を切り上げたりすることも自由であった

自分の判断で工事に関する具体的な工法や作業手順を選択できた

ケース１ 工務店の工事に従事する大工

所定の時刻前に作業を切り上げたりすることも自由であった

他の工務店等の仕事をすることを禁じられていなかった

報酬の取決めは，完全な出来高払の方式が中心とされていた

一般的に必要な大工道具一式を自ら所有し現場に持ち込んで使用していた

作業場を持たずに１人で工務店の大工仕事に従事する形態で稼働していた大工が労働基準法及び労働者災害補償保険法上の労働者
に当たらないとされた事例 （平成19年6月28日 最高裁第一小法廷）

アンカー職人である一人親方ケース２ アンカ 職人である 人親方

作業の段取り、手順等は各職人がその知識・技術に基づいて決めていた

会社からの仕事を受けるか否かの自由、一定の期間や日時の仕事を断る自
由、仕事の依頼や業務に従事すべき旨の指示に対する諾否の自由があった

ケース２

報酬は基本的には出来高に対するもので、多い時で1か月86万円以上となっ
たことがあり、従業員として従事した場合に比べてはるかに高額である

工具一式や自動車を所有し、経費も負担していた

アンカー工事に従事するいわゆる一人親方が雇用保険法上の「労働者」には当たらないとされ、雇用保険被保険者確認請求を却下した
職安所長の処分が適法と判示した事例 （平成16年7月15日 東京地裁）

確定申告を行い、労災保険は一人親方として特別加入していた
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手間請け従業者である大工ケース３

一人親方の労働者性が認められなかった事例②

具体的な仕事を承諾するかどうかは、諸条件を交渉して決定していた

会社から立面図と平面図が渡されるが、具体的作業方法は特段指示され
ない

他の大工に手伝ってもらうことができ、その報酬は本人が支払っていた

報酬は坪単価方式によって決定され、毎月工事の進行状況に応じ支払われ
た

勤務時間の定めは全くなく、出勤簿もなかった

4、5か月会社の仕事をしなかったことがあり、工期に遅れない限り他社の仕
事をすることも許されていた

手間請け従業者であるいわゆる一人親方の大工が、工事現場で作業中に負傷し、労働災害保険法に基づく療養補償給付等を請求したとこ
ろ、労働災害保険法上の「労働者」とは認められないと判示した事例 （平成10年3月30日 浦和地裁）

ケ ４ グ プケース４ グループで仕事を引き受けていた板金工

板金工は、5名の同業の職人とグループで仕事を引き受けていた。
構成員相互間には使用従属関係はなく、仕事を引き受けるか否かについても、
全員が相談の上決定していた。

仕事の報酬については、グループ全体で完了した出来高に応じて支払われた

常に特定の会社の仕事に従事しなければならないとの拘束はなく、グループ
のうち数名の者が他の仕事に従事することも自由であった

必要な資材は会社から支給されたが 工事は グル プで購入した道具類及

負傷を負った板金工の労働災害保険法に基づく療養補償給付請求に対し、労働災害保険法上の「労働者」とは認められないと判示した
事例 （昭和57年1月21日 高松地裁）

必要な資材は会社から支給されたが、工事は、グループで購入した道具類及
び個人で所有している道具類を使用してなされた
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ケース１ 水道の修理業務（下請専属契約）

一人親方の労働者性が認められた事例①

会社は１か月前に勤務表を作成・提示し、勤務時間を指示していた

入社以後、給排水配管等の修理工事に専属的に従事していた

ケース１ 水道の修理業務（下請専属契約）

勤務開始時間に会社に無線で連絡、指示に従い仕事先に直行し、
仕事が終了すると無線で報告、会社から次の指示を受けていた

作業に使用する道具類・車両は会社の所有物であり、貸与を受けていた

作業材料は会社が契約している材料店で仕入れ、材料費は会社が支払って
いた

下請専属契約の名で水道の修理業務に従事している者について、労働基準法上の労働者性を認めた事例
（平成７年７月１７日 東京地裁）

ケ ス２ケース２ 大工業務（労務提供の契約）

大工職人としての仕事のほか、ﾌﾞﾛｯｸ工事など他の仕事にも従事を求められ
た

就業期間中に他社の仕事をしたことはない

勤務時間の指定はないが、朝７：３０に事務所で仕事の指示を受け、
事実上１７：３０まで拘束され、それ以降の作業には残業手当が支給された

現場監督からの報告・指示によって、会社から指揮監督を受けていた

た

会社から解雇予告期間を置かずに解雇の意思表示を受けた大工について、その契約が実質的な使用従属関係に基づく労働契約である
と認め、解雇予告手当の支払い義務があるとされた事例 （平成6年2月25日 東京地裁）

大工道具は本人の所有物だが、必要な資材等の調達は会社の負担であった
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一人親方の労働者性が認められた事例②

雇用契約ないし専属契約は結ばれていない
労働時間の拘束はない

ケース３ スレート工（雇用契約も専属契約もなし）

出来高払制の報酬を受けていたが実質は労務の対償として支払われていた

会社は自社専属のスレート工として処遇し、専属支配下においていた

作業の遂行に当たり会社から具体的な指揮監督を受けていた

雇用契約が存在せず、労働時間の拘束もなく、出来高払制による報酬を受けていた者が、使用従属関係の実態が存したものとして
労働安全衛生法上の労働者と認めた事例 （昭和56年8月11日 東京高裁）

ケース４ 雇用契約のない職人ケ ス４ 雇用契約のない職人

報酬は会社が作成した出面帳により日々の稼働状況を把握し 各月の労働

会社と職人は雇用契約書を取り交わさず、就業規則等の定めもないが、各職
人の日給額等は各人の経験能力等に応じて会社が判断の上決定していた

会社の指揮監督を受け、会社から材料、用具等の供与を受けている

会社が仕事の結果について一切の責に任じている

報酬は会社が作成した出面帳により日々の稼働状況を把握し、各月の労働
日数等を賃金台帳に収録し日給等の支払基準により計算している

職人に対し支払った報酬は外注費ではなく給与に該当するとした裁決 （昭和58年3月23日 国税不服審判所）
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建設労働者が加入するべき社会保険等

●事業者である一人親方の場合・・・

一人親方
○市町村国保or国保組合
○国民年金
○労災保険（特別加入）

●労働者の場合・・・

株式会社など
法人に勤めている労働者

常時使用する

○雇用保険
○協会けんぽ
※健保適用除外により、国保組合

に加入できる場合があります

個人経営の事
業所に勤めて
いる労働者

常時使用する
労働者が５人
以上

常時使用する

に加入できる場合があります

○厚生年金保険

○雇用保険常時使用する
労働者が５人
未満

日雇労働者

○雇用保険
○市町村国保or国保組合
○国民年金

○雇用保険（日雇労働被保険者）

○市町村国保or国保組合 or
健康保険（ 雇特例被保険者）

９

日雇労働者
健康保険（日雇特例被保険者）

○国民年金



社会保険等へ加入するメリット

社会保険等へ加入していると本人や家族の生活が守られます。

◆【医療保障】
怪我や病気になったとき、安い費用で医療を受けられます。

◆【老齢年金】
高齢になり働けなくなっても生涯一定の収入が得られます。高齢になり働けなくな ても生涯 定の収入が得られます。

◆【障害年金・遺族年金】
万一障害を負ったりご本人が亡くなってもご本人や遺族は
一定の収入が得られます。

社会保険等への加入手続きは、

●労働保険 労働基準監督署及び公共職業安定所

加入すべき社会保険等の種類が判明したら

●労働保険 ： 労働基準監督署及び公共職業安定所
●社会保険 ： 年金事務所

で行っておりますので、ご不明な点はご相談ください。

お近くの労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所の所在地は、
以下のホ ムペ ジで確認できます以下のホームページで確認できます。

○労働基準監督署
→ http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html

○公共職業安定所
→ http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.htmlhttp://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html

○年金事務所
→ http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.html
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社会保険未加入対策が進められる中で、最近、企業が法定福利費の

負担を軽くするために それまで社員として雇用していた技能労働者を負担を軽くするために、それまで社員として雇用していた技能労働者を
一人親方として独立させて、雇用ではなく請負契約を結んで仕事をさせ
る例が出てきています。

このような企業の都合による一人親方化は、技能労働者の就労環境
の改善という社会保険未加入対策の目的に逆行するものであり、形式の改善という社会保険未加入対策の目的に逆行するものであり、形式
が請負であっても実態が労働者であれば、社会保険関係法令や労働
関係法令が適用され、処分される場合があります。

・適用事業所に雇用される労働者であるにもかかわらず正当な理由
なく被保険者資格取得の届出を行わなかった場合には、健康保険

生年金保険並び 保険 違 な す法や厚生年金保険並びに雇用保険法違反になります。

・合わせて、未納保険料の納付と延滞金の支払が求められます。

・労働者であるにもかかわらず業務委託や請負として労働時間を
守らなかった場合には労働基準法違反になります

◆下請指導の詳細は「社会保険に関する下請指導ガイドライン」をご参照下さい。

守らなかった場合には労働基準法違反になります。

請指導 詳細 社会保険 関す 請指導 ラ 」を 参照 。
→ http://www.mlit.go.jp/common/000216921.pdf

◆建設業法違反に関する通報窓口
国土交通省建設業法令遵守本部「駆け込みホットライン」

ＴＥＬ ： ０５７０－０１８－２４０ （全国共通）
受付時間／10:00～12:00 13:30～17:00（土日・祝祭日・閉庁日除く）

ＦＡＸ ： ０５７０－０１８－２４１
E-mail： kakekomi-hl@mlit.go.jp
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1 
 

社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン 

 
第１ 趣旨 
建設産業においては、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険（以下「社会保険」という。）

について、法定福利費を適正に負担しない企業（すなわち保険未加入企業）が存在し、技能

労働者の医療、年金など、いざというときの公的保障が確保されず、若年入職者減少の一因

となっているほか、関係法令を遵守して適正に法定福利費を負担する事業者ほど競争上不利

になるという矛盾した状況が生じている。 
この対策に際しては、「建設産業の再生と発展のための方策２０１１」（平成２３年６月２

３日建設産業戦略会議取りまとめ）及び中央建設業審議会・社会資本整備審議会産業分科会

建設部会基本問題小委員会中間とりまとめ（平成２４年１月２７日）において示されている

とおり、建設産業全体としての枠組みを整備し、行政、元請企業及び下請企業が一体となっ

て取り組んでいくことが必要である。 
このため、建設産業行政としては、建設業許可部局において、社会保険担当部局との連携

を図りつつ、建設業許可・更新時や立入検査等における確認・指導、経営事項審査の厳格化、

社会保険担当部局への通報等を行うこととしたところである。 
また、平成２６年９月３０日に改正された公共工事の入札及び契約の適正化を図るための

措置に関する指針（平成１３年３月９日閣議決定）においては、「公平で健全な競争環境を

構築する観点からは、社会保険に加入し、法定福利費を適切に負担する建設業者を確実に契

約の相手方とすることが重要である。このため、法令に違反して社会保険に加入していない

建設業者について、公共工事の元請業者から排除するため、定期の競争参加資格審査等で必

要な対策を講ずるものとする」ほか、「元請業者に対し社会保険未加入業者との契約締結を

禁止することや、社会保険未加入業者を確認した際に建設業許可行政庁又は社会保険担当部

局へ通報すること等の措置を講ずることにより、下請業者も含めてその排除を図るものとす

る」こととされたところである。 
他方で、下請企業を中心に保険未加入企業が存在している状況を改善していくためには、

元請企業において下請企業の保険加入を指導する役割を担うことが求められる。これについ

ては、従来から「建設産業における生産システム合理化指針」（平成３年２月５日建設省経

構発第２号）において、元請企業が下請企業に対して社会保険の加入及び保険料の納付につ

いて措置するよう指導等を行うことを求めているが、平成２４年５月には、下請企業の保険

加入状況を把握することを通じて、適正な施工体制の確保に資するため、施工体制台帳の記

載事項及び再下請負通知書の記載事項に健康保険等の加入状況を追加すること等を内容と

する建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号。以下「規則」という。）の改正を行

ったところである。 
中央建設業審議会・社会資本整備審議会産業分科会建設部会基本問題小委員会による「当

面講ずべき施策のとりまとめ」（平成２６年１月）においては、「平成２９年度までに事業者

単位では許可業者の加入率１００％、労働者単位では少なくとも製造業相当の加入状況を目

 参考資料３

kuroda-k2e5
四角形
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指すべきである」とされており、本ガイドラインは、この目標を達成するため、建設業にお

ける社会保険の加入について、元請企業及び下請企業がそれぞれ負うべき役割と責任を明確

にしたものであり、建設企業の取組の指針となるべきものである。 
 

第２ 元請企業の役割と責任 
（１）総論 

元請企業は、請け負った工事の全般について、下請企業よりも広い責任や権限を持って

いる。この責任・権限に基づき元請企業が発注者との間で行う請負価格、工期の決定など

は、下請企業の経営の健全化にも大きな影響をもたらすものであることから、下請企業の

企業体質の改善について、元請企業も相応の役割を分担することが求められる。 
このような観点から、元請企業はその請け負った建設工事におけるすべての下請企業に

対して、適正な契約の締結、適正な施工体制の確立、雇用・労働条件の改善、福祉の充実

等について指導・助言その他の援助を行うことが期待される。 
とりわけ社会保険については、関係者を挙げて未加入問題への対策を進め、社会保険加

入を徹底することにより、技能労働者の雇用環境の改善や不良不適格業者の排除に取り組

むことが求められており、元請企業においても下請企業に対する指導等の取組を講じる必

要がある。 
建設労働者の雇用の改善等に関する法律（昭和５１年法律第３３号）においても、元方

事業主は関係請負人に対して雇用保険その他建設労働者の福利厚生に関する事項等の適

正な管理に関して助言、指導その他の援助を行うように努めることとされている（第８条

第２項）。 
本ガイドラインによる下請指導の対象となる下請企業は、元請企業と直接の契約関係に

ある者に限られず、元請企業が請け負った建設工事に従事するすべての下請企業であるが、

元請企業がそのすべてに対して自ら直接指導を行うことが求められるものではなく、直接

の契約関係にある下請企業に指示し、又は協力させ、元請企業はこれを統括するという方

法も可能である。もっとも、直接の契約関係にある下請企業に実施させたところ指導を怠

った場合や、直接の契約関係にある下請企業がその規模等にかんがみて明らかに実施困難

であると認められる場合には、元請企業が直接指導を行うことが必要である。 
元請企業においては、支店や営業所を含めて、その役職員に対する本ガイドラインの周

知徹底に努めるものとする。 
 
（２）協力会社組織を通じた指導等 

元請企業による下請指導は、特定の建設工事の期間中、すなわち、元請・下請関係が継

続している間実施する必要があるが、元請企業の協力会や災害防止協会等の協力会社組織

に所属する建設企業（以下「協力会社」という。）に対しては、長期的な観点から指導を

行うことが望まれる。また、保険未加入対策を効果的なものとするためには、元請企業に

おいて保険未加入の協力会社とは契約しないことや、保険未加入の建設労働者の現場入場

を認めないことを具体的に予定しつつ、協力会社の指導に取り組んでいくことが求められ
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る。 
このため、元請企業としては、様々な機会をとらえて協力会社の社会保険に対する意識

を高めることが重要であり、具体的には次の取組を行うべきである。 
ア 協力会社の社会保険加入状況について定期に把握を行うこと。 
イ 協力会社組織を通じた社会保険の周知啓発や加入勧奨を行うこと。 
ウ 適正に加入していない協力会社が判明した場合には、早期に加入手続を進めるよう指

導すること。労働者であるにもかかわらず社会保険の適用除外者である個人事業主とし

て作業員名簿に記載するケースや、個々の工事で４人以下の適用除外者を記載した作業

員名簿を提出する個人事業主が実際には５人以上の常用労働者を雇用すると判明する

ケースなど、不自然な取扱いが見られる協力会社についても、事実確認をした上で適正

に加入していないと判明した場合には、同様に指導を行うこと。 
エ 社会保険の未加入企業が二次や三次等の下請企業に多くみられる現状にかんがみ、協

力会社から再下請企業に対してもこれらの取組を行うよう指導すること。 
加えて、平成２９年度以降を見据え、すべての下請企業を適切な保険に加入したものに

限定した工事を試行的に実施し、その取組を拡大することが望ましい。作業員についても、

工事の規模等に鑑みて可能である場合には、すべての作業員を適切な保険に加入したもの

に限定した工事を試行的に実施することが望ましい。 
 
（３）下請企業選定時の確認・指導等 

元請企業は、下請企業の選定に当たっては、法令上の義務があるにもかかわらず適切に

社会保険に加入しない建設企業は社会保険に関する法令を遵守しない不良不適格業者で

あるということ（公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針参照）

を踏まえる必要がある。 
このため、下請契約に先立って、選定の候補となる建設企業について社会保険の加入状

況を確認し、適用除外でないにもかかわらず未加入である場合には、早期に加入手続を進

めるよう指導を行うこと。この確認に当たっては、必要に応じ、選定の候補となる建設企

業に保険料の領収済通知書等関係資料のコピーを提示させるなど、真正性の確保に向けた

措置を講ずるよう努めること。なお、雇用保険については、厚生労働省の労働保険適用事

業場検索サイト（http://chosyu-web.mhlw.go.jp/LIC_D）において適用状況を確認するこ

とができる。 
ついては、下請企業には、適切な保険に加入している建設企業を選定すべきであり、遅

くとも平成２９年度以降においては、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の全部又は一部

について、適用除外でないにもかかわらず未加入である建設企業は、下請企業として選定

しないとの取扱いとすべきである。 
 
（４）再下請負通知書を活用した確認・指導等 

施工体制台帳の作成及び備付け又は写しの提出が義務付けられる建設工事において、再

下請負がなされる場合には、発注者から直接建設工事を請け負った元請負人に対して下請
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負人から再下請負通知書が提出される。規則第１４条の４の規定により、再下請負通知書

の記載事項に健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入状況に関する事項が追加された

ことから、発注者から直接建設工事を請け負った元請負人においては、再下請負通知書を

活用して下請負人の社会保険の加入状況を確認することが可能である。（別紙１） 
このため、建設業者たる元請企業は、再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄に

より下請企業が社会保険に加入していることを確認すること。この確認の結果、適用除外

でないにもかかわらず未加入である下請企業があり、（３）の指導が行われていない場合

には、（３）と同様の指導を行うこと。 
施工体制台帳については、別紙２の作成例を参考とし、適正な施工体制を確保すること。 

 
（５）作業員名簿を活用した確認・指導 

施工体制台帳及び再下請負通知書に関する規則の規定の改正に合わせて、各団体等が作

成している作業員名簿の様式においても、各作業員の加入している健康保険、年金保険及

び雇用保険の名称及び被保険者番号等の記載欄が追加されている。（別紙３） 
この作業員名簿を活用することで、建設工事の施工現場で就労する建設労働者について、

健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入状況（以下「保険加入状況」という。）を把

握することが可能である。これを受け、元請企業は、新規入場者の受け入れに際して、各

作業員（建設業に従事する者に限る。以下同じ。）について作業員名簿の社会保険欄を確

認すること。確認の結果、 
・全部又は一部の保険について空欄となっている作業員 
・法人に所属する作業員で、健康保険欄に「国民健康保険」と記載され、又は（及び）年

金保険欄に「国民年金」と記載されている者 
・個人事業所で５人以上の作業員が記載された作業員名簿において、健康保険欄に「国民

健康保険」と記載され、又は（及び）年金保険欄に「国民年金」と記載されている作業

員 
がある場合には、作業員名簿を作成した下請企業に対し、作業員を適切な保険に加入させ

るよう指導すること。なお、法人や５人以上の常用労働者を雇用する個人事業所に所属す

る作業員であっても、臨時に使用され１か月以内で日々雇用される者等は、健康保険や厚

生年金保険の適用除外となる。 
元請企業が、各作業員の保険加入状況が記録された情報システムを利用するなど、作業

員名簿の確認以外の方法により各作業員の保険加入状況を把握できる場合には、当該方法

による確認も可能である。 
各作業員の保険加入状況の確認を行う際には、必要に応じ、下請企業に社会保険の標準

報酬決定通知書等関係資料のコピー（保険加入状況の確認に必要な事項以外を黒塗りした

ものでも構わない）を提示させるなど、記載事項の真正性の確保に向けた措置を講ずるよ

う努めること。情報システムを利用して各作業員の保険加入状況を確認する場合にあって

は、必要な資料を電子データで添付する方法により提示させることも可能である。 
なお、作業員名簿に記載する被保険者番号等は個人情報の保護に関する法律（平成１５
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年法律第５７号）第２条第１項に規定する個人情報に該当することから、同法及び「国土

交通省所管分野における個人情報保護に関するガイドライン」（平成２４年国土交通省告

示第３６３号）に留意し、適切に取り扱うことが必要である。 
遅くとも平成２９年度以降においては、適切な保険に加入していることを確認できない

作業員については、元請企業は特段の理由がない限り現場入場を認めないとの取扱いとす

べきである。 
 
（６）施工体制台帳の作成を要しない工事における取扱い 

下請契約の総額が建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号）で定める金額を下回る

ことにより施工体制台帳の作成等が義務付けられていない民間工事の場合であっても、建

設工事の適正な施工を確保する観点から、元請企業は規則第１４条の２から第１４条の７

までの規定に準拠した施工体制台帳の作成等が勧奨されているところである（「施工体制

台帳の作成等について」（平成７年６月２０日建設省経建発第１４７号）参照）。 
建設工事の施工に係る下請企業の社会保険の加入状況及び各作業員の保険加入状況に

ついても、元請企業は適宜の方法によって把握し、未加入である場合には指導を行うべき

である。 
 
（７）建設工事の施工現場等における周知啓発 

下請企業や建設労働者に対し、社会保険の加入に関する周知啓発を図るため、次の取組

を継続して行うべきである。 
ア 建設工事の施工現場において社会保険の加入に関するポスターの掲示、パンフレット

等の資料及び情報の提供、講習会の開催等の周知啓発を行うこと。 
イ （２）に記載したとおり、協力会社組織を通じた社会保険の周知啓発や加入勧奨を行

うこと。 
 
（８）法定福利費の適正な確保 

建設産業においては、専門工事業団体等が作成した標準見積書の活用等による法定福利

費相当額を内訳明示した見積書を下請企業から元請企業に提出する取組が行われている

ところであり、これを提出する環境づくりが必要である。 
そもそも、社会保険の保険料は、建設業者が義務的に負担しなければならない法定福利

費であり、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第１９条の３に規定する「通常必要と

認められる原価」に含まれるものである。 
このため、元請負人及び下請負人は見積時から法定福利費を必要経費として適正に確保

する必要がある。 
その上で、元請負人は、標準見積書の活用等による法定福利費相当額を内訳明示した見

積書を提出するよう下請負人に働きかけるとともに、提出された見積書を尊重して下請負

契約を締結しなければならない。 
具体的には、元請負人は、社会保険の保険料が建設業者が義務的に負担しなければなら
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ない経費であり、上記「通常必要と認められる原価」に含まれるものであることを踏まえ、

下請負人が自ら負担しなければならない法定福利費を適正に見積り、元請負人に提示でき

るよう、見積条件の提示の際、適正な法定福利費を内訳明示した見積書（特段の理由によ

り、これを作成することが困難な場合にあっては、適正な法定福利費を含んだ見積書）を

提出するよう明示しなければならない。加えて、社会保険の加入に必要な法定福利費につ

いては、提出された見積書を尊重し、各々の対等な立場における合意に基づいて請負金額

に適切に反映することも必要である。 
下請負人の見積書に法定福利費相当額が明示され又は含まれているにもかかわらず、元

請負人がこれを尊重せず、法定福利費相当額を一方的に削減したり、労務費そのものや請

負金額を構成する他の費用（材料費、労務費、その他経費など）で減額調整を行うなど、

実質的に法定福利費相当額を賄うことができない金額で建設工事の請負契約を締結し、そ

の結果「通常必要と認められる原価」に満たない金額となる場合には、当該元請下請間の

取引依存度等によっては、建設業法第１９条の３の不当に低い請負代金の禁止に違反する

おそれがあるので、これを厳に慎むこと。 
 
第３ 下請企業の役割と責任 
社会保険に関する法令に基づいて従業員の社会保険への加入義務を負っているのは雇用

主である。そのため、社会保険加入を徹底するためには、建設労働者を雇用する者、特に下

請企業自らがその責任を果たすことが必要不可欠である。 
具体的には、次の責任を果たすべきである。 

ア 下請企業はその雇用する労働者の社会保険加入手続を適切に行うこと。建設労働者につ

いて、労働者である社員と請負関係にある者の二者を明確に区別した上で、労働者である

社員についての保険加入手続を適切に行うことが必要である。また、施工体制台帳、再下

請負通知書及び作業員名簿については、下請負人と建設労働者との関係を正しく認識した

上で記載すること。事業主が労務関係諸経費の削減を意図して、これまで雇用関係にあっ

た労働者を対象に個人事業主として請負契約を結ぶことは、たとえ請負契約の形式であっ

ても実態が雇用労働者であれば、偽装請負として職業安定法（昭和２２年法律第１４１号）

等の労働関係法令に抵触するおそれがある。 
労働者であるかどうかは、 

・仕事の依頼、業務に従事すべき旨の指示等に対する諾否の自由の有無 
・業務遂行上の指揮監督の有無 
・勤務時間の拘束性の有無 
・本人の代替性の有無 
・報酬の労務対償性 
をはじめ関連する諸要素を勘案して総合的に判断されるべきものであるが、保険未加入対

策の推進を契機に、従来の慣行が適正なものかどうか見直しを行うこと。 
その際には、期間の定めのない労働契約による正社員、工期に合わせた期間の定めのあ

る労働契約による契約社員とすることもあり得るものであり、その実情に応じて建設労働
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者の処遇が適切に図られるようにすること。 
イ 元請企業が行う指導に協力すること。この協力は、元請企業が行う指導の相手方として

指導に沿った対応をとることにとどまらず、元請企業の指導が建設工事の施工に携わるす

べての下請企業に行き渡るよう、元請企業による指導の足りないところを指摘、補完し、

もしくはこれを分担することや、再下請企業が雇用する各作業員の保険加入状況を確認し、

自社の雇用者も含めてその真正性の確保に向けた措置を講ずるよう努めること、それらの

状況について元請企業に情報提供することなども含まれる。 
規則第１４条の４の規定の改正を受けた再下請通知書については、別紙１の作成例を参

考とし、適正な施工体制を確保すること。 
なお、作業員名簿に記載する被保険者番号等は個人情報の保護に関する法律第２条第１

項に規定する個人情報に該当することから、同法及び「国土交通省所管分野における個人

情報保護に関するガイドライン」に留意し、適切に取り扱うことが必要である。特に、作

業員名簿の元請企業への提出に当たっては、利用目的（保険加入状況を元請企業に確認さ

せること）を示した上で、あらかじめ作業員の同意を得ることが必要となることに留意す

ること。 
ウ 建設労働者の社会保険への加入促進を図るためには、建設労働者を直接雇用する下請企

業が法定福利費を適切に確保する必要がある。そのため、下請企業は自ら負担しなければ

ならない法定福利費を適正に見積り、標準見積書の活用等により法定福利費相当額を内訳

明示した見積書を注文者に提出し、雇用する建設労働者が社会保険に加入するために必要

な法定福利費を確保すること。 
エ 請け負った建設工事を他の建設業を営むものに再下請負させた場合には、第２（８）と

同様に再下請負人の法定福利費を適正に確保するよう努めること。 
具体的には、社会保険の保険料は建設業者が義務的に負担しなければならない経費であ

り、建設業法第１９条の３に規定する「通常必要と認められる原価」に含まれるものであ

ることを踏まえ、再下請負人が自ら負担しなければならない法定福利費を適正に見積ると

ともに提出する見積書に明示できるよう、見積条件の提示の際、適正な法定福利費を内訳

明示した見積書（特段の理由により、これを作成することが困難な場合にあっては、適正

な法定福利費を含んだ見積書）を提出するよう明示することが望ましい。その際、社会保

険の加入に必要な法定福利費については、提出された見積書を尊重し、各々の対等な立場

における合意に基づいて請負金額に適切に反映することも求められる。 
 
第４ 施行期日等 
本ガイドラインは、平成２４年１１月１日から施行する。（平成２７年４月１日一部改訂） 
このガイドラインは、今後、建設業における社会保険の加入状況や社会保険未加入対策の

取組状況及び成果、本ガイドラインに基づく取組状況等を踏まえて必要があると認めるとき

は、速やかにガイドラインの見直しなど所要の措置を講ずるものとする。 
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別紙１ 再下請負通知書の作成例 

 
  

年 月 日

　

資 格 内 容 担当工事 内容

外国人建設就労者の
従事の状況(有無)

有　　無
外国人技能実習生の
従事の状況(有無)

有　　無

権限及び
意見申出方法

専 門 技 術 者 名

主 任 技 術 者 名
専　任
非専任

資 格 内 容

現 場 代 理 人 名 雇用管理責任者名

権限及び
意見申出方法

安全衛生推進者名

監 督 員 名 安全衛生責任者名

事業所
整理記号等

営業所の名称2 健康保険3 厚生年金保険4 雇用保険5

加入　　未加入
適用除外

加入　　未加入
適用除外

加入　　未加入
適用除外健康保険等

の加入状況

保険加入
の有無1

健康保険 厚生年金保険 雇用保険

工事業
大臣　特定

        第　　　　号 　　年　　月　　日知事　一般

工事業
大臣　特定

        第　　　　号 　　年　　月　　日知事　一般
建 設 業 の
許 可

施工に必要な許可業種 許　可　番　号 許可（更新）年月日

工 期
自　　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　　年　　　月　　　日

注文者との
契 約 日

年　　　月　　　日　

《自社に関する事項》
工 事 名 称
及 び
工 事 内 容

会 社 名

代表者名

元 請 名 称

【報告下請負業者】

住 所

再下請負通知書

直 近 上 位
注 文 者 名

１．各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり、
そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」、従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は「適用除外」
を○で囲む。 

 
２．請負契約に係る営業所の名称を記載。 
 

３．事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整
理記号及び事業所番号を記載。 

 

４．事業所整理記号及び事業所番号を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載。 
 
５．労働保険番号を記載。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載。 

 
※２～５については、直近上位の注文者との請負契約に係る営業所以外の営業所で再下請負業者との請負契約を行う場合には欄を

追加。 
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有　　無

専門技術者名

資格内容

担当工事内容

資格内容

外国人建設就労者の
従事の状況(有無)

現場代理人名

権限及び
意見申出方法

主任技術者名
専　任
非専任

健康保険等
の加入状況

保険加入
の有無1

健康保険 厚生年金保険 雇用保険

事業所
整理記号等

健康保険3 厚生年金保険4

安全衛生推進者名

加入　　未加入
適用除外

加入　　未加入
適用除外

加入　　未加入
適用除外

安全衛生責任者名

雇用保険5

《再下請負関係》
再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。

会 社 名 代 表 者 名

工 期
自　　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　　年　　　月　　　日

契 約 日 年　　　月　　　日　

住 所
電 話 番 号

工 事 名 称
及 び
工 事 内 容

建 設 業 の
許 可

施工に必要な許可業種 許　可　番　号 許可（更新）年月日

工事業
大臣　特定

        第　　　　号 　　年　　月　　日知事　一般

工事業

有　　無
外国人技能実習生の
従事の状況(有無)

大臣　特定
        第　　　　号 　　年　　月　　日知事　一般

営業所の名称2

雇用管理責任者名

１．各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり、
そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」、従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は「適用除外」

を○で囲む。 
 
２．請負契約に係る営業所の名称を記載。 

 
３．事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整

理記号及び事業所番号を記載。 

 
４．事業所整理記号及び事業所番号を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載。 
 
５．労働保険番号を記載。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載。 
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別紙２ 施工体制台帳の作成例 

 

年 月 日

　

　

担 当
工 事 内 容

担 当
工 事 内 容

外国人建設就労者の
従事の状況(有無)

有　　無
外国人技能実習生の
従事の状況(有無)

有　　無

専 門
技 術 者 名

専 門
技 術 者 名

資 格 内 容 資 格 内 容

現 場
代 理 人 名

権限及び意見
申 出 方 法

監理技術 者名

主任技術 者名

専　任
非専任

資 格 内 容

監 督 員 名
権限及び意見
申 出 方 法

発 注 者 の
監 督 員 名

権限及び意見
申 出 方 法

下請契約

元請契約事業所
整理記号等

区分 営業所の名称2 健康保険3 厚生年金保険4 雇用保険5

加入　　未加入
適用除外

加入　　未加入
適用除外

加入　　未加入
適用除外

健康保険等
の加入状況

保険加入
の有無1

健康保険 厚生年金保険 雇用保険

下請契約

契 約
営 業 所

区 分 名　　　　　　　　　称 住　　　　　　　　　所

元請契約

工 期
自　　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　　年　　　月　　　日
契 約 日 年　　　月　　　日　

知事　一般

工 事 名 称
及 び
工 事 内 容

発 注 者 名
及 び
住 所

工事業
大臣　特定

        第　　　　号 　　年　　月　　日

工事業
大臣　特定

        第　　　　号 　　年　　月　　日
知事　一般

［事業所名］

建 設 業 の
許 可

許　可　業　種 許　可　番　号 許可（更新）年月日

施工体制台帳

［ 会 社 名 ］

１．各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり、

そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」、従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は「適用除外」
を○で囲む。 

 

２．元請契約に係る営業所の名称及び下請契約に係る営業所の名称をそれぞれ記載。 
 
３．事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整

理記号及び事業所番号を記載。 
 
４．事業所整理記号及び事業所番号を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載。 

 
５．労働保険番号を記載。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載。 
 

※２～５については元請契約に係る営業所で下請契約を行う場合は下請契約の欄に「同上」と記載。 
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住 所

許　可　番　号 許可（更新）年月日

工事業

《下請負人に関する事項》

会 社 名 代 表 者 名

　　年　　月　　日
知事　一般

        第　　　　号工事業

工 事 名 称
及 び
工 事 内 容

工 期
自　　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　　年　　　月　　　日
契 約 日 年　　　月　　　日　

専門技術者名

　　年　　月　　日
知事　一般

建 設 業 の
許 可

施工に必要な許可業種

大臣　特定

大臣　特定
        第　　　　号

保険加入
の有無1

加入　　未加入
適用除外

健康保険

事業所
整理記号等

資格内容

健康保険等
の加入状況 営業所の名称2 雇用保険5健康保険3 厚生年金保険4

厚生年金保険 雇用保険

加入　　未加入
適用除外

加入　　未加入
適用除外

現場代理人名

権限及び
意見申出方法

主任技術者名
専　任
非専任

安全衛生責任者名

安全衛生推進者名

雇用管理責任者名

外国人建設就労者の
従事の状況(有無)

有　　無
外国人技能実習生の
従事の状況(有無)

有　　無

資格内容

担当工事内容

１ 各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり、

そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」、従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は「適用除外」
を○で囲む。 

 

２ 請負契約に係る営業所の名称について記載。 
 
３ 事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整

理記号及び事業所番号を記載。 
 
４ 事業所整理記号及び事業所番号を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載。 

 
５ 労働保険番号を記載。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載。 
 
※２～５については、請負契約に係る営業所以外の営業所で再下請契約を行う場合には欄を追加。 
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別紙３ 作業員名簿の作成例 
 
○社会保険関係について別葉とする例 

提出日  平成  年  月  日 
 

作 業 員 名 簿 
 
事業所の名称                  一 次                二 次 
所長名                     会社名                会社名               
 
番

号 
ふりがな 社 会 保 険 
氏  名 健康保険 1 年金保険 2 雇用保険 3 

１     
    

２     
    

３     
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○既存の様式に社会保険関係を組み込む例 

提出日  平成  年  月  日 
 

作 業 員 名 簿 
 
事業所の名称                  一 次                二 次 
所長名                     会社名                会社名              
 
番
号 

ふりがな 
職種 

 最近の健康診断日 特殊健康診断日 健康保険 1    教育・ 実施年月日 

氏  名 血圧 
種 類 年金保険２ 雇入・職長

特別教育 
入場年月日 
教育実施日） 血液型 雇用保険３ 

１ 

 班長コード   年 月 日   
 

年 月 日 

      
年 月 日     

２ 

 班長コード   年 月 日   
 

年 月 日 

      
年 月 日 

    

３ 

 班長コード   年 月 日    年 月 日 

      
年 月 日 

    
 
 
 
 
 

元請確認欄  
 

元請確認欄  
 

１ 上段に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、建設国保、国民健康保険）、下段に健康保険被保険者証の番号の下４けた

（番号が４桁以下の場合は、当該番号）を記載。上記の保険に加入しておらず、後期高齢者である等により、国民健康保険の適用
除外である場合には、上段に「適用除外」と記載。 

２ 上段に年金保険の名称（厚生年金、国民年金等）を記載。各年金の受給者である場合は、上段に「受給者」と記載。 

３ 下段に被保険者番号の下４けたを記載。（日雇労働被保険者の場合には上段に「日雇保険」と記載）事業主である等により雇用
保険の適用除外である場合には上段に「適用除外」と記載。 

１ 左欄に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、建設国保、国民健康保険）、右欄に健康保険被保険者証の番号の下４けた

（番号が４桁以下の場合は、当該番号）を記載。上記の保険に加入しておらず、後期高齢者である等により、国民健康保険の適用
除外である場合には、左欄に「適用除外」と記載。 

２ 左欄に年金保険の名称（厚生年金、国民年金等）を記載。各年金の受給者である場合は、左欄に「受給者」と記載。 

３ 右欄に被保険者番号の下４けたを記載。（日雇労働被保険者の場合には左欄に「日雇保険」と記載）事業主である等により雇用
保険の適用除外である場合には左欄に「適用除外」と記載。 



No 質問内容 回　　答

1
建設業における社会保険未加入対策とは何
か。

建設産業では、下請企業を中心に、関係法令により加入が義務付けられている年金、医療、雇用の各保険（社会保険等）について、
企業としての未加入、労働者の未加入などにより、法定福利費を適正に負担しない保険未加入企業が多数存在しています。
社会保険等への未加入は、技能労働者の処遇の低下など就労環境を悪化させ、若年入職者が減少する一因となっています。そし
て、若年入職者の減少により、経験の積み重ねによって磨かれる技能を熟練者から若者へと承継することが困難となり、建設産業自
体の持続的発展が妨げられることになります。
一方、法律を守らない保険未加入企業の存在によって、適正に法定福利費を負担し、人材育成を行っている真面目な企業ほどコスト
高となり、競争上不利になるという矛盾した状況が生じています。
こうした状況が建設業における社会保険未加入問題であり、保険未加入企業の排除に向けた取組により、建設業の持続的な発展に
必要な人材の確保を図るとともに、企業間の健全な競争環境を構築する必要があります。

2
国土交通省が加入を推進している社会保険
とは。

国民皆保険として法律で国民の加入が義務づけられている保険制度には、医療保険、年金保険、雇用保険、労災保険があります。こ
れらはいずれも１人では支えきれない暮らしの中の避けがたいリスクを国民全体で支えるための仕組みです。
医療保険は、病気やけがで病院にかかった際に医療費がかかるリスクに対し、一定の自己負担だけで治療を受けられるようにするも
ので、健康保険や国民健康保険などがあります。年金保険は、年をとって仕事ができなくなり、収入がなくなるリスクに対し、一定の年
齢以上になったらそれまでの加入期間に応じて毎月年金（障害を負ったときや本人が亡くなった時は障害年金や遺族年金）の給付を
受けられるもので、厚生年金や国民年金などがあります。雇用保険は、失業して収入がなくなるリスクに対し、生活を安定させて就職
活動ができるよう、一定期間、手当の給付を受けられるものです。労災保険は、業務上や通勤上の傷病リスクに対し、療養費用など
の支給を受けられるものです。
この４保険のうち、労災保険は、建設業の場合、原則として元請が一括して加入する方法が一般的ですが、医療、年金、雇用の各保
険は、企業ごとに加入することになっています。しかし、建設業の場合、下請を中心に企業の未加入、労働者の未加入が多数存在し
ています。
このため、医療保険、年金保険、雇用保険を対象として、法律の規定に沿って、加入を勧める為の取組が進められています。

3
なぜ国土交通省が保険加入を推進するの
か。

社会保険などは国の制度であり、これを所管しているのは厚生労働省ですので、これまでも厚生労働省では加入を進めるためのさま
ざまな取り組みが行われており、今後も加入促進に取り組むことには変わりありません。
一方、建設業の適正な競争環境の構築や、持続的な発展を確保することなど産業行政については国土交通省が担当となります。
今回の保険未加入対策の取り組みは、とくに建設業において医療保険、年金保険、雇用保険の３保険への加入状況が低いことに
よって
①適正に法定福利費を負担する企業ほどコスト高となって競争上不利となる現在の不健全な競争市場を改善する必要がある
②いざというときに公的保証が確保されない、賃金が低下するなど悪化が進む技能労働者の就労環境を改善し、若年者の入職の減
少と高齢化に歯止めをかける必要があること
から、国土交通省も建設産業行政の一環として、厚生労働省とも十分に連携しつつ、保険加入を徹底していくこととなりました。

4
国土交通省は今後どのような目標をもって
保険未加入対策を進めるのか。

国土交通省は、中央建設業審議会の取りまとめをふまえて、実施後5年(平成29年度)をめどに、事業者単位では加入義務のある許
可業者の100%、労働者単位では少なくとも製造業と同水準の加入状況を目指しています。
具体的には、 建設業の許可・更新時等に保険への加入状況を確認すること等を通じて加入率の向上をはかり、平成２９年度以降す
べての許可業者が適正に加入済みとなることを目指しています。
また、 専門工事業の業態、 職種によっては、 保険加入の現況と目指すべき姿にギャップがあることから、 まずは排除方策の全体像
を示したうえで、 まずは周知・啓発を重点的に行い、つぎに、下請への加入の指導を進め、その後、加入企業の優先的活用を進める
ことで、平成２９年度以降は未加入者を現場から排除することにしています。

5
元請企業に求められる保険未加入者の排除
措置はどのようなものか。

社会保険への加入を進め、未加入者を排除するためには、元請企業においては、｢社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン｣
に沿って、下請企業の保険加入を確認･指導することが求められます。具体的には、施工体制台帳(再下請負通知書を含む)や作業
員名簿を用いて、下請企業やその労働者の保険加入状況を確認し、未加入の場合には加入するよう指導することになります。
　協力会社組織がある場合には、将来的に保険未加入の協力会社とは契約しないことや、保険未加入の建設労働者の現場入場を
認めないことを見据えつつ、協力会社を指導することも求められます。
  なお、遅くとも平成29年度以降においては、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の全部又は一部について、適用除外でないにもか
かわらず未加入である建設企業は、下請企業として選定しないとの取扱いとすべきであること、また、適切な保険に加入していること
を確認できない作業員については、元請企業は特段の理由がない限り現場入場を認めないとの取扱いとすべきであることが同ガイド
ラインで求められており、これを見据えた対応も必要となりますので、今の段階からすべての下請企業を適切な保険に加入したものに
限定した工事を試行的に実施して、その取組を拡大することや、作業員についても、工事の規模等に鑑みて可能である場合には、す
べての作業員を適切な保険に加入したものに限定した工事を試行的に実施することが望まれます。

6
下請企業への現場での社会保険加入の確
認・指導の具体的な方法は。

元請企業は、｢社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン｣に沿って、直接の下請契約の相手方については、下請企業の選定時
に保険料の領収済通知書等のコピーを提示させて確認を行い、また、二次以下の下請負人については、再下請負通知書の｢健康保
険等の加入状況｣欄により下請企業が社会保険等に加入していることを確認し、いずれも適用除外でないにもかかわらず未加入であ
る場合には、早期に加入手続を進めるよう指導を行うことになります。
　現場の技能労働者についても、新規入場者の受け入れに際して作業員名簿の社会保険欄を確認し、加入すべき保険に未加入であ
る場合には、作業員名簿を作成した下請企業に対し、適切な保険に加入させるよう指導を行うことになります。

7
保険未加入問題については、工事費は安け
ればよいという発注者にも問題があるのでは
ないか。

保険未加入問題については、建設投資が大きく減少し受注競争が激化する中で、過度の価格競争や法定福利費までも変動費化す
るような不公正な競争が行われるところに問題を発生させる構造的な一つの要因があります。
この問題に対応するためには、ただ安ければよいという発注者も、またダンピングしてまでも受注したいという受注者も、いずれも今の
建設産業界の窮状を踏まえて、その行動のあり方を顧みることが必要です。
　このため、国土交通省では、主な民間発注者団体に対し、法定福利費の確保により社会保険等未加入対策の徹底を図る観点か
ら、建設工事の発注に当たって公正な競争が成り立つよう必要以上の低価格による発注をできる限り避けて、必要な経費を適切に見
込んだ価格による発注を行うこと等を求めているところです。
　いずれにしてもこの問題は、行政・発注者・元請企業・下請企業・建設労働者等の関係者が一体となって取り組むことが不可欠であ
り、社会保険未加入対策推進協議会など様々な機会を通じて関係者一体となった取り組みが進められています。

社会保険未加入対策に関するＱ＆Ａ（よくある質問）
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No 質問内容 回　　答

8 保険に加入するとどんなメリットがあるか。

社会保険制度は、私たちの長い職業生活の中で避けては通ることのできない心身上のさまざまな問題に対処するために設けられた
社会保障制度です。
社会保険制度は、私たちが病気やけがをした時に、それらの治療に必要な経費を保険でまかなう制度です。所得が低ければ低い保
険料になっており、実際にかかった費用よりもはるかに安い費用で済ませることができます。
また、病気やけがで働けなくなった時や、高齢化により働けなくなった時にも、その生活を支えるための給付金や年金などの支給を受
けることができます。さらには、失業して収入が途絶えた時は、一定の期間、失業給付を受けることにより、その生活が支えられるとい
う仕組みにもなっています。
このように社会保険制度は、医療、老後の生活、失業などさまざまな角度から生活を支えることを目的とした保険制度なので、労働者
本人だけでなくその家族も含めて、より安心して生活をおくることができる仕組みになっていることから、保険に加入するメリットは大き
いと考えられます。
なお、社会保険制度は国民が支える制度となっており、メリットの有無にかかわらず、職場で働く者の義務として加入しなければなりま
せんので、未加入者はこの機会に加入する必要があります。

9
ただでさえ少ない給料から保険料を引かれ
たら生活できないのだが。

社会保険などは、失業や老後の無収入、病気やけがといった私たちが日常暮らしていく中で個人では支えきれないリスクを、社会全
体で支えてくれる仕組みです。みんなでリスクを支える必要があるため、保険の加入は法律上の義務となっています。同時に、この
セーフティネットを利用することは国民の権利でもあります。
これらの保険によるさまざまな給付は、加入することによってはじめて利用することができます。給付のための費用は、加入する労働
者が負担する保険料はもちろんですが、事業主が負担する保険料（法定福利費）、さらには公の税金も投入されていますので、総じて
みれば、暮らしの中のさまざまな避けがたいリスクに１人で備えるよりも手厚い給付を受けることができます。
保険料の支払いはたしかに負担ではありますが、失業や老後の無収入、病気の時の高額な医療費負担に備えるためにも、社会全体
で支えあう保険に加入しておくことが必要ですし、有利とも言えるでしょう。
平成２５年度以降の公共工事設計労務単価の設定に当たっては、本人負担分の法定福利費相当額が適切に反映されており、国土
交通省から建設業団体、公共発注者及び民間発注者団体に対し、技能労働者への適切な水準の賃金の支払いや社会保険への加
入の徹底等が繰り返し要請されています。

10
経営が厳しい中で保険料の事業主負担がこ
れ以上増えたら経営が成り立たないのだ
が。

社会保険などは、暮らしの中の避けがたいリスクを社会全体で支えるための仕組みですので、保険の加入は法令上の義務となって
います。大切な従業員のことを考えれば、加入は企業の責務であり、保険料の事業主負担分（法定福利費）は、企業としてどうしても
負担しなければならない経費です。
また、法律を守らない未加入企業が、法律をきちんと守って法定福利費を適正に負担している真面目な企業よりも競争上有利になる
ような市場環境は是正する必要がありますし、建設業に若年者が安心して入職できるようにするうえで、社会保険などの福利厚生を
整備して就労環境を改善することは、企業にとっても建設業の将来にとっても必要不可欠です。
たしかに、保険未加入対策の推進にともなって、未加入企業には加入や法定福利費の負担がこれまで以上に強く求められることにな
ります。そのための原資となる法定福利費が発注者から適切に支払われていない場合は、これが適切に支払われるよう、受注者側
からも求めていく必要があります。
国土交通省も法定福利費が着実に流れるよう、ダンピング対策や法令遵守の徹底、発注者や元請などへの働きかけを行うとともに、
事業主負担分の法定福利費の額が予定価格に適切に反映されるよう、国土交通省直轄工事の積算方法を見直しています。また、平
成２５年４月から適用されている設計労務単価では、本人負担分の法定福利費相当額をきちんと反映し、併せて建設業団体、公共発
注者及び民間発注者団体に対し、技能労働者への適切な水準の賃金支払い、社会保険等の加入の徹底等について要請を行うな
ど、環境整備を進めています。
また、元請企業から下請企業、さらには技能労働者にまで法定福利費が行きわたるよう、法定福利費を内訳明示した見積書の活用
を関係者一体となって推進しています。

11
社会保険の強制加入が進むと１人親方が増
えるというが。

事業者である１人親方については、企業にただちに直接雇用することが求められるものではありませんが、他の技能労働者と同様
に、必要な保険（国民健康保険、国民年金）へ加入するよう促していく必要があります。
一方、保険加入を徹底すると、技能労働者を雇用する企業にとって法定福利費の負担が増えることから、これを避けるために社員の
雇用関係を解消して１人親方（事業者）とし、その１人親方と請負関係を結ぶ企業が出ています。
このような企業の都合による１人親方化は、就労環境の改善のために進められている保険未加入対策に逆行するもので、関係法令
に違反する違法行為です。
企業の都合で形式的に請負関係にしたとしても、その実態が雇用関係である場合には請負人とは認められず、健康保険法や厚生年
金保険法の適用にあたって雇用関係があるものとして取り扱われます。
このため、企業の法定福利費負担が軽くはならず、むしろ、保険料未納によるペナルティを受けることにもなりかねません。雇用関係
にあると認められる者については、無理に１人親方にせず、適正に雇用関係を結ぶべきです。

12 一人親方は労働者か、それとも請負人か。

労働基準法では、労働者とは「事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」（第９条）と定められています。一般的
に、一人親方は、請負を前提とした働き方をしており、誰かに使用されているわけでもなく、賃金が支払われているわけでもない事業
者ですので、労働者には当たりません。
　ただし、「労働者」に該当するか、それとも「事業者」に該当するかは、労働の実態によって判断される必要があります。一人親方と
いっても、全ての工事現場で事業者に該当し労働者に該当しないというわけではなく、社会保険等の法律の適用に当たっても、業務
遂行上の指揮監督の有無、専属性の程度など、その時の仕事の実態に応じて労働者なのか請負人なのか判断されることになりま
す。

13 労働者か請負人かを見分ける方法は。

建設労働者を社会保険などに確実に加入させるためには、労働者か請負人かを正確に把握しておく必要があります。しかし、建設工
事に従事している人びとが、労働者として働いているか、請負人の立場で働いているかを見分けることは困難です。とくに建設業の場
合、働いている人自身も自分がどの立場で働いているか不明な場合が多く、施工体制台帳や再下請負通知書の作成にあたって混乱
が生じます。そこで、労働者か請負人かを本人と直接面談または書面などで確認する方法があります。国土交通省では、労働者か請
負人かを判断するためのチェックシート等を掲載したリーフレットを作成しています。

14
なぜ一人親方の増加を抑える必要があるの
か。

建設業は古くから請負という構造のなかで発展してきました。そのなかで職人は経験を積んで、 いずれ1人親方になってさらに親方を
目指すという流れがありました。 しかし、近年は建設投資が大きく減少するなかで、景気の変動や受注量の増減に合わせてできるだ
け身軽な経営をするための調整弁として、1人親方が使われる側面が強くなっています。
とくに社会保険等未加入問題への対策を進めるなかでは、それまで社員として雇っていた技能労働者の社会保険料などの法定福利
費の負担を軽くするために、技能労働者を社外に出して親方への請負という形をつくることで、一人親方が増加することが懸念されま
す。
1人親方は「請負人か、それとも労働者か」の判断が難しく、施工体制台帳や再下請負通知書をつくるとき、関係者を悩ませています。
また、重層下請構造の改善が求められる中で、擬装請負、労働者供給事業の禁止など、1人親方をめぐって解決すべき問題が山積し
ています。この問題に建設業界自らも真剣に取り組み、技能労働者の地位や立場を明確にすることが重要な課題です。
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No 質問内容 回　　答

15
一人親方対策として何を行えばいいのか。
受注量の変動がある以上、雇用化は無理で
はないのか。

法定福利費の負担の増加を嫌って、技能労働者を雇用する企業が雇用関係を解消して一人親方とすることがないようにするために
は、関係者がそれぞれの立場から取り組むことが重要です。
国土交通省では、労働者性の判断基準について周知徹底することとしています。
建設業者団体には、会員企業と共に重層下請構造の是正に向けた自主的な取組を進めることが期待されます。
また、企業の都合による請負関係が生じないようにするためには、企業が法定福利費を負担できるようにすることが重要です。このた
め、国土交通省では、ダンピング対策の徹底とともに、専門工事業における法定福利費の内訳明示を推進しています。なお、国土交
通省直轄工事においては、本来事業者が負担すべき法定福利費の額について予定価格に適切に反映されるように改善されました。

16
社会保険未加入対策推進協議会とは何をす
る団体で、どんな人が参加しているのか。

社会保険未加入問題は業界の構造や慣行などに起因するので、問題解決を個々の企業に委ねるのではなく、行政・発注者・元請・下
請・労働者などの関係者が一体となって対策を進める必要があります。
このため、関係者が課題や取り組み方針を協議し、情報共有をはかる場として「社会保険未加入対策推進協議会」が平成２４年５月
に全国レベルで設立され、７月以降、地方ブロックレベルでも同協議会が設置されました。また、協議会の下には協議会の円滑な運
営を図るためワーキンググループが設置され実務的な意見交換などを行っています。
この協議会には、全国レベル、地方ブロックレベルのいずれにも建設業団体、関係団体、行政（保険担当部局、建設業担当部局）な
どが参加しています。
協議会では、未加入対策を進めるうえでの課題、取り組み方針などを協議するとともに、関係者の取り組み状況の定期的な情報共有
などが行われています。
協議会の活動のもと、関係団体で「社会保険加入促進計画」の策定や、法定福利費を内訳明示した見積書活用の推進・強化などが
進められています。

17
建設業団体から会員企業への周知はどのよ
うに行えばいいのか。

協議会に参加する各建設業者団体では、それぞれの立場から主体的な取組を計画的に進めるため、計画期間を５年間とする「社会
保険加入促進計画」を策定し、団体での現状と合わせて、周知啓発・現場での確認・指導・法定福利費の確保など様々な側面からの
自主的な取組方針を示して、毎年フォローアップを実施することとしています。
　会員企業に対しては、
①その策定する加入促進計画の内容をよく説明し、その着実な実施を求めること
②協議会における議論の内容、申し合わせ等について、周知を行うこと
が、保険未加入対策を進める上で重要です。

18
建設業団体に加入していない事業者へどう
周知するのか。

建設業団体に加入していない事業者には、企業間のつきあいの中での周知や、人が集まる工事現場などでの元請を通じた周知が効
果的かつ重要です。
このため、国土交通省は建設企業や労働者に保険への加入を周知啓発するための資料として、工事現場に掲示できるポスターや配
布しやすいリーフレットの版下などをホームページに掲載しています。

19
周知・啓発のポスター、チラシやパンフレット
を入手するには。

国土交通省では、元請企業・下請企業・技能労働者向けのチラシや、現場周知用のポスター、発注者・元請企業・下請企業・技能労
働者向けのリーフレットの版下が作成され、各建設業団体に電子データが配布されていますので、各団体の事務局にお問い合わせく
ださい。
また、国土交通省のホームページでも電子データが提供されています
（http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000080.html）。

20
社会保険未加入対策に関連した平成24年5
月の建設業法関係法令の改正内容はどの
ようなものか。

平成24年5月に建設業法施行規則及び経営事項審査の項目及び基準を定める告示が改正されました。改正内容は以下の3点です。
①　許可申請書の添付書類に保険加入状況を記載する書面を追加（施行規則第4条改正、様式第20号の3追加）
　建設業の許可又は許可更新の申請時に地方整備局又は都道府県の許可行政庁が保険加入状況の確認、指導等を行うため、申
請書の添付書類に社会保険等への加入状況を記載する書面が追加され、その様式が整備されました。【施行：平成24月11日1日】
②　施工体制台帳等の記載事項に保険加入状況を追加（施行規則第14条の2、第14条の4改正）
　特定建設業者が下請負人の保険加入状況を把握し、適切な指導等を行い建設工事の適正な施工を確保するために、施工体制台
帳の記載事項及び再下請負通知の通知事項として社会保険等への加入状況が追加されました。【施行：平成24年11月1日】
③　経営事項審査における保険未加入企業への減点措置の厳格化（施行規則様式第25号の11、様式第25号の12改正、告示第1の4
の1、付録第2改正）
経営事項審査において、「健康保険及び厚生年金保険」の審査項目が「健康保険」と「厚生年金保険」に細分化されるとともに、「雇用
保険」を加えた３保険に未加入の場合の減点幅が引き上げられました。また、審査項目の細分化に伴い申請書及び結果通知書の様
式が改正されました。【施行：平成24年7月1日】

21
建設業の許可や許可の更新等の申請と社
会保険未加入対策の関係は。

社会保険未加入対策を進めるためには、行政としての取り組みも不可欠です。このため、国土交通省では平成２４年５月に関係法令
を改正し、同年１１月から地方整備局又は都道府県の許可行政庁による建設業の許可や許可の更新等の際に、添付書類として「健
康保険等の加入状況」の提出を求め、保険加入状況を確認しています。
建設業の許可等を申請した企業は、保険未加入の場合は、保険加入の文書指導を受け、加入状況の報告を求められることになりま
す。指導を受けてもなお保険に未加入の場合には、厚生労働省保険担当部局への通報が行われ、保険担当部局からの加入指導や
保険関係法令に基づく職権適用などの措置を受けるほか、それでも加入しない一定の企業は、許可行政庁から建設業法に基づく監
督処分を受ける場合があります。

22
なぜ建設業法で保険未加入者を取り締まる
のか。

建設業における適正な競争環境の構築や、建設業の持続的な発展の確保など、産業行政については国土交通省が担当となります。
今回の社会保険未加入対策の取り組みは、とくに建設業で保険への加入状況が低いために、
①不健全となっている現在の競争市場を是正する必要がある
②低水準となっている技能労働者の就労環境を改善し、 若年者の入職の減少と高齢化に歯止めをかける必要がある
という建設業の健全な発展をはかる観点から行われるものです。
建設業法の「建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与する」という目的をふまえ、加入を義務づける保険関係
法令を守らない未加入企業は建設業者として不適当であることから、建設業の健全な発展をはかるために必要な指導を行うととも
に、必要に応じて監督処分の対象として厳正に対処することになっています。
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23
建設業許可が不要な、軽微な工事のみを請
け負う業者にも保険加入の指導は行われる
のか。

保険未加入対策は「建設産業の持続的発展に必要な人材の確保」と「法定福利費を適正に負担する企業による公平で健全な競争環
境の実現」を目的に進められています。これは建設業許可の有無にかかわらず実現していかなければならない課題です。
このため、「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」で、元請は下請の許可の有無にかかわらず、軽微な工事のみを請け負
う業者であっても、保険加入を確認・指導するよう求められています。将来的には、適用除外でないにもかかわらず未加入である建設
企業を、下請として選定しないよう求められています。

24
測量・設計業や警備業など、建設業に関連
する業種も対象となるのか。

建設業とも密接に関係している測量・設計業や警備業界においても法令によって加入が義務づけられている保険に適切に加入する
ことは必要なことです。
一方で、建設業において取り組んでいる社会保険未加入対策は、建設業の健全な発展の観点から、建設業を所管する立場による指
導権限に基いて「建設業を営むもの」を対象に行っているものですので、最終的には建設業法に基づく処分権限等により担保される
ことになります。
そのため、測量・設計業や警備業における社会保険未加入対策については、その実効性を担保する観点から、一義的には、各業種
を所管している監督官庁や社会保険について所管している厚生労働省において検討して頂くべき課題です。

25
建設業許可の申請時に保険加入を証明する
資料としてどういった書類を提出する必要が
あるのか。

「健康保険」及び「厚生年金保険」の加入状況の確認については、申請時の直前の健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係
る「領収証書又は納入証明書」の写し若しくはこれらに準ずる資料を提出又は提示する必要があります。
また、「雇用保険」の加入状況の確認については、申請時の直前の「労働保険概算・確定保険料申告書」の控え及びこれにより申告し
た保険料の納入に係る「領収済通知書」の写し若しくはこれらに準ずる資料を提出又は提示する必要があります。

26 従業員数は直用の者を含めて数えるのか。

建設業の許可・更新時には社会保険などへの加入状況を記載した書面(様式第20号の3)の提出が必要になりましたが、ここには「従
業員数」を記載することになっています。
従業員は通常、事業所に雇用されている人のことです。直用の者とは、一般的に「当該企業に専属で常時使用される関係にあるが、
給与形態や保険加入などの処遇面で社員とは異なる者」とされています。
しかし、「直用」とは一般的な呼称にすぎません。雇用関係や保険の適用関係を考える際には、その人が「労働者」なのか、請負で業
務を請け負つている「事業者」なのかという観点から個別に整理することが必要です。
直用の者が従業員に該当するかどうかは、最寄りの年金事務所や都道府県労働局に確認してください。

27

建設業許可の申請時に保険加入を証明する
資料としてどういった書類を提出する必要が
あるのか。申請時の添付資料に記入する事
業所整理記号や労働保険番号は何をみれ
ばわかるのか。

添付書類「健康保険等の加入状況」(様式第20号の3)に記載することになっている「事業所整理記号等」は、許可申請の際に一緒に提
出または提示する、直前の健康保険および厚生年金保険の保険料の納入を示す「領収証書」または「納入証明書」などを見ればわか
ります。
「事業所整理記号等」のうち、「健康保険」欄には事業所整理記号および事業所番号(健康保険組合の場合は健康保険組合名)を、
「厚生年金保険」欄には事業所整理記号および事業所番号を記載することになります。
また、「雇用保険」欄には労働保険番号を記載することになっていますが、これも、確認資料である申請時の直前の労働保険概算確
定保険料申告書」の控え、およびこれにより申告した保険料の納入を示す「領収済通知書」などを見ればわかります。

28
社会保険に加入していない企業は建設業の
新規の許可や更新等の許可が受けられない
のか。

社会保険に加入していない企業でも建設業許可の新規の許可や更新等の許可は受けられます。
ただし、保険未加入企業に対しては、地方整備局又は都道府県の許可行政庁から建設業の許可が通知される際に併せて指導文書
が送られ、社会保険等への加入の指導及び一定期日までに加入した旨報告することが求められます。
保険未加入企業が許可行政庁の指導に従わずに、なおも社会保険等に加入しない場合は、企業名（事業所名）等が厚生労働省の
保険担当部局に通報され、加入勧奨等の措置を受けるとともに、それでもなお加入しない一定の企業は、許可行政庁から建設業法
に基づく監督処分を受けることになります。

29
保険未加入が判明した場合、すぐに許可行
政庁から保険担当部局へ通報されるのか。

保険未加入対策の推進にあたって、まずは未加入企業に対する法律上の保険加入義務の周知徹底や未加入企業の自発的加入の
促進が進められます。
未加入が判明した場合、 許可行政庁はすぐに保険担当部局へ通報するのではなく、まずは指導文書により保険への加入を指導し、
一定期日までに加入したことを報告するよう求めます。未加入企業が許可行政庁の指導に従わず、なおも保険に加入しない場合に、
保険担当部局に企業名 (事業所名) などが通報されます。

30 建退共への加入状況もチェックされるのか。

建設業退職金共済制度(建退共)への加入義務についての明確な基準はありませんが、経営事項審査(経審)では、建退共制度への
加入の有無が審査項目とされています。
また、建設業の生産システム合理化指針の「専門工事業者の役割と責任」の指導方針で、建退共への加入は専門工事業者が果たす
べき責任の１つに掲げられています。
さらに、過去の国土交通省通達では「現在の加入状況は建設業者数と比較して必ずしも満足すべきものでなく、また建退共制度に加
入していながら共済手帳の交付を行わず又は共済証紙の貼付を行わない建設業者が一部に見られるなど、その履行状況は十分な
ものとは言い難い」として、発注者に対して現場説明で受注業者が建退共制度に加入することを奨励するとともに、普及・徹底をはか
るよう求めています。

31 社会保険とは。

私たちの長い職業生活の中では、病気、けが、出産、育児、休職、失業、老齢、介護、死亡など心身上さまさまな問題が生じます。保
険は、こういったリスクに備えて人びとが集まってあらかじめお金を出しあい、実際にリスクに遭遇した人に必要なお金やサービスを支
給する仕組みです。
社会保険はこういった保険の仕組みを活用して、法律によって国民に加入を義務づけています。給付と負担の内容が決められてお
り、労働者と事業主が負担する保険料と国の税金などによって支えられています。日本では、医療保険、年金保険、介護保険、労働
者災害補償保険(労災保険)、雇用保険の5つの保険制度にわかれています。
社会保険未加入対策では、このうちの労災保険と介護保険を除いた、医療保険、年金保険、雇用保険一の3つの保険制度を加入の
対象にしています。
なお、建設業法にもとづいて保険加入の確認や指導が行われる際の書面に「健康保険等の加入状況」と記されている場合は、健康
保険、厚生年金保険、雇用保険の3つの保険制度を指すことに注意してください。
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32
国民年金や国民健康保険への加入も強制さ
れるのか。

国土交通省が進めている建設業の社会保険未加入問題への対策は、建設企業で働く労働者にいざというときの公的保証を確保する
ため、健康保険、厚生年金保険、雇用保険への加入を進めているものです。
事業所で健康保険や厚生年金保険が適用されない人は国民健康保険や国民年金の被保険者となりますので、自ら適切な保険に加
入手続きをしなければなりません。

33
保険加入に消極的な経営者に対して労働者
からできることは。

社会保険などに加入すると、企業には保険料の事業主負担分（法定福利費）を支払う必要が生じるため、経営者はそのための原資を
確保しなければなりません。また、各種の手続も必要になります。このため、保険加入に消極的な事業者もいるでしょう。
未加入企業で働く労働者の方は、国土交通省ホームページ
（http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000080.html）に掲載されている事業者向けのパンフレットや
リーフレットを活用して、
①加入は法律上の義務であるとともに、労働者からすれば給付を受ける権利でもあること
②元請からも加入を指導されること
③「法令遵守ガイドライン」でも法定福利費の確保が求められていること
④平成29年度以降は未加入企業や未加入労働者の排除が求められていること
⑤法定福利費の確保に向けて、関係者が一体となって取り組むとされていること
などを説明してねばり強く働きかけるべきです。また、なかなか理解が得られない場合は、国や都道府県の建設業許可部局や年金事
務所、ハローワークなどの保険担当窓口に相談することも必要です。

34
社会保険等への加入手続きについて相談し
たいときは。

保険制度や加入方法についてご相談がある場合には、（一財）建設業振興基金に設けられた相談窓口を経由して、全国社会保険労
務士会連合会が依頼する社会保険労務士の相談員に無料の電話相談に応じてもらうことができます。詳しくは、
http://www.kensetsu-kikin.or.jp/hoken-kanyu/をご覧下さい。
実際の加入手続を社会保険労務士に代行してもらう場合には、業務委託契約を結ぶ必要があり、これは有償となりますが、上記の建
設業振興基金、全国社会保険労務士会連合会を通じて、社会保険加入手続の委託に応じてくれる社会保険労務士のリストの提供を
受けることができます。

35
建設国保組合などの国民健康保険組合に
入っている人も協会けんぽに入り直さないと
いけないのか。

現在、建設業においては関係者を挙げて社会保険等未加入対策に取り組んでいるところですが、保険への加入については、法人・個
人事業主の別や、個人事業主においては従業員規模等を踏まえ、適切な保険へ加入することが求められています。
病気やケガに備えた医療保険への加入については、地域の建設企業のうち、常時５人以上の従業員を使用している場合又は法人で
あって常時従業員を使用している場合には、全国健康保険協会が運営する健康保険（通称「協会けんぽ」）に事業所として加入するこ
とが健康保険法上求められています。協会けんぽの被保険者とならない５人未満の従業員を使用する事業主や一人親方などであっ
て、現在既に建設業に係る国民健康保険組合（※）に加入している者については、既に必要な健康保険に加入しているものとして取り
扱われるものであり、社会保険等未加入対策上、改めて協会けんぽに入り直すことは求められていません。
　※　国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事する者を組合員として、国民健康保険事業を運営することが認められた保
険者であり、国民健康保険法上の公法人です（現在では新設は認められていません）。

　なお、法人や常時５人以上の従業員を使用している事業者が建設業に係る国民健康保険組合に加入している場合もありますが、
従前から国民健康保険組合に加入している個人事業主が法人化した際、あるいは、常時使用する従業員が５人以上に増加した際
に、必要な手続き（年金事務所（平成22年以前は社会保険事務所）による健康保険被保険者適用除外承認申請による承認）を行って
加入しているものであれば、適法に加入しているものです。年金制度は厚生年金に加入し、医療保険制度は国民健康保険組合に加
入している事業所であれば、改めて協会けんぽに入り直すことは求められていません。

36
「社会保険の加入に関する下請指導ガイドラ
イン」とは。

社会保険等未加入問題については、関係者を挙げて対策を進め、技能労働者の雇用環境の改善や不良不適格業者の排除に取り組
むことが求められています。そのため、元請企業においても下請企業に対する指導等の取組を講じる必要があります。
元請企業には、建設労働者の雇用の改善等に関する法律（昭和51年法律第33号）第６条第２項の規定により、関係請負人に対し、雇
用保険その他建設労働者の福利厚生に係る適正な管理に関し助言、指導その他の援助を行う努力義務があります。
一方、建設業法施行規則の改正等により、施工体制台帳、再下請負通知書、作業員名簿に保険加入状況を記載することとなり、保
険加入状況を確認する仕組みが整えられました（平成24年11月1日施行）。
「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」は、こうした状況を踏まえ、建設業における社会保険の加入について、元請企業及
び下請企業がそれぞれ負うべき役割と責任を明確にし、建設企業の取組の指針となるべきものとして国土交通省において策定された
ものです。
同ガイドラインでは、元請企業の役割・責任として、現場における周知啓発、法定福利費の適正な確保のほか、協力会社組織を通じ
た加入状況の定期的把握と加入指導を行うこと、個々の工事を下請発注する際の下請企業選定時に加入状況の確認と加入指導を
行うこと、二次以下の下請についても再下請負通知書により加入状況の確認と加入指導を行うこと、作業員についても作業員名簿を
活用して加入状況の確認と加入指導を行うことが求められています。そして、遅くとも平成29年度以降においては、社会保険等の全
部又は一部に適用除外ではなく未加入の建設企業を下請企業に選定しない取扱をすべき、適切な保険への加入が確認できない作
業員についても、特段の理由がない限り現場入場を認めない取扱をすべきとされています。
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37
平成27年4月1日から適用する「社会保険の
加入に関する下請指導ガイドライン」の具体
的な改訂内容は。

「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」は、平成24年11月に施行したものですが、当初の内容は、平成24・25年度にかけて
の取組を中心に記載したものであり、その後、本ガイドラインに基づく取組状況等を踏まえて必要があると認めるときは、内容の見直
しなど所要の措置を実施することとしていました。社会保険等未加入対策については、取組を開始してから約３年が経過し、本ガイド
ラインを施行した時点から、関連する取組も進展してきたところです。そうした状況や、国土交通省で実施した社会保険等加入及び法
定福利費を内訳明示した見積書に関する実態調査等の結果も踏まえ、本ガイドラインを改訂することとしました。
本ガイドラインの改訂にあたっては、主に、①法定福利費を内訳明示した見積書の活用が十分に進んでいないことから、活用を促進
するための環境整備が必要であること、②社会保険等未加入対策の目標年次まで２年余りに迫っていることから、平成２９年度以降
の姿を見据えた具体的取組内容を明示するとともに、派生する課題への対応（加入状況の記載の真正性の確保、保険加入義務の潜
脱を図った小規模事業主化の抑止）が必要であることという２つのポイントを課題として捉え、検討を行ったものであり、主な改訂内容
は以下のとおりです。

（１）法定福利費を内訳明示した見積書提出の見積条件への明示等
・法定福利費を内訳明示した見積書を提出しやすい環境を構築するため、元請企業から下請企業に対する見積条件に本見積書の提
出について明示することを記載（下請企業が再下請に出す場合も同様）。
・提出された本見積書を尊重し、各々の対等な立場における合意に基づいて請負金額に適切に反映することが必要であり、他の費用
との減額調整を厳に慎むことを記載。

（２）適切な保険に加入した下請企業・労働者のみからなる工事の試行的実施（モデル現場）
・平成２９年度以降を見据え、すべての下請企業を適切な保険に加入したものに限定した工事や、工事の規模等に鑑みて可能である
場合にはすべての作業員を適切な保険に加入したものに限定した工事を試行的に実施することが望ましいと記載。

（３）情報システムへの関係資料の添付による保険加入情報の記載の真正性の確保
・保険加入状況に関する作業員名簿の記載の真正性の確保に向けた措置について、「望ましい」から「努める」に改めるとともに、近
年、普及してきている施工体制・労務安全書類の作成・管理に関する情報システムにおいて関係資料を電子データで添付する方法に
よることを許容。

（４）施工体制台帳・再下請負通知書・作業員名簿の正確な記載による雇用と請負の明確化
・ 施工体制台帳、再下請負通知書及び作業員名簿について、下請企業と建設労働者との関係を正しく認識した上で記載するよう明
記。
　
本ガイドラインの改訂については、元請企業及び下請企業において取り組んでいただくための指針であるため、平成27年1月15日か
ら同年2月16日までパブリックコメントを実施し、提出いただいた意見も踏まえながら内容を決定しており、改訂内容については平成27
年4月1日から適用となっています。

38
元請企業が下請企業の保険加入の指導を
行うのはなぜか。

建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)においては、元方事業主に対して、関係請負人に対して雇用保険
その他建設労働者の福利厚生に関する事項等の適正な管理に関して助言、指導その他の援助を行うように努めることが義務づけら
れています(第8条第2項)。
　元請企業は、請け負った工事の全般について、下請企業よりも広い責任や権限を持っています。元請企業が発注者との間で行う請
負価格、工期の決定などは、下請企業の経営の健全化にも大きな影響をもたらすものであることから、下請企業の企業体質の改善
について、元請企業も相応の役割を分担することが求められます。
　とりわけ社会保険等については、関係者を挙げて未加入問題への対策を進め、加入を徹底することが必要です。このため、下請企
業に対する指導等の取組を行い、技能労働者の雇用環境の改善や不良不適格業者の排除に取り組むことが求められています。

39
元請企業による指導の対象となる下請企業
の範囲は。

平成24年7月4日に国土交通省から示された｢社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン｣による下請指導の対象は、元請企業と
直接の契約関係にある者に限られず、元請企業が請け負った建設工事に従事するすべての下請企業が対象となります。

40
元請企業は2次、3次など下位の下請企業も
直接指導するのか。

　｢社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン｣による下請指導に当たっては、元請企業がすべての下請企業に対して自ら直接
指導を行うことが求められているわけではなく、直接の契約関係にある下請企業に指示し、又は協力させ、元請企業はこれを統括す
るという方法で行うことも可能とされています。
　ただし、直接の契約関係にある下請企業が指導を怠った場合や、直接の契約関係にある下請企業がその規模等にかんがみて明ら
かに実施困難であると認められる場合には、元請企業が直接指導を行うことが必要です。

41
元請企業による保険加入の下請に対する指
導の具体的な方法は。

元請企業は、｢社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン｣に沿って、適用除外でないにもかかわらず未加入である場合には、そ
の企業に対して早期に加入手続を進めるよう指導を行うことになります。
また、現場の技能労働者についても、新規入場者の受け入れに際して作業員名簿の社会保険欄を確認し、加入すべき保険に未加入
である場合には、作業員名簿を作成した下請企業に対し、適切な保険に加入させるよう指導を行うことになります。
これらの指導に当たっては、状況に応じてまずは口頭による指導を行うことも考えられますが、最終的には文書による指導を行うこと
で、指導の実績を残して今後の下請企業の選定等に役立てていくことが適切です。

42
元請企業による下請企業の保険加入状況の
把握方法は。

元請企業は、｢社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン｣に沿って、直接の下請契約の相手方については、下請企業の選定時
に保険料の領収済通知書等のコピーを提示させて確認を行い、また、二次以下の下請負人については、再下請負通知書の｢健康保
険等の加入状況｣欄により下請企業が社会保険に加入していることを確認することになります。
　また、元請企業は、新規入場者の受け入れに際して各作業員(建設業に従事する者に限る。)について作業員名簿の社会保険欄を
確認することで作業員単位での保険加入状況を把握することになります。 なお、保険加入状況に関する作業員名簿の記載の真正性
の確保に向けた措置について、近年、普及してきている施工体制・労務安全書類の作成・管理に関する情報システムを活用している
場合は、関係資料を電子データで添付する方法によることも可能です。

6／11



No 質問内容 回　　答

43
再下請負通知書による保険加入状況の確認
はどのように行うのか。

　｢社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン｣においては、特定建設業者たる元請企業は、再下請負通知書の｢健康保険等の
加入状況｣欄により二次以下の下請企業が社会保険に加入していることの確認をすること、また、確認の結果、適用除外でないにも
かかわらず社会保険等に未加入である場合には、早期に加入手続を進めるよう指導を行うことが求められています。
　この加入状況の確認に当たっては、必要に応じ、下請企業に保険料の領収済通知書等関係資料のコピーを提示させるなど、真正
性の確保に向けた措置を講ずるよう努めることとなっています。なお、雇用保険については厚生労働省の労働保険適用事業場検索
サイト(http://chosyu-web.mhlw.go.jp/LIC_D/)において適用状況を確認することができます。
　平成24年11月以降に発注者と特定建設業者が請負契約を締結した工事に係る施工体制台帳については、同ガイドライン別紙2の
作成例を参考として作成し、適正な施工体制の確保に努めることが求められます。

44 作業員名簿による確認･指導方法について。

元請企業は、｢社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン｣に沿って、建設工事の施工現場で就労する建設業に従事する作業員
について、新規入場者の受け入れに際し、作業員名簿の社会保険欄を確認することになります。
確認の結果、
①全部又は一部の保険について空欄となっている作業員
②法人に所属する作業員であるにもかかわらず、健康保険欄に｢国民健康保険｣と記載され、又は(及び)年金保険欄に｢国民年金｣と
記載されている者
③個人事業所で5人以上の作業員が記載された作業員名簿において、健康保険欄に｢国民健康保険｣と記載され、又は(及び)年金保
険欄に｢国民年金｣と記載されている作業員
がある場合には、作業員名簿を作成した下請企業に対し、適用除外となる者を除き、作業員を適切な保険に加入させるよう指導する
ことになります。
また、各作業員の保険加入状況の確認を行う際には、必要に応じ、下請企業に社会保険の標準報酬決定通知書等関係資料のコ
ピー（保険加入状況の確認に必要な事項以外を黒塗りしたものでも構わない）を提示させるなど、記載事項の真正性の確保に向けた
措置を講ずるよう努めるとともに、近年普及してきている施工体制・労務安全書類作成のための情報システムを利用して各作業員の
保険加入状況を確認する場合にあっては、必要な資料を電子データで添付する方法により提示させることも可能です。
なお、作業員名簿に記載する被保険者番号等は個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第２条第１項に規定する個
人情報に該当しますので、同法及び「国土交通省所管分野における個人情報保護に関するガイドライン」（平成２４年国土交通省告示
第３６３号）に留意し、適切に取り扱うことが必要です。

45
建設業許可を持たない下請企業も元請によ
る指導の対象となるのか。

　｢社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン｣では、建設業の許可の有無にかかかわらず下請企業に対する加入指導を元請企
業から行うこととされており、建設業許可を持たない下請に対する指導も必要です。

46
下請企業の未加入が判明した場合の取扱い
は。

元請企業は、下請企業が適用除外でないにもかかわらず未加入である場合には、｢社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン｣
に沿って早期に加入手続を進めるよう指導を行うべきとされています。
　また、遅くとも平成29年度以降においては、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の全部又は一部について、適用除外でないにもか
かわらず未加入である建設企業は、下請企業として選定しないとの取扱いとすべきです。

47
保険加入の指導に従わない下請企業の取
扱いは。

｢社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン｣では、現在のところ保険加入の指導をしても従わない下請企業について、下請契約
を解除することまでは求められていませんが、下請企業について社会保険等の適用除外でないにもかかわらず未加入である場合に
は、早期に加入手続を進めるよう指導を行っていくこととされています。
また、社会保険等に未加入の企業は、保険関係法令を遵守していない不良不適格業者という位置付けとなりますので、下請企業の
選定時には、こうした未加入企業と取引関係を持つことは望ましくないことから、将来的に下請から排除することも選択肢となり得ま
す。
そして、遅くとも平成29年度以降においては、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の全部又は一部について、適用除外でないにもか
かわらず未加入である建設企業は、下請企業として選定しないとの取扱いとすべきとされています。

48
台帳や名簿等の確認は必ず工事現場で行
わなければならないのか。

｢社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン｣では、元請企業には、直接の下請契約関係のない下請を含め、すべての下請企業
に対し自ら直接指導を行うことが求められるものではなく、直接の契約関係にある下請企業に指示し、又は協力させ、元請企業はこ
れを統括するという方法も可能とされています。
これを踏まえ、本ガイドラインでは、下請企業に対する指導と確認の事務の相当部分を調達部門に担って頂くことを想定し、効率的な
事務の実施を図るために協力会社組織を通じた指導や下請企業選定時の確認等について記載されています。
再下請負通知書の確認は場合によっては支店･営業所で一元的に行うことも可能であり、工事現場では、ポスター掲示による周知啓
発や、作業員名簿を活用した定型的なチェックなどを行うものとされていますが、必ずしも現場での書類確認が求められているもので
はなく、元請企業が、各作業員の保険加入状況が記録された情報システムを利用するなど、作業員名簿の確認以外の方法により各
作業員の保険加入状況を把握できる場合には、当該方法による確認も可能とされています。

49
作業員名簿の様式はガイドライン別紙３の通
りでなくてはならないのか。

　｢社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン｣の別紙3は、作業員名簿の作成例であり、必ずしもこの形に沿ったものでなくても、
社会保険の名称、被保険者番号等の必要な情報を記載する欄が分かりやすく設けられているものであれば問題はありません。

50
施工体制台帳の中で、一人親方については
国保の番号を記載するのか。

施工体制台帳及び再下請負通知書におけるチェックは、事業所単位での加入状況を確認するものであることから、いわゆる一人親
方が事業主として受注した場合には、｢保険加入の有無｣欄の｢適用除外｣を○で囲み、｢事業所整理記号等｣欄のうち各保険の番号欄
は空白のままとします。
　なお、事業主が労務関係諸経費の削減を意図して、これまで雇用関係にあった労働者を、請負契約関係にある個人事業主にする
ことがありますが、請負契約の形式をとっていても業務遂行上の指揮監督の有無、専属性の程度などの実態が雇用労働者であれ
ば、労働者として保険関係法令が適用され、それが明らかになったときは保険料の追納もあり得ることになりますので留意が必要で
す。

51
下請企業を指導する義務は施工体制台帳の
作成が義務づけられていない元請企業には
課されていないのか。

施工体制台帳の作成等が義務付けられていない場合であっても、建設工事の適正な施工を確保する観点から、元請企業は規則第
14条の2から第14条の7までの規定に準拠した施工体制台帳の作成等が勧奨されているところです(｢施工体制台帳の作成等につい
て｣(平成7年6月20日建設省経建発第147号)参照)。
｢社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン｣では、建設工事の施工に係る下請企業の社会保険等の加入状況及び各作業員の
保険加入状況についても、元請企業は適宜の方法によって把握し、未加入である場合には指導を行うべきであるとされています。
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52
国民健康保険や国民年金の加入者や社会
保険に該当しない短期の雇用者は保険未加
入という扱いになるのか。

社会保険等未加入対策の取組は、法人･個人事業主の別や、個人事業主にあっては従業員規模等を踏まえて、現行制度で求められ
ている適切な保険への加入を確保しようとするものであり、現行法制度に沿って適正に国民健康保険や国民年金に加入している方に
ついては、改めて保険に入り直す必要はありません。
また、臨時に使用され一ヶ月以内で日々雇用される方等についても、健康保険や厚生年金保険の適用除外となりますので同様です。
作業員名簿には、加入している保険の名称と、被保険者番号を記載しますので、健康保険や厚生年金への加入義務がない方は、国
民健康保険や国民年金保険に加入していれば保険加入として扱われるため、作業員名簿に加入している保険名等を記載することが
必要です。
しかしながら、国民健康保険や国民年金保険に加入している方であっても、常時5人以上の従業員を使用している場合又は法人で
あって常時従業員を使用している場合など、健康保険や厚生年金保険への加入義務がある事業所で働く方については、適正な保険
に加入するよう、元請企業は下請企業を指導しなければなりません。

53
元請企業は工事現場にいるすべての従業員
の保険加入状況を把握する必要があるか。

　｢社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン｣では、元請企業には、直接の下請契約関係のない下請企業を含め、すべての下
請企業に対し自ら直接指導を行うことが求められるものではなく、直接の契約関係にある下請企業に指示し、又は協力させ、元請企
業はこれを統括するという方法も可能とされています。
同ガイドラインにおいては保険加入状況の把握は、作業員(建設業に従事する者に限る。)を対象に行うものとされており、事務員、清
掃員や場内整備員、残土運搬運転手等、現場の建設労働者でない者を作業員名簿に記載させ、保険加入状況の確認を求めようと
するものではありません。
なお、派遣社員(事務員)については、派遣元会社が保険加入手続きを行いますが、建設業に従事する作業員の派遣が認められてい
るのは｢建設業務労働者就業機会確保事業｣(建設労働者の雇用の改善等に関する法律第5章)による場合に限定されており、これに
よらない作業員の派遣は違法(偽装請負)ですので十分な留意が必要です。

54
社会保険未加入の作業員の入場を禁止する
必要があるか。

｢社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン｣では、遅くとも平成29年度以降においては、適切な保険に加入していることを確認で
きない作業員については、元請企業は特段の理由がない限り現場入場を認めない取扱いとすべきとされています。

55
作業員の保険加入番号の把握は個人情報
保護法に抵触する恐れがあるのではない
か。

作業員名簿に記載する被保険者番号等は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報
に該当することから、同法及び｢国土交通省所管分野における個人情報保護に関するガイドライン｣(平成24年国土交通省告示第363
号)に留意し、適切に取り扱うことが必要です。
特に、作業員名簿の元請企業への提出に当たっては、利用目的(保険加入状況を元請企業に確認させること)を示した上で、あらかじ
め作業員の同意を得ることが必要です。

56
労働者か請負人か判断が難しいケースがあ
るのだが。

　建設業においては、様々な形で労務の提供が行われていますが、その働き方が「労働者」に該当するか、それとも「事業者」に該当
するかは、その立場により適用される法律が異なるため、非常に重要な問題です。
　労務の提供者が労働者に該当する場合には、通常、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険への加入義務があり、事業主は、その
労働者のため保険料の事業主負担分を支払うことが必要です。一方、事業者に該当する場合には、雇用保険は適用されず、医療保
険及び年金保険はその労務提供者自身で国民健康保険及び国民年金に加入することとなります。
労務の提供者が労働者に該当するのか事業者に該当するのかは、雇用契約を結んでいない、請負契約を結んでいる、といった外形
にかかわらず、業務遂行の際具体的な指揮監督を受けているのかどうか、機械・器具等は自分のものではなく工務店等のものを使
用しているのかどうか、特定の企業の仕事のみを長期にわたり継続して請け負っているかなど、労働の実態によって判断されることに
なります。
国土交通省は、労働者性や請負等の判断基準を現場で当てはめた際に、どのような場合に労働者に該当し、事業者に該当するの
か、分かりやすい事例を示したリーフレットを作成しています。

57
現場を転々と渡り歩いている作業員も社会
保険に加入させなければならないのか。

建設工事は、単品受注生産という特性があり、このため、技能労働者は、様々な注文者の工事に従事することが通常です。工事現場
が様々であっても、技能労働者の就労形態に応じて所定の社会保険等に加入することが法律で義務づけられていますし、また、建設
業の持続的発展に必要な人材の確保、企業間の健全な競争環境の構築を図る上でも社会保険等への加入は不可欠です。
このため、今般、建設現場で広く普及している建設業団体が作成している作業員名簿の様式が改正され、各作業員の加入している健
康保険、年金保険及び雇用保険の名称及び被保険者番号等の記載欄が追加されました。
この作業員名簿を活用することによって、元請企業は、新規入場者の受け入れに際して、各作業員の社会保険欄を確認し、空白に
なっているなどの場合には、作業員名簿を作成した下請企業に対し、作業員を適切な保険に加入させるよう指導すべきことが「社会
保険の加入に関する下請指導ガイドライン」において定められています。

58
元請企業が未加入の下請企業を指導してい
るか、チェックされるのか。

未加入の下請企業に対する元請企業からの加入指導については、「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」において、元請
企業の役割と責任として、元請企業においても下請企業に対する指導等の取組を講じる必要があるとされています。
その上で元請企業には、施工体制台帳や作業員名簿を活用して確認する中で保険未加入が確認された際には、保険に加入するよう
下請企業を指導することが求められています。
許可行政庁からは、本店及び営業所への立入検査や建設工事現場の立入検査が行われる際に、元請企業が未加入の下請企業を
適切に指導しているかチェックが行われます。

59
元請企業が未加入の下請企業を指導してい
ない場合、元請企業に対し何か罰則がある
のか。

許可行政庁が本店及び営業所への立入検査や建設工事現場の立入検査を行った際に、元請企業から未加入の下請企業に対する
指導が行われていないことが確認された場合には、指導を行っていない元請企業は、現在のところ法令上の監督処分は予定されて
いませんが、許可行政庁から「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」等の趣旨を踏まえ下請企業を適切に指導するよう指
導等を受けることになります。
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60
未加入業者を将来的に現場から排除するこ
とについての法令の根拠は。

｢社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン｣では、遅くとも平成29年度以降においては、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の
全部又は一部について、適用除外でないにもかかわらず未加入である建設企業は、下請企業として選定しないとの取扱いとすべきと
されていますが、これは法令で定められているものではなく、企業として期待される対応方針を示しているものです。
社会保険の適用除外でないにもかかわらず未加入である建設企業は、社会保険に関する法令を遵守しない企業であり、このような
不良･不適格業者を放置することは、適正かつ公正な競争を妨げ、公共工事の品質確保、適正な費用による施工等の支障になるだ
けでなく、技術力･経営力を向上させようとする優良な建設業者の意欲を削ぎ、ひいては建設業の健全な発達を阻害することとなりま
す。このため、不良不適格業者の排除について｢入札契約適正化指針｣(閣議決定)でも定められています。
元請企業においては、これらを踏まえ、遅くとも平成29年度以降においては、保険未加入企業を下請企業として選定しない取扱いと
すべきです。

61
法定福利費の確保に向けた行政の取り組み
は。

社会保険などへの加入の原資となる法定福利費が、発注者から元請を経由して個々の下請まで適正に支払われるようにするために
は、各専門工事業団体において内訳明示された見積書の提出を進めるとともに、発注者、元請、下請それぞれの立場から法定福利
費の確保が進められるようにすることが重要です。
このため、国土交通省は各専門工事業団体に対して、法定福利費を内訳明示した見積書を作成・活用するよう要請するとともに、発
注者、元請、下請それぞれの取組を進めるため、次のような取り組みを行っています。

①民間発注者団体に対し、低価格発注を避け、法定福利費が確保されるよう見積、入札、契約の際に配慮するよう求める
②発注者・受注者間の法令遵守ガイドラインおよび元請・下請間の法令遵守ガイドラインで、見積時から法定福利費を必要経費として
適正に考慮すべきこと、状況によっては建設業法に違反するおそれがあることを示す
③事業者が本来負担すべき法定福利費の額が予定価格に適切に反映されるよう、国土交通省直轄工事の積算方法を見直し
④平成２５年度以降の公共工事設計労務単価の改定に当たり、未加入者分も含めて法定福利費の本人負担分相当額を適切に反映
するとともに、併せて、建設業団体、公共発注者及び民間発注者団体宛に、技能労働者への適切な水準の賃金支払い、社会保険の
加入の徹底等について要請する、
⑤総合工事業者（元請）から専門工事業者（下請）へ法定福利費が適切に支払われるようにするため、元請工事業団体に対し、法定
福利費が内訳明示された見積書の提出について、元請企業において同見積書の提出を下請企業への見積条件とするなど、提出し
やすい環境を整備するとともに、それを尊重して下請契約を締結するよう要請する
⑥下請企業に対し、下請企業が標準見積書の活用等により法定福利費が内訳明示された見積書の作成・提出を自ら進め、更に下請
企業に発注しようとする際には、当該下請企業に対し、同様に見積書の作成・提出を求めるよう働きかける旨を要請する
⑦元請工事業団体に対し、法定福利費を確保する代わりに労務費を引き下げるといった懸念を払拭するため、元請・下請間の法令
遵守ガイドラインを踏まえ、見積時から契約まで必要な労務費と合わせて適正な法定福利費が確保されるよう、各社の関係部門・関
係担当者も含めて周知するよう要請する
⑧総合工事業団体（元請）に対し、主な民間発注者団体に法定福利費を適正に考慮した金額により見積及び契約締結を行うよう求め
る旨を要請する
⑨主な民間発注者団体あてに見積・入札・契約の際、受注者から提示される法定福利費を尊重して適正に考慮することを求める通知
を発出するとともに、地方公共団体等に対して、国土交通省と同様の取組を行うよう要請する。

62
下請企業から元請企業（上位の注文者）に
対して提出する見積書に法定福利費の内訳
を明示することは法律上の義務であるのか。

社会保険等への加入を徹底していくためには、主に技能労働者等を雇用している下請企業が必要な法定福利費を確保していくことが
重要です。そのため、見積りに当たっては従来の総額単価だけではなく、その中に含まれる法定福利費を内訳として明示することによ
り、必要な金額を確保していく必要があります。そこで、各専門工事業団体で業種の特性等に応じて法定福利費を内訳明示した見積
書が作成できるよう標準見積書を作成し、これを活用するなどして法定福利費が内訳明示された見積書を提出する運動を業界挙げ
て推進中です。
この取組については、見積書を提出する際に法定福利費を内訳明示することを直接的に義務づけた法律等の規程はありませんが、
下請負人の見積書に法定福利費相当額が明示され又は含まれているにもかかわらず、元請負人がこれを尊重せず、法定福利費相
当額を一方的に削減したり、労務費そのものや請負金額を構成する他の費用（材料費、労務費、その他経費など）で減額調整を行う
など、実質的に法定福利費相当額を賄うことができない金額で建設工事の請負契約を締結し、その結果「通常必要と認められる原
価」に満たない金額となる場合には、当該元請下請間の取引依存度等によっては、建設業法第１９条の３の不当に低い請負代金の
禁止に違反するおそれがあります。
また、社会保険の加入促進に向けて重要な取組であることから、「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」においては、法定
福利費の適正な確保のために、建設産業において、専門工事業団体等が作成した標準見積書の活用等による法定福利費相当額を
内訳明示した見積書を下請企業から元請企業に提出する取組が行われているところであり、これを提出する環境づくりが必要である
ことなど、元請企業及び下請企業が具体的に取り組むべき事項を定め、更なる普及・定着に向けた環境整備を行っております。

63
法定福利費を確保するため、専門工事業団
体は何をすればいいのか。

専門工事業（下請）における見積書は、一般的にキロ単価やトン単価で表示され、専門工事業者が負担すべき法定福利費の金額が
明らかでありません。これでは、元請や発注者に法定福利費の負担を求めることも困難です。
このため、見積りに当たって従来の総額単価ではなく、その中に含まれる法定福利費を内訳として明示することにより、必要な金額を
確保していく必要があります。
見積時に内訳明示する法定福利費相当額は、自社の施工実績等に基づいて算定することが基本です。しかし、外注するなどして正
確な把握が困難な場合もありますし、業種ごとの特性によって見積方法も様々です。そのため、各専門工事業団体において、見積時
に法定福利費を内訳明示するための「標準見積書」を作成するとともに、各業界の取引実態も踏まえ、各社の実情に応じた法定福利
費の額を簡便に算定することができるよう、作成手順書も含めて策定し、これらを法定福利費の算定を行おうとする専門工事業者の
参考に供し、専門工事業者が見積時に元請などに対して提示していくことができるよう取り組んでいます。
専門工事業団体には、書式などを作成したうえで、団体による説明会、団体ホームページへの掲載、下請企業自身の経理の明確化
など、様々な機会をとらえて、関係者への周知啓発等を進めるとともに、実際に元請との間で活用するよう働きかけることが求められ
ます。
国土交通省もこうした取り組みが実効あるものとなるよう、民間発注者団体や元請工事業団体、公共発注者に対して要請を行ってお
ります。
また、関係者が課題や取り組み方針を協議し、情報共有をはかる場として設置している「社会保険未加入対策推進協議会」では、平
成25年9月に開催した第三回の会合において下請企業から元請企業へ法定福利費を内訳明示した取組を一斉に活用すること、平成
27年1月に開催した第四回の会合において、法定福利費を内訳明示した見積書の活用による法定福利費の確保に向けた関係者の
更なる取組の強化について関係者間で申し合わせを行っております。
各専門工事業団体においては、この申し合わせに基づいて、主に下請企業となる会員企業が、雇用者と請負関係にあるものを明確
に区分した上で、自ら雇用する建設労働者を適切な保険に確実に加入させるとともに、請負関係にある者に対しても同様の対応を行
うよう指導を強化すること、注文者（元請企業又は直近上位の下請企業）に対して法定福利費を内訳明示した見積書を確実に提出す
ること、自社の経理を明確化することを実行できるように働きかけていくことが求められます。
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64
公共工事の発注価格には法定福利費は含
まれているのか。

法定福利費は、工事の受注者が義務的に負担しなければならない経費ですので、発注者が所要額を適切に見込む必要があります。
国土交通省では直轄工事において、社会保険等の加入に必要な法定福利費（事業主負担分、本人負担分）を適切に反映できるよう
以下のような措置を実施しております。

（１） 事業主負担分に関する措置
① 国土交通省直轄土木工事における積算については、平成２４年４月から、現場管理費率式の見直しを実施
② 国土交通省官庁営繕工事における積算については、平成２５年１０月公告分から、複合単価および市場単価の補正を実施
（２） 本人負担分に関する措置
平成25年度以降の公共工事設計労務単価において、社会保険への加入徹底の観点から必要な法定福利費相当額を反映

65
法定福利費の内訳明示は下請総額に占め
る法定福利費の総額でいいのか。

見積時の法定福利費の内訳明示は、工種ごとなどの金額ではなく、総額について行うことが想定されています。なお、総額の算出の
過程では、一定の積み上げを行う手法によることも考えられます。
具体的には、各専門工事業団体が作成する「作成手順書」（見積時に法定福利費を内訳明示するための標準見積書とあわせて検
討・作成するもの）で、算出方法を示している団体もあります。
算定に当たっては、各業種の実情に応じた一定の方法により当該工事に係る労務費の総額を算出し、これに法定福利費の保険料率
を乗じる方法が基本となります。
なお、業種によっては労務費の総額を算出することが困難な場合があり得ることから、例外的な方法として、工事費に含まれる平均
的な法定福利費の割合や工事の数量当たりの平均的な法定福利費をあらかじめ算出した上で、個別工事ごとの法定福利費を簡便
に算出する方法を採ることも考えられます。
この場合には、年度ごとの単価や平均値等を用いるに当たり、出典根拠を明確にするとともに、当該割合又は数量当たりの法定福利
費を一定の幅を持たせた参考指標として示した上で、個別に見積書を提出する際には下請企業はその内容を合理的に説明すること
が求められます。
ただし、実態を反映していないことが明らかな方法は、社会通念上認められないことは言うまでもありません。

66
専門工事業団体による標準見積書の作成は
どのように進められたのか。

平成24年5月に開催された第１回社会保険未加入対策推進協議会で、国土交通省は各専門工事業団体に対して、法定福利費を内
訳明示する標準見積書とその作成手順書の作成を要請しました。これを受け、専門工事業団体で検討を行い、同年10月に開催され
た第２回推進協議会に各団体が作成した標準見積書案が登録され、試行に着手することとされました。
その後、標準見積書等の具体的な運用や活用の促進を図る上で、元請企業と下請企業で認識をすり合わせることが必要な課題や関
係者が協力して取り組むべき事項が明らかになってきたことから、平成25年4月に開催された同推進協議会ワーキンググループにお
いて法定福利費の内訳明示に向けた課題と対応について申し合わせが行われました。
これを受け、各専門工事業団体では、国土交通省と連携して既に登録されていた標準見積書及び策定手順書を、適用する保険料率
の考え方や、計算手順、歩掛等の根拠の明確化、適用除外である者の取扱い等について、共通の考え方によりブラッシュアップを進
め、同年9月に開催された第3回社会保険未加入対策推進協議会において、ブラッシュアップの結果を踏まえた標準見積書を登録す
るとともに、各専門工事業団体が作成した標準見積書の活用等により法定福利費を内訳明示した見積書の下請企業から元請企業へ
の提出を一斉に開始することについて申し合わせを行っています。

67
「作成手順書」には何が定められているの
か。

見積時の法定福利費の内訳明示を進めるにあたって、各専門工事業団体では、標準見積書とあわせてその作成手順書の検討・作
成がなされている団体もあります。
作成手順書は、標準見積書の作成の手引きとなるものです。標準見積書の様式への記載例のほか、様式への記入にあたっての留
意事項、内訳明示する法定福利費の算出方法などをわかりやすくまとめたものとなっているものもあります。
標準見積書や作成手順書は、それぞれの専門工事業団体に所属する会員企業などの間で共有されるものですので、団体に加入す
る企業にとって理解しやすいものにすると同時に、標準見積書を提示する相手方の元請などから求められた場合にも説明可能なもの
となるよう作成されています。

68
労務費相当額がわからず、法定福利費の額
を抜き出すのが難しい場合は。

現在の民間工事に係る工事の受注では、キロ単価やトン単価による見積が一般的となっており、法定福利費がどのように扱われてい
るのかがわかりにくい状況となっています。
しかしながら、法定福利費は本来、発注者も必要経費として適正に考慮すべきとされていることを考えると、従来の総額単価による見
積だけではなく、そのなかに含まれる法定福利費を内訳として明示することにより、必要な金額を確保していくことが必要です。
法定福利費の額を計算するには、材工込みの単価に含まれる材料費や機械費と労務費とを区別することにより、見積の内容を詳細
にするなど、各業種の実情に応じ、一定の方法により当該工事に係る労務費の総額を算出する必要があります。
見積は自社の施工実績等に基づいて法定福利費を算定することが基本です。しかし、外注するなどして、正確な把握が困難な場合
があることから、各専門工事業団体において業種ごとに見積時に法定福利費を内訳明示するための標準見積書を作成しており、これ
を活用しながら算出することが考えられます。
なお、見積書は、その時点で見込まれる価格を提示するものですので、実際の作業に従事する１人ひとりの労務費まで決定していな
くても、法定福利費の額を算定することは可能と考えられます。

69
見積の段階では、社会保険等に加入すべき
作業員が把握できないので、必要な法定福
利費が正確に把握できないのだが。

法定福利費を内訳明示した見積書を作成する場合には、法定福利費の算出にあたって、個人事業主、一人親方など、法定福利費
（事業主負担分）を必要としない適用除外となる技能労働者の数や割合が分かる場合は、これらの者に係る法定福利費は内訳明示
額に含めないこととすることが基本となります。
しかし、見積段階では、適用除外となる者の数や割合が判らないことが多くありますので、その場合の対応として、①直轄土木工事の
予定価格の積算や平成25年度以降の公共工事設計労務単価において、一定割合の未加入者が存在しつつも未加入者が加入する
ために全員加入を前提として必要な法定福利費が算入されるよう改められたこと、また、②本来は健康保険や厚生年金保険への加
入義務があるにもかかわらず、法定福利費（事業主負担分）の負担を要しない一人親方化を前提とした見積りを行う不当な建設業者
が競争上有利となる余地を残しかねないことを踏まえ、当面、未加入者全員の加入に必要な法定福利費の額を内訳明示の対象とし
つつ、技能労働者の保険加入の実態や未加入者の今後の加入予定等を勘案しながら協議を行い、下請契約を締結することが求めら
れます。

10／11



No 質問内容 回　　答

70
指し値発注の中で法定福利費をオンさせる
ことは難しいのではないか。

指し値発注とは、発注者が受注者との請負契約を交わす際、受注者と十分な協議をせず、または受注者との協議に応じることなく、
発注者が一方的に決めた請負代金の額を受注者に提示（指し値）し、その額で受注者に契約を締結させることをいいます。これは建
設業法第18条の規定（建設工事の請負契約の原則）を無視することになり、同法第19条の3の規定（不当に低い請負代金の禁止）に
違反するおそれがあります。
発注者と元請、元請と下請など、契約の当事者間には、一般に交渉力の格差などがあるため、公正な取引・契約関係を構築すること
が難しい面があり、現在、適正に支払われていない法定福利費の確保についても同様の問題があります。
しかし、法定福利費を負担する下請、下請に法定福利費を支払う元請の側から、それぞれ元請や発注者に対して適切な負担を求め
ていかなければ、現状は変わりません。
国土交通省では、社会保険に未加入の者が適正に加入できるよう、平成25年度公共工事設計労務単価から、法定福利費（本人負担
分）相当額を適切に反映するとともに、建設業団体、公共発注者及び民間発注者団体宛に、技能労働者への適切な水準の賃金支払
いと社会保険への加入の徹底等を繰り返し要請しています。
また、主な民間発注者団体あてに見積・入札・契約の際、受注者から提示される法定福利費を尊重して適正に考慮することを求める
通知を発出し、取組に対する理解を求めています。

71
法定福利費は民間工事では計上できないの
か。

社会保険などは労働者が安心して働くために必要な制度であり、強制加入の方式がとられています。
これらの保険料にかかる受注者の費用は、労災保険料とともに受注者が義務的に負担しなければならない法定福利費ですので、公
共工事、民間工事の別を問わず、建設業法第19条の3に規定する「通常必要と認められる原価」に含まれるべきものです。
このため、発注者と受注者は、公共工事、民間工事の別を問わず、見積時から法定福利費を必要経費として適正に考慮する必要が
あります。国土交通省も主な民間発注者団体に対し、法定福利費が着実に確保されるよう、見積、入礼、契約の際に配慮するよう求
めています。

72
法定福利費を別途請求できる仕組みを作る
ことがまず必要ではないか。

現在、多くの専門工事業団体では、それぞれの業種ごとに、見積時に法定福利費の内訳を明示するための標準見積書を作成してい
ます。これは、専門工事業者（下請）が必要な法定福利費の額を明示できなければ、工事全体で必要となる法定福利費を確保するた
めの調整も困難なためです。
法定福利費の別途請求にはさまざまな仕組みが想定されますが、いずれにしても、法定福利費の内訳明示を進めることが必要な費
用の確保に向けた第一歩であり、引き続き国土交通省において更なる普及・定着に向けた環境整備を進めていくことにしています。

73
消費税のように契約額に一定率を掛ける形
で法定福利費を支払う方法はとれないの
か。

社会保険などの保険料のうち、事業主負担分である法定福利費は、労働者の給与金額に応じていくつかの段階に分けた標準報酬月
額に健康保険、年金保険、雇用保険の各保険料率を掛けることによって計算することが、法令で定められています。
工種や企業などによって、契約額に含まれる労務費の割合が高い場合も低い場合もある中で、契約額に一定率を掛けることによって
一律に法定福利費を算定する方法がどこまで関係者の理解を得られるか、現時点では不透明であると言わざるを得ません。
このため、標準見積書の活用等による法定福利費の内訳明示の推進に当たっては、各業種の実情に応じ、一定の方法により当該工
事に係る労務費の総額を算出し、これに法定福利費の保険料率を乗じる方法が基本とされています。
なお、業種によっては労務費の総額を算出することが困難な場合があり得ることから、例外的な方法として、工事費に含まれる平均
的な法定福利費の割合や工事の数量当たりの平均的な法定福利費をあらかじめ算出した上で、個別工事ごとの法定福利費を簡便
に算出する方法を採ることも考えられます。

74
保険料相当額を発注者の見積に算入するこ
とが必要ではないか。

保険未加入対策を進めるうえで、まず、発注者の段階から法定福利費が確保されるようにすることが重要です。
民間発注者にも周知されている「発注者・受注者間における法令遵守ガイドライン」では、①発注者と受注者は見積の段階から法定
福利費を必要経費として適正に考慮すべきである　②法定福利費相当額を含まない金額で請負契約を締結した場合には、保険加入
義務を定めた法令の違反を発注者が誘発するおそれがあり、不当に低い請負代金を禁じる建設業法第19 条の3に違反するおそれも
ある、として発注者にも法定福利費の確保が求められています。
また、国土交通省では、民間発注者団体に、①公正な競争が成り立つよう必要以上の低価格による発注をできるかぎり避けて、必要
な経費を適切に見込んだ価格による発注を行うこと　②技能労働者などに係る法定福利費が確保されるよう、見積、入札、契約の際
に配慮することなどを要請しています。
国土交通省直轄の土木工事では、平成24年4月から、事業者が本来負担すべき法定福利費の額が予定価格に適切に反映されるよ
うに、現場管理費率式の見直しが実施されました。
また、社会保険に未加入の者が適正に加入できるよう、平成25年度公共工事設計労務単価からは、未加入者分も含めて法定福利費
の本人負担分相当額が適切に反映されるように改訂するとともに、併せて、建設業者団体、公共発注者及び民間発注者団体宛に、
技能労働者への適切な水準の賃金支払い、社会保険の加入の徹底等について繰り返し要請しています。
こうした取り組みの中で、専門工事業者（下請）は総合工事業者（元請）へ、総合工事業者は発注者へ、法定福利費の適切な確保を
それぞれ働きかけることで、発注段階における法定福利費の見積算入が具体化していると考えられます。

75

受注者に対し、社会保険料を支払わない発
注者や元請は原価割れ契約を禁止する建設
業法第１９条の３に違反しているのではない
か。

社会保険料などの法定福利費は、建設業法第19条の3に規定する「通常必要と認められる原価」に含まれるべきものです。
このため、発注者および受注者は見積時から法定福利費を必要経費として適正に考慮すべきです。発注者や元請が請負契約の締
結にあたって、法定福利費相当額を一方的に削減したり、法定福利費相当額を含めない金額で建設工事の請負契約を締結し、その
結果「通常必要と認められる原価」に満たない請負金額となった場合、発注者や元請は受注者に対し、保険への加入義務を定めた法
令の違反を誘発させるおそれがあるとともに、建設業法第19条の3違反の当事者となるおそれがあります。

76
法定福利費の事業者負担を避けるため、一
人親方などの請負の重層化が進むのではな
いか。

保険未加入対策を進めると、労働者を雇用する企業は雇用関係にある労働者のための法定福利費（保険料の事業主負担分）の負
担が増加することになりますが、この負担を軽くするために、社員として雇用していた技能労働者との雇用関係を解消して１人親方と
して独立させ、その１人親方と請負関係を結ぶ企業が出てくるおそれがあります。
業務委託や個人請負の形式をとったとしても、実態が雇用労働者であれば、このような企業の都合による１人親方化は、就労環境の
改善のために進められている保険未加入対策に逆行する脱法行為であり、実態が労働者であることが判明したときには、労働者とし
て社会保険関係法令が適用され、保険料の追納や労働関係法令に基づく処分を受けることがあります。このため、関係者を挙げて対
策に取り組む必要があります。
国土交通省では、一人親方の保険加入を進めるため労働者性の判断基準などについてリーフレットを作成して周知しています。
また、建設業団体では重層下請構造の是正に向けて自主的に取り組むことが期待されています。
さらに、国土交通省が進めるダンピング対策の徹底とあわせて、保険加入の原資である法定福利費が適切に確保することができるよ
う、専門工事業団体が進めている法定福利費を内訳明示する標準見積書等の活用、元請企業から下請企業への標準見積書の活用
等により内訳明示した見積書の提出について見積条件に明示すること等が推進協議会において申し合わされているところです。
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